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研究要旨 
日本では、労働者の健康の保持増進ために、労働安全衛生法を基本に、体系的な各種健

康診断制度が存在する。それらは、一般健康診断と特殊健康診断に分けられる。現行の健

康診断について、I 一般健康診断の実施、Ⅱ 特殊健康診断の実施、Ⅲ 臨時健康診断、

Ⅳ 健康診断の実施に係るその他の論点、Ⅴ 労働者の受診義務等、Ⅵ 健康診断結果

の記録と情報管理、Ⅶ 健康診断結果に基づく就業配慮、Ⅷ 結果の通知および保健指

導、Ⅸ 健康診断結果報告、Ⅹ 派遣労働者に対する適用、に分けて現状を確認するとと

もに、その一部について存在する課題を抽出して、検討を行った。 
課題としては、以下のような事項が挙がった。 
 一般健康診断に含まれる特定業務従事者健診の位置づけが不明確なこと 
 一般健診によって評価される職務適性が幅広く想定されているにもかかわらず、

労働時間が短いことなどでパートタイマーが対象となっていないこと 
 健診項目が、特定健康診査が目的とするような脳・心臓疾患の発症リスクに関連す

る項目に限定される方向にあること 
 一般健康診断の法定項目のうち、既往歴の聴取の内容に具体的な指針が存在しな

いこと 
 想定される一般健康診断の項目の省略手順が、多くの健診が外部委託されている

実態から考えて現実的ではないこと 
 特殊健康診断において、「常時従事する労働者」の定義が不明確であり、過剰な特

殊健康診断が実施される可能性があること 
 法令で特殊健康診断の対象となっている物質は、極めて限られた物質であるが、本

来、リスクアセスメントの結果必要がある場合には自主的に行われるべき特殊健

診がほとんど実施されていないこと 
 特殊健康診断の健診項目について、最新のエビデンスに基づく見直しに長い時間

を要すること 
 現状の目的から考えて、一般健康診断も、労働時間内に実施することを基本とすべ

きであること 
 事業者が健康診断を外部委託する際に、その精度や質の管理状況に対して、意識が
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低いこと 
 保健指導の実施において、特定保健指導の実施との連携が必ずしも図られていな

いこと 
 産業医の選任義務のない事業場においては、事業場の実態に則した医師の意見が

聴取できないこと 
 労働基準監督署への報告について、基準が存在しないため、集計データに統計的な

意味をもたないこと 
 派遣労働者に対する健康診断後の就業措置が困難なこと 
 今後、より有効な健康診断制度に向けた改善のために、継続的な議論が行われるべき

である。その多くは、専門性の高い産業保健専門職の助言にもとづき、必要に応じて事業

者が自主的に実施すれば対応できる課題である。しかし、法令の詳細な規定が、そのよう

な行動を抑制している可能性もある。そのため、議論を行うに当たっては、確実な実施と

柔軟な対応を両立できるような仕組みの構築が必要であると考えられた。 
研究協力者 

守屋健太 産業医科大学産業生態科学研究所 専門修練医 
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Ａ．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、逐条解説を跨ぐ横

断的課題の 1 つである法定健診制度につい

て、課題と改善策を示すことにある。 
 
Ｂ．研究方法 

研究班から抽出された横断的検討課題の検

討について選任されたことを受け、研究

代表者との具体的検討課題についての調

整を経て、当該課題に関連する本研究費

による別の研究プロジェクトの成果と、

解説書、専門誌に掲載された学術論文や

記事、政府発表等の 1 次文献のレビュー

を行って執筆した文案を研究班会議で報

告し、現行安衛法や改正法の起案に関わ

った畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤正義

氏らとの意見交換により洗練させた。 
Ｃ．研究結果 

ⅠⅠ  一一般般健健康康診診断断のの実実施施  

１．一般健康診断とは 

【概要と趣旨】 

使用者の労働者に対する健康管理義務に

は、職場に特別の健康障害要因のある場合

にその障害要因に起因する疾病、すなわち

職業病を防止する義務と、職場の特有の有

害要因にもとづかない個別的な労働者に対

して、労働負荷と労働者の健康状態の関係

を評価し、その調整を図る義務がある。前者

は特定の有害要因の標的臓器（要因ごとに、

もっとも小さなばく露で影響が出現する感

受性の高い臓器）と関連した検査と、労働者

個人ごとにばく露の推定を行い、健康障害

発生リスクの評価と健康障害の早期発見を

行うための特殊健康診断が相当しており、

後者は労働者の健康状態をもとに職務適性

を評価し、職務適性に応じて就業上の配慮

を行うことを目的とした一般健康診断が関

連する。（図１） 

一般健康診断および特殊健康診断の詳細

な規定は、労働安全衛生規則等の厚生労働

省令で定められている。そして、労働安全衛

生法で一部では罰則規定をもって実施を義

務化している健康診断とその結果の措置義

務は、民事上の使用者の責任をも招来する

という関連性を持っている。 

 先に一般健康診断について検討する。一

般健康診断は、労働安全衛生法第 66条第 1

項で、「事業者は、労働者に対し、厚生労働

省令で定めるところにより、医師による健

康診断（第 66 条の 10 第 1 項に規定する検

査を除く。以下この条及び次条において同

じ。）を行わなければならない。」としてい

る。その内容は、労働安全衛生規則(安衛則)

で規定されており、雇用時健康診断と一般

定期健康診断、特定業務従事者健康診断が
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低いこと 
 保健指導の実施において、特定保健指導の実施との連携が必ずしも図られていな

いこと 
 産業医の選任義務のない事業場においては、事業場の実態に則した医師の意見が

聴取できないこと 
 労働基準監督署への報告について、基準が存在しないため、集計データに統計的な

意味をもたないこと 
 派遣労働者に対する健康診断後の就業措置が困難なこと 
 今後、より有効な健康診断制度に向けた改善のために、継続的な議論が行われるべき

である。その多くは、専門性の高い産業保健専門職の助言にもとづき、必要に応じて事業

者が自主的に実施すれば対応できる課題である。しかし、法令の詳細な規定が、そのよう

な行動を抑制している可能性もある。そのため、議論を行うに当たっては、確実な実施と

柔軟な対応を両立できるような仕組みの構築が必要であると考えられた。 
研究協力者 
守屋健太 産業医科大学産業生態科学研究所 専門修練医 
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Ａ．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、逐条解説を跨ぐ横

断的課題の 1 つである法定健診制度につい

て、課題と改善策を示すことにある。 
 
Ｂ．研究方法 

研究班から抽出された横断的検討課題の検

討について選任されたことを受け、研究

代表者との具体的検討課題についての調

整を経て、当該課題に関連する本研究費

による別の研究プロジェクトの成果と、

解説書、専門誌に掲載された学術論文や

記事、政府発表等の 1 次文献のレビュー

を行って執筆した文案を研究班会議で報

告し、現行安衛法や改正法の起案に関わ

った畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤正義

氏らとの意見交換により洗練させた。 
Ｃ．研究結果 

ⅠⅠ  一一般般健健康康診診断断のの実実施施  

１．一般健康診断とは 

【概要と趣旨】 

使用者の労働者に対する健康管理義務に

は、職場に特別の健康障害要因のある場合

にその障害要因に起因する疾病、すなわち

職業病を防止する義務と、職場の特有の有

害要因にもとづかない個別的な労働者に対

して、労働負荷と労働者の健康状態の関係

を評価し、その調整を図る義務がある。前者

は特定の有害要因の標的臓器（要因ごとに、

もっとも小さなばく露で影響が出現する感

受性の高い臓器）と関連した検査と、労働者

個人ごとにばく露の推定を行い、健康障害

発生リスクの評価と健康障害の早期発見を

行うための特殊健康診断が相当しており、

後者は労働者の健康状態をもとに職務適性

を評価し、職務適性に応じて就業上の配慮

を行うことを目的とした一般健康診断が関

連する。（図１） 

一般健康診断および特殊健康診断の詳細

な規定は、労働安全衛生規則等の厚生労働

省令で定められている。そして、労働安全衛

生法で一部では罰則規定をもって実施を義

務化している健康診断とその結果の措置義

務は、民事上の使用者の責任をも招来する

という関連性を持っている。 

 先に一般健康診断について検討する。一

般健康診断は、労働安全衛生法第 66条第 1

項で、「事業者は、労働者に対し、厚生労働

省令で定めるところにより、医師による健

康診断（第 66 条の 10 第 1 項に規定する検

査を除く。以下この条及び次条において同

じ。）を行わなければならない。」としてい

る。その内容は、労働安全衛生規則(安衛則)

で規定されており、雇用時健康診断と一般

定期健康診断、特定業務従事者健康診断が
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ある。一般健康診断には、基本的な健診項目

ですべての労働者を対象とした職務適性評

価という性質がある１。（図２） 

一般健康診断に関する省令 

(雇入時の健康診断) 

安衛則第四十三条  事業者は、常常時時使使用用すす

るる労労働働者者を雇い入れるときは、当該労働者

に対し、次の項目について医師による健康

診断を行わなければならない。ただし、医師

による健康診断を受けた後、三月を経過し

ない者を雇い入れる場合において、その者

が当該健康診断の結果を証明する書面を提

出したときは、当該健康診断の項目に相当

する項目については、この限りでない。 

  一  既往歴及び業務歴の調査 

  二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

  三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千

ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をい

う。次条第一項第三号において同じ。)の検

査 

  四  胸部エックス線検査 

  五  血圧の測定 

  六 血色素量及び赤血球数の検査(次条

第一項第六号において「貧血検査」という。) 

  七 血清グルタミックオキサロアセチッ

クトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミ

ックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)

及びガンマ-グルタミルトランスペプチダ

ーゼ(γ-GTP)の検査(次条第一項第七号に

おいて「肝機能検査」という。) 

  八 低比重リポ蛋（たん）白コレステロー

ル（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋（た

ん）白コレストロール(HDLコレステロール)

及び血清トリグリセライドの量の検査(次

条第一項第八号において「血中脂質検査」と

いう。) 

  九 血糖検査 

  十  尿中の糖及び蛋（たん）白の有無の

検査(次条第一項第十号において「尿検査」

という。) 

  十一  心電図検査 

 

（定期健康診断） 

安衛則第四十四条  事業者は、常常時時使使用用すす

るる労労働働者者（第四十五条第一項に規定する労

働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、

定期に、次の項目について医師による健康

診断を行わなければならない。 

  一    既既往往歴歴及及びび業業務務歴歴のの調調査査 

  二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

  三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検

査 

  四 胸部エックス線検査及び喀（かく）痰

（たん）検査 

  五 血圧の測定 

  六 貧血検査 

  七 肝機能検査 

  八 血中脂質検査 

  九 血糖検査 

  十 尿検査 

  十一  心電図検査 

２  第一項第三号、第四号、第六号から第

九号まで及び第十一号までに掲げる項目に

ついては、厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる基基準準に基

づき、医師が必要でないと認めるときは、省

略することができる。 

３  第一項の健康診断は、前条、第四十五

条の二又は法第六十六条第二項前段の健康

診断を受けた者(前条ただし書に規定する

書面を提出した者を含む。)については、当

該健康診断の実施の日から一年間に限り、

その者が受けた当該健康診断の項目に相当
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する項目を省略して行うことができる。 

４  第一項第三号に掲げる項目(聴力の検

査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳

及び四十歳の者を除く。)については、同項

の規定にかかわらず、医師が適当と認める

聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る

聴力を除く。)の検査をもつて代えることが

できる。 

 

（特定業務従事者の健康診断） 

安衛則第四十五条   事業者は、第第十十三三条条第第

一一項項第第三三号号にに掲掲げげるる業業務務に常常時時従従事事すするる労

働者に対し、当該業務への配置替えの際及

び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条

第一項各号に掲げる項目について医師によ

る健康診断を行わなければならない。この

場合において、同項第四号の項目について

は、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足

りるものとする。 

２  前項の健康診断(定期のものに限る。)

は、前回の健康診断において第四十四条第

一項第六号から第九号まで及び第十一号に

掲げる項目について健康診断を受けた者に

ついては、前項の規定にかかわらず、医師が

必要でないと認めるときは、当該項目の全

部又は一部を省略して行うことができる。 

３  第四十四条第二項及び第三項の規定

は、第一項の健康診断について準用する。こ

の場合において、同条第三項中「一年間」と

あるのは、「六月間」と読み替えるものとす

る。 

４  第一項の健康診断(定期のものに限

る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号

に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回

の健康診断において当該項目について健康

診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三

十五歳及び四十歳の者を除く。)について

は、第一項の規定にかかわらず、医師が適当

と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの

音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代え

ることができる。 

 

（海外派遣労働者の健康診断） 

第四十五条の二   略 

すべての労働者は、雇用後にまず雇入時

健診を受診し、その後は“衛生上有害な業務

に従事する”特定業務従事者以外は一般定

期健康診断、特定業務従事者は特定業務従

事者健診を受診することになる。このうち、

特定業務従事者健康診断は、６ヵ月ごとに

一回、一般定期健康診断と同じ項目で実施

される。ここでいう特定業務従事者とは、安

衛則第 13条第 1項第 3号で掲げられた業務

であり、この条文はもともと専属産業医の

選任要件として、「常時 1000 人以上の労働

者を使用する事業場又は次に掲げる業務に

常時 500 人以上の労働者を従事させる事業

場にあつては、その事業場に専属の者を選

任すること」の対象業務を定めたものであ

る。すなわち特定業務従事者は、一般労働者

に比べて産業医活動のニーズが高いことを

想定していると考えられる。 

労働安全衛生規則第 13条第 1項第 3号に

掲げる業務 

 

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著

しく暑熱な場所における業務 

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著

しく寒冷な場所における業務 

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の

有害放射線にさらされる業務 

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著
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ある。一般健康診断には、基本的な健診項目

ですべての労働者を対象とした職務適性評

価という性質がある１。（図２） 

一般健康診断に関する省令 

(雇入時の健康診断) 

安衛則第四十三条  事業者は、常常時時使使用用すす

るる労労働働者者を雇い入れるときは、当該労働者

に対し、次の項目について医師による健康

診断を行わなければならない。ただし、医師

による健康診断を受けた後、三月を経過し

ない者を雇い入れる場合において、その者

が当該健康診断の結果を証明する書面を提

出したときは、当該健康診断の項目に相当

する項目については、この限りでない。 

  一  既往歴及び業務歴の調査 

  二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

  三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千

ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をい

う。次条第一項第三号において同じ。)の検

査 

  四  胸部エックス線検査 

  五  血圧の測定 

  六 血色素量及び赤血球数の検査(次条

第一項第六号において「貧血検査」という。) 

  七 血清グルタミックオキサロアセチッ

クトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミ

ックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)

及びガンマ-グルタミルトランスペプチダ

ーゼ(γ-GTP)の検査(次条第一項第七号に

おいて「肝機能検査」という。) 

  八 低比重リポ蛋（たん）白コレステロー

ル（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋（た

ん）白コレストロール(HDLコレステロール)

及び血清トリグリセライドの量の検査(次

条第一項第八号において「血中脂質検査」と

いう。) 

  九 血糖検査 

  十  尿中の糖及び蛋（たん）白の有無の

検査(次条第一項第十号において「尿検査」

という。) 

  十一  心電図検査 

 

（定期健康診断） 

安衛則第四十四条  事業者は、常常時時使使用用すす

るる労労働働者者（第四十五条第一項に規定する労

働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、

定期に、次の項目について医師による健康

診断を行わなければならない。 

  一    既既往往歴歴及及びび業業務務歴歴のの調調査査 

  二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

  三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検

査 

  四 胸部エックス線検査及び喀（かく）痰

（たん）検査 

  五 血圧の測定 

  六 貧血検査 

  七 肝機能検査 

  八 血中脂質検査 

  九 血糖検査 

  十 尿検査 

  十一  心電図検査 

２  第一項第三号、第四号、第六号から第

九号まで及び第十一号までに掲げる項目に

ついては、厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる基基準準に基

づき、医師が必要でないと認めるときは、省

略することができる。 

３  第一項の健康診断は、前条、第四十五

条の二又は法第六十六条第二項前段の健康

診断を受けた者(前条ただし書に規定する

書面を提出した者を含む。)については、当

該健康診断の実施の日から一年間に限り、

その者が受けた当該健康診断の項目に相当

分担研究報告書（森 晃爾） 

 

する項目を省略して行うことができる。 

４  第一項第三号に掲げる項目(聴力の検

査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳

及び四十歳の者を除く。)については、同項

の規定にかかわらず、医師が適当と認める

聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る

聴力を除く。)の検査をもつて代えることが

できる。 

 

（特定業務従事者の健康診断） 

安衛則第四十五条   事業者は、第第十十三三条条第第

一一項項第第三三号号にに掲掲げげるる業業務務に常常時時従従事事すするる労

働者に対し、当該業務への配置替えの際及

び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条

第一項各号に掲げる項目について医師によ

る健康診断を行わなければならない。この

場合において、同項第四号の項目について

は、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足

りるものとする。 

２  前項の健康診断(定期のものに限る。)

は、前回の健康診断において第四十四条第

一項第六号から第九号まで及び第十一号に

掲げる項目について健康診断を受けた者に

ついては、前項の規定にかかわらず、医師が

必要でないと認めるときは、当該項目の全

部又は一部を省略して行うことができる。 

３  第四十四条第二項及び第三項の規定

は、第一項の健康診断について準用する。こ

の場合において、同条第三項中「一年間」と

あるのは、「六月間」と読み替えるものとす

る。 

４  第一項の健康診断(定期のものに限

る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号

に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回

の健康診断において当該項目について健康

診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三

十五歳及び四十歳の者を除く。)について

は、第一項の規定にかかわらず、医師が適当

と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの

音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代え

ることができる。 

 

（海外派遣労働者の健康診断） 

第四十五条の二   略 

すべての労働者は、雇用後にまず雇入時

健診を受診し、その後は“衛生上有害な業務

に従事する”特定業務従事者以外は一般定

期健康診断、特定業務従事者は特定業務従

事者健診を受診することになる。このうち、

特定業務従事者健康診断は、６ヵ月ごとに

一回、一般定期健康診断と同じ項目で実施

される。ここでいう特定業務従事者とは、安

衛則第 13条第 1項第 3号で掲げられた業務

であり、この条文はもともと専属産業医の

選任要件として、「常時 1000 人以上の労働

者を使用する事業場又は次に掲げる業務に

常時 500 人以上の労働者を従事させる事業

場にあつては、その事業場に専属の者を選

任すること」の対象業務を定めたものであ

る。すなわち特定業務従事者は、一般労働者

に比べて産業医活動のニーズが高いことを

想定していると考えられる。 

労働安全衛生規則第 13条第 1項第 3号に

掲げる業務 

 

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著

しく暑熱な場所における業務 

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著

しく寒冷な場所における業務 

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の

有害放射線にさらされる業務 

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著
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しく飛散する場所における業務 

ホ 異常気圧下における業務 

ヘ さく岩機、鋲（びよう）打機等の使用に

よつて、身体に著しい振動を与える業務 

ト 重量物の取扱い等重激な業務 

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場

所における業務 

リ 坑内における業務 

ヌ 深夜業を含む業務 

ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水

素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカ

リ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を

取り扱う業務 

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、

弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、

硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベン

ゼン、アニリンその他これらに準ずる有害

物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所

における業務 

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい

業務 

カ その他厚生労働大臣が定める業務 

（図２） 

 

【課題】 

特定業務従事者健康診断は、衛生上有害

な業務に従事する労働者に対して、６ヵ月

ごとに 1 回、一般定期健康診断と同じ項目

で実施される。しかし、現行の法令に基づく

健康診断の中で、この特定業務従事者健康

診断の位置づけが極めてあいまいといわざ

るをえない。特定業務従事者健康診断の対

象となる衛生上有害な業務の中には、深夜

業を含む業務といった全般的な負担に関わ

る業務も存在するが、「水銀、砒(ひ)素、黄

りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、

青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに

準ずる有害物を取り扱う業務」や「鉛、水銀、

クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、

塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭

素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン

その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気

又は粉じんを発散する場所における業務」

といったように、本来、標的臓器を明確にし

た上で、その影響を早期発見するための特

殊健康診断の対象となるような業務も含ま

れる。また、「病原体によつて汚染のおそれ

が著しい業務」といったように、健康影響が

比較的想定されやすいが、その病原体によ

る影響は一般健康診断の検査項目とは異な

る検査が必要であり、一般定期健康診断と

同じ項目実施することの意義が見出しにく

い業務も多い。対象業務のリストは、昭和

15（1940）年の工場危害予防及衛生規則の改

正で、「工場主はガス、蒸気又は粉じんを発

散し、その他衛生上有害な業務に従事する

職工については、工場医をして毎年少なく

とも２回の健康診断をなさしむべし」と、年

２回の健康診断が義務化されたことが始ま

りとされている。さらに「工場法施行規則中

改正省令施行に関する件（昭和 17年 2月 24

日付け厚生次官より各地方長官宛）」で、年

２回定健康診断を実施しなければならない

30業務が指定された。そして昭和 22（1947）

年に交付された労働基準法に基づき、対象

業務も省令（旧労働安全衛生規則第 18条第

1項第 2号）で定められるようになり、この

ときの対象業務は、現在特定業務従事者健

康診断の対象となった業務と同じである 2。

これらの改正が行われた当時は、特殊健康

診断が法令で定められていなかったことに

留意すべきである。 
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さらに、問題を複雑化したのは、エチレン

オキシドおよびホルムアルデヒドが特定化

学物質障害予防規則で特定第二類物質（特

化則で規定された物質群で、主に第二類物

質の中でも発がん性がある物質が対象）お

よび特定管理物質に指定された際、本来、特

殊健康診断を実施すべきところ、これらの

物質は標的臓器の特異性がないため特殊健

診の対象とはせず 4,5、特定業務従事者健康

診断の対象となる労働安全衛生規則第十三

条第 1 項第三号ヲの「これらの準じる有害

物」として、エチレンオキシド（平成 13年

4月 27日付け基発第 413号）とホルムアル

デヒド（平成 20 年 2 月 29 日付け基発

0229001 号）が追加されたことである 3,4。

これは、本来、特殊健康診断を実施すべきと

ころ、これらの物質は標的臓器の特異性が

ないため特殊健診の対象とすることが困難

であったためと考えられる。また、特定業務

従事者健康診断の対象業務である「強烈な

騒音を発する屋内作業」の基準が、平成 4

（1992）年 8月 24日の基発第 480号で、等

価騒音レベル（騒音レベルが変動する状況

で、時間平均値として算出したもの）です。

90デシベル以上の屋内作業場に変更された。

本来、このレベルの騒音は、騒音の許容レベ

ルを超えており 5、全身の影響を評価する以

上にフルオージオ検査（250・500・1000・
2000・4000・8000 ヘルツの周波数ごとに聴

力閾値を測定する検査であり、騒音性難聴

の特徴的な低下を検出できる）を行い、聴力

損失を早期に発見すべきである。このよう

な騒音健康診断については、事業者には実

施義務が課せられていない騒音障害防止の

ためのガイドライン（平成 4年 10月 1日付

け基発第 546 号）に基づく“指導勧奨によ

る特殊健康診断”として位置付けられ、本来

の労働衛生上の視点から考えると、その関

係が不明確であるとともに、義務関係の優

先順位が逆転していると言わざるをえない。 

 

２．一般健康診断の対象者 

【概要と趣旨】 

 一般定期健康診断の対象は、常時使用す

る労働者（安衛則第四十四条）となってい

る。ここでいう常時使用の定義が問題とな

る。これに関しては、短時間労働者（いわゆ

るパートタイマー）が対象となるかどうか

である。これについて、「短時間労働者の雇

用管理の改善等に関する法律の一部を改正

する法律の施行について（平成 19 年 10 月

1日基発第 1001016号）で、事業主が同法の

一般健康診断を行うべき「常時使用する短

時間労働者」について、以下のように定めて

いる。 

次の①及び②のいずれの要件をも満たす者

であること。 

① 期間の定めのない労働契約により使用

される者(期間の定めのある労働契約によ

り使用される者であって、当該契約の契約

期間が 1年(労働安全衛生規則(昭和 47年労

働省令第 32号)第 45条において引用する同

規則第 13条第 1項第 2号に掲げる業務に従

事する短時間労働者にあっては 6 月。以下

この項において同じ。)以上である者並びに

契約更新により 1 年以上使用されることが

予定されている者及び 1 年以上引き続き使

用されている者を含む。)であること。 

② その者の 1 週間の労働時間数が当該事

業場において同種の業務に従事する通常の

労働者の 1 週間の所定労働時間数の 4 分の

3以上であること。 
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しく飛散する場所における業務 

ホ 異常気圧下における業務 

ヘ さく岩機、鋲（びよう）打機等の使用に

よつて、身体に著しい振動を与える業務 

ト 重量物の取扱い等重激な業務 

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場

所における業務 

リ 坑内における業務 

ヌ 深夜業を含む業務 

ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水

素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカ

リ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を

取り扱う業務 

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、

弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、

硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベン

ゼン、アニリンその他これらに準ずる有害

物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所

における業務 

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい

業務 

カ その他厚生労働大臣が定める業務 

（図２） 

 

【課題】 

特定業務従事者健康診断は、衛生上有害

な業務に従事する労働者に対して、６ヵ月

ごとに 1 回、一般定期健康診断と同じ項目

で実施される。しかし、現行の法令に基づく

健康診断の中で、この特定業務従事者健康

診断の位置づけが極めてあいまいといわざ

るをえない。特定業務従事者健康診断の対

象となる衛生上有害な業務の中には、深夜

業を含む業務といった全般的な負担に関わ

る業務も存在するが、「水銀、砒(ひ)素、黄

りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、

青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに

準ずる有害物を取り扱う業務」や「鉛、水銀、

クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、

塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭

素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン

その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気

又は粉じんを発散する場所における業務」

といったように、本来、標的臓器を明確にし

た上で、その影響を早期発見するための特

殊健康診断の対象となるような業務も含ま

れる。また、「病原体によつて汚染のおそれ

が著しい業務」といったように、健康影響が

比較的想定されやすいが、その病原体によ

る影響は一般健康診断の検査項目とは異な

る検査が必要であり、一般定期健康診断と

同じ項目実施することの意義が見出しにく

い業務も多い。対象業務のリストは、昭和

15（1940）年の工場危害予防及衛生規則の改

正で、「工場主はガス、蒸気又は粉じんを発

散し、その他衛生上有害な業務に従事する

職工については、工場医をして毎年少なく

とも２回の健康診断をなさしむべし」と、年

２回の健康診断が義務化されたことが始ま

りとされている。さらに「工場法施行規則中

改正省令施行に関する件（昭和 17年 2月 24

日付け厚生次官より各地方長官宛）」で、年

２回定健康診断を実施しなければならない

30業務が指定された。そして昭和 22（1947）

年に交付された労働基準法に基づき、対象

業務も省令（旧労働安全衛生規則第 18条第

1項第 2号）で定められるようになり、この

ときの対象業務は、現在特定業務従事者健

康診断の対象となった業務と同じである 2。

これらの改正が行われた当時は、特殊健康

診断が法令で定められていなかったことに

留意すべきである。 
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さらに、問題を複雑化したのは、エチレン

オキシドおよびホルムアルデヒドが特定化

学物質障害予防規則で特定第二類物質（特

化則で規定された物質群で、主に第二類物

質の中でも発がん性がある物質が対象）お

よび特定管理物質に指定された際、本来、特

殊健康診断を実施すべきところ、これらの

物質は標的臓器の特異性がないため特殊健

診の対象とはせず 4,5、特定業務従事者健康

診断の対象となる労働安全衛生規則第十三

条第 1 項第三号ヲの「これらの準じる有害

物」として、エチレンオキシド（平成 13年

4月 27日付け基発第 413号）とホルムアル

デヒド（平成 20 年 2 月 29 日付け基発

0229001 号）が追加されたことである 3,4。

これは、本来、特殊健康診断を実施すべきと

ころ、これらの物質は標的臓器の特異性が

ないため特殊健診の対象とすることが困難

であったためと考えられる。また、特定業務

従事者健康診断の対象業務である「強烈な

騒音を発する屋内作業」の基準が、平成 4

（1992）年 8月 24 日の基発第 480 号で、等

価騒音レベル（騒音レベルが変動する状況

で、時間平均値として算出したもの）です。

90デシベル以上の屋内作業場に変更された。

本来、このレベルの騒音は、騒音の許容レベ

ルを超えており 5、全身の影響を評価する以

上にフルオージオ検査（250・500・1000・
2000・4000・8000 ヘルツの周波数ごとに聴

力閾値を測定する検査であり、騒音性難聴

の特徴的な低下を検出できる）を行い、聴力

損失を早期に発見すべきである。このよう

な騒音健康診断については、事業者には実

施義務が課せられていない騒音障害防止の

ためのガイドライン（平成 4年 10月 1日付

け基発第 546 号）に基づく“指導勧奨によ

る特殊健康診断”として位置付けられ、本来

の労働衛生上の視点から考えると、その関

係が不明確であるとともに、義務関係の優

先順位が逆転していると言わざるをえない。 

 

２．一般健康診断の対象者 

【概要と趣旨】 

 一般定期健康診断の対象は、常時使用す

る労働者（安衛則第四十四条）となってい

る。ここでいう常時使用の定義が問題とな

る。これに関しては、短時間労働者（いわゆ

るパートタイマー）が対象となるかどうか

である。これについて、「短時間労働者の雇

用管理の改善等に関する法律の一部を改正

する法律の施行について（平成 19 年 10 月

1日基発第 1001016号）で、事業主が同法の

一般健康診断を行うべき「常時使用する短

時間労働者」について、以下のように定めて

いる。 

次の①及び②のいずれの要件をも満たす者

であること。 

① 期間の定めのない労働契約により使用

される者(期間の定めのある労働契約によ

り使用される者であって、当該契約の契約

期間が 1年(労働安全衛生規則(昭和 47年労

働省令第 32号)第 45条において引用する同

規則第 13条第 1項第 2号に掲げる業務に従

事する短時間労働者にあっては 6 月。以下

この項において同じ。)以上である者並びに

契約更新により 1 年以上使用されることが

予定されている者及び 1 年以上引き続き使

用されている者を含む。)であること。 

② その者の 1 週間の労働時間数が当該事

業場において同種の業務に従事する通常の

労働者の 1 週間の所定労働時間数の 4 分の

3以上であること。 
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1 週間の労働時間数が当該事業場におい

て同種の業務に従事する通常の労働者の 1

週間の所定労働時間数の 4 分の 3 未満であ

る短時間労働者であっても上記の①の要件

に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業

場において同種の業務に従事する通常の労

働者の 1 週間の所定労働時間数のおおむね

2 分の 1 以上である者に対しても一般健康

診断を実施することが望ましい。 

【課題】 

後述のように、現在の一般健康診断は、脳

心血管疾患による職務適性を主な目的とし

ているが、これは長時間労働による健康障

害防止を中心に職務適性を評価する趣旨が

前面にでていると考えられる。しかし、一般

健康診断の範囲であっても本来評価すべき

職務適性の範囲はそれだけではなく、深夜

勤務、高所作業、運転業務など、危険業務も

存在する。今後、定年が延長され、高年齢労

働者がパートタイムで働く割合が増えるこ

とを考えれば、一般健康診断の対象も見直

されるべきと考えられる。 

 

３．一般健康診断の対象業務・要因 

【概要と趣旨】 

一般健康診断のうち、雇入時および定期

健康診断はすべての常時雇用する労働者が

対象となるが、特定業務従事者健康診断の

対象業務および基準が明確になっている。

この基準は、昭和 23（1948）年の「労働基

準規則第十八条、女子年少者労働基準規則

第十三条及び労働安全衛生規則第四十八条

の衛生上有害な業務の取り扱い基準（昭和

23年 8月 12 日付け基発 1178 号）」に基づ

く。 

【課題】 

特定業務従事者健康診断について、対象

業務・要因に課題が存在する。前述のよう

に、基準が策定された後、各種特殊健康診断

の規定が整備され、特定業務従事者健診と

の関係が不明確になるとともに、騒音を除

き基準自体が見直されなかったために、日

本産業衛生学会の許容濃度等の勧告値と大

きな差を認める基準となっている 6。たとえ

ば、鉛取扱い作業において、日本産業衛生学

会の鉛の許容濃度は 0.03mg/m3、管理濃度が

0.05mg/m3であるが、特定業務従事者健診の

対象は 0.5 mg/m3となる。（表１） 

 

また、現行の各省令によって特殊健康診

断の対象となっている業務の中にも、取扱

う有害要因の有害性の大きさには関わらず、

特定業務従事者健康診断の対象となってい

る業務となっていない業務が存在する。日

本産業衛生学会の産業医部会会員 1446 名

を対象に行った自記式アンケート調査では、

特殊健康診断の対象となっている有害要因

についても、法令順守を目的に特定業務従

事者健診と併せて実施している状況がある

こと 7 を合わせても、科学的知見をもとに

「衛生上有害な業務」を定義するとともに

特殊健康診断との関係を整理したうえで、

特定業務従事者健康診断の対象業務を見直

す必要性は高いと考えられる。 

 

４．一般健康診断における検査項目 

【概要と趣旨】 

 一般定期健康診断の項目は、労働安全衛

生法が制定された昭和 47（1972）年以降、

労働者の健康課題の変化やその他の事情で

徐々に充実してきている。平成元（1989）年

の改正では、貧血検査、肝機能検査、血中脂
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質検査（総コレステロール、トリグリセライ

ド）および心電図検査が追加された。平成

10（1998）年には、血中脂質検査の中に HDL

コレステロールが追加され、血糖検査につ

いても追加された。平成 19（2007）年には、

腹囲が追加され、血中脂質検査のうち総コ

レステロールが LDL コレステロールに変更

された 8。（図３） 

直近の改正の議論は、平成 28（2016）年

に開催された「労働安全衛生法に基づく定

期健康診断等のあり方に関する検討会」で

ある。同検討会では、特定健康診査の健診項

目との整合性を意識するとともに、一般定

期健康診断の主要目的として脳・心臓疾患

の発症の防止を上げて、虚血性心疾患、脳血

管疾患等の発症防止の観点から健診項目の

必要性を検討している 9。結果として、一般

定期健康診断の項目変更は行われなかった

が、その検討を踏まえ、平成 29年８月４日

基発 0804第４号「定期健康診断等における

診断項目の取扱い等について」で、それまで

平成 10年 12月 15日付け基発第 697号「一

般健康診断における血糖検査の取扱いにつ

いて」で血糖検査の代わりに行えることが

規定されていたヘモグロビン A1c 検査につ

いて、血糖検査が必須項目となり、ヘモグロ

ビン A1c 検査は、医師が必要と認めた場合

には同一検体を利用して実施することが望

ましい検査項目とされた。また検討会で議

論があった血清クレアチニン検査について

も、同様の位置づけになっている。  

【課題】 

 日本においては、すべての労働者に対し

て法令で詳細な項目を規定した一般健康診

断を行っている半面、特定の作業に必要な

健康上の適性を明確にして実施する職務適

性評価のための健康診断が限られている以

上、本来、一般定期健康診断の目的は、想定

される多くの業務に対する職務適性の評価

である。したがって、それに見合った健診項

目とすべきであり、特定健康診査が目的と

するような脳・心臓疾患の発症リスクに関

連する項目に限定すべきではない。産業医

学を専門とする医師に、健康診断費用を固

定した場合にどのような検査項目を実施す

べきかを質問した、健診項目の優先順位に

関する Ito et al.の論文では、現行の健康

診断項目は妥当との評価が得られたが、腎

機能検査の血清クレアチニンと２ヵ月程度

の血糖の状況を反映するヘモグロビン A1c

については健康管理上重要として追加を検

討する必要性を示唆した結果となっている

10。 

しかし、どのように検査項目を追加した

として臨床検査のみで評価することには限

界がある。そこで、法定項目の既往歴の聴取

を重視することが考えられるが、聴取すべ

き既往歴の内容については具体的な指針が

存在しない。さらには、多くの健康診断は事

業場の実情を理解していない医師および健

診機関で行われていること、法定健診の結

果は事業者が知ることができる個人情報で

あることを前提とすれば、不用意な聴取は

労働者のプライバシーが脅かされるなどの

倫理上の課題が存在する。 

今後、通達で示された望ましい健康診断

の位置づけを整理するとともに、事業場の

実情を知る産業医の裁量による健診項目や

問診内容の加除を可能とするとともに、そ

のための手続きや指針を明確にすべきと考

えられる。 
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1 週間の労働時間数が当該事業場におい

て同種の業務に従事する通常の労働者の 1

週間の所定労働時間数の 4 分の 3 未満であ

る短時間労働者であっても上記の①の要件

に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業

場において同種の業務に従事する通常の労

働者の 1 週間の所定労働時間数のおおむね

2 分の 1 以上である者に対しても一般健康

診断を実施することが望ましい。 

【課題】 

後述のように、現在の一般健康診断は、脳

心血管疾患による職務適性を主な目的とし

ているが、これは長時間労働による健康障

害防止を中心に職務適性を評価する趣旨が

前面にでていると考えられる。しかし、一般

健康診断の範囲であっても本来評価すべき

職務適性の範囲はそれだけではなく、深夜

勤務、高所作業、運転業務など、危険業務も

存在する。今後、定年が延長され、高年齢労

働者がパートタイムで働く割合が増えるこ

とを考えれば、一般健康診断の対象も見直

されるべきと考えられる。 

 

３．一般健康診断の対象業務・要因 

【概要と趣旨】 

一般健康診断のうち、雇入時および定期

健康診断はすべての常時雇用する労働者が

対象となるが、特定業務従事者健康診断の

対象業務および基準が明確になっている。

この基準は、昭和 23（1948）年の「労働基

準規則第十八条、女子年少者労働基準規則

第十三条及び労働安全衛生規則第四十八条

の衛生上有害な業務の取り扱い基準（昭和

23年 8月 12日付け基発 1178 号）」に基づ

く。 

【課題】 

特定業務従事者健康診断について、対象

業務・要因に課題が存在する。前述のよう

に、基準が策定された後、各種特殊健康診断

の規定が整備され、特定業務従事者健診と

の関係が不明確になるとともに、騒音を除

き基準自体が見直されなかったために、日

本産業衛生学会の許容濃度等の勧告値と大

きな差を認める基準となっている 6。たとえ

ば、鉛取扱い作業において、日本産業衛生学

会の鉛の許容濃度は 0.03mg/m3、管理濃度が

0.05mg/m3であるが、特定業務従事者健診の

対象は 0.5 mg/m3となる。（表１） 

 

また、現行の各省令によって特殊健康診

断の対象となっている業務の中にも、取扱

う有害要因の有害性の大きさには関わらず、

特定業務従事者健康診断の対象となってい

る業務となっていない業務が存在する。日

本産業衛生学会の産業医部会会員 1446 名

を対象に行った自記式アンケート調査では、

特殊健康診断の対象となっている有害要因

についても、法令順守を目的に特定業務従

事者健診と併せて実施している状況がある

こと 7 を合わせても、科学的知見をもとに

「衛生上有害な業務」を定義するとともに

特殊健康診断との関係を整理したうえで、

特定業務従事者健康診断の対象業務を見直

す必要性は高いと考えられる。 

 

４．一般健康診断における検査項目 

【概要と趣旨】 

 一般定期健康診断の項目は、労働安全衛

生法が制定された昭和 47（1972）年以降、

労働者の健康課題の変化やその他の事情で

徐々に充実してきている。平成元（1989）年

の改正では、貧血検査、肝機能検査、血中脂
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質検査（総コレステロール、トリグリセライ

ド）および心電図検査が追加された。平成

10（1998）年には、血中脂質検査の中に HDL

コレステロールが追加され、血糖検査につ

いても追加された。平成 19（2007）年には、

腹囲が追加され、血中脂質検査のうち総コ

レステロールが LDL コレステロールに変更

された 8。（図３） 

直近の改正の議論は、平成 28（2016）年

に開催された「労働安全衛生法に基づく定

期健康診断等のあり方に関する検討会」で

ある。同検討会では、特定健康診査の健診項

目との整合性を意識するとともに、一般定

期健康診断の主要目的として脳・心臓疾患

の発症の防止を上げて、虚血性心疾患、脳血

管疾患等の発症防止の観点から健診項目の

必要性を検討している 9。結果として、一般

定期健康診断の項目変更は行われなかった

が、その検討を踏まえ、平成 29 年８月４日

基発 0804第４号「定期健康診断等における

診断項目の取扱い等について」で、それまで

平成 10年 12月 15日付け基発第 697号「一

般健康診断における血糖検査の取扱いにつ

いて」で血糖検査の代わりに行えることが

規定されていたヘモグロビン A1c 検査につ

いて、血糖検査が必須項目となり、ヘモグロ

ビン A1c 検査は、医師が必要と認めた場合

には同一検体を利用して実施することが望

ましい検査項目とされた。また検討会で議

論があった血清クレアチニン検査について

も、同様の位置づけになっている。  

【課題】 

 日本においては、すべての労働者に対し

て法令で詳細な項目を規定した一般健康診

断を行っている半面、特定の作業に必要な

健康上の適性を明確にして実施する職務適

性評価のための健康診断が限られている以

上、本来、一般定期健康診断の目的は、想定

される多くの業務に対する職務適性の評価

である。したがって、それに見合った健診項

目とすべきであり、特定健康診査が目的と

するような脳・心臓疾患の発症リスクに関

連する項目に限定すべきではない。産業医

学を専門とする医師に、健康診断費用を固

定した場合にどのような検査項目を実施す

べきかを質問した、健診項目の優先順位に

関する Ito et al.の論文では、現行の健康

診断項目は妥当との評価が得られたが、腎

機能検査の血清クレアチニンと２ヵ月程度

の血糖の状況を反映するヘモグロビン A1c

については健康管理上重要として追加を検

討する必要性を示唆した結果となっている

10。 

しかし、どのように検査項目を追加した

として臨床検査のみで評価することには限

界がある。そこで、法定項目の既往歴の聴取

を重視することが考えられるが、聴取すべ

き既往歴の内容については具体的な指針が

存在しない。さらには、多くの健康診断は事

業場の実情を理解していない医師および健

診機関で行われていること、法定健診の結

果は事業者が知ることができる個人情報で

あることを前提とすれば、不用意な聴取は

労働者のプライバシーが脅かされるなどの

倫理上の課題が存在する。 

今後、通達で示された望ましい健康診断

の位置づけを整理するとともに、事業場の

実情を知る産業医の裁量による健診項目や

問診内容の加除を可能とするとともに、そ

のための手続きや指針を明確にすべきと考

えられる。 
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５．一般健康診断における健診項目の省略 

【概要と趣旨】 

 労働安全衛生規則第 44条第 2項で、一部

の検査項目については、厚生労働大臣が定

める基準に基づき、医師が必要でないと認

めるときは、省略することができるとされ

ている。これに関して、平成 29 年８月４日

基発 0804第４号「定期健康診断等における

診断項目の取扱い等について」にて、「省略

する場合の判断は、一律な省略でなく、経時

的な変化や自他覚症状を勘案するなどによ

り、個々の労働者ごとに医師が省略が可能

であると認める場合においてのみ可能であ

ること」が明確にされた。この通達により、

これまで多くの事業場で実施されていたよ

うに、年齢区分で一律に一部の健診項目を

省略することができないことが確認された。

本来、産業医が前回の健診結果を事前に確

認するとともに、当日の症状等を聞き取っ

て健診項目の省略を決めることが妥当と考

えられる。 

 

労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める基準 

(平成十年六月二十四日) 

(労働省告示第八十八号) 

労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める基準 

次の表の上欄に掲げる健康診断の項目につ

いては、それぞれ同表の下欄に掲げる者に

ついて医師が必要でないと認めるときは、

省略することができる。 

項目 省略することのできる者 

身長の検
査 

二十歳以上の者 

腹囲の検 一 四十歳未満の者(三十五

査 

 

歳の者を除く。) 

二 妊娠中の女性その他の者
であって、その腹囲が内臓脂
肪の蓄積を反映していないと
診断されたもの 

三 BMI(次の算式により算出
した値をいう。以下同じ。)が
二十未満である者 

BMI＝体重(kg)／身長(m)2 

四 自ら腹囲を測定し、その
値を申告した者(BMI が二十
二未満である者に限る。) 

胸部エッ
クス線検
査 

 

四十歳未満の者(二十歳、二十
五歳、三十歳及び三十五歳の
者を除く。)で、次のいずれに
も該当しないもの 

一 感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する
法律施行令(平成十年政令第
四百二十号)第十二条第一項
第一号に掲げる者 

二 じん肺法(昭和三十五年
法律第三十号)第八条第一項
第一号又は第三号に掲げる者 

喀痰かく
たん 検査 

 

一 胸部エックス線検査によ
って病変の発見されない者 

二 胸部エックス線検査によ
って結核発病のおそれがない
と診断された者 

三 胸部エックス線検査の項
の下欄に掲げる者 

貧血検査、
肝機能検
査、血中脂
質検査、血
糖検査及

四十歳未満の者(三十五歳の
者を除く。) 
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び心電図
検査 

 

【課題】 

平成 26 年(2014 年)度に全国労働衛生団

体連合加盟機関が行った職域健康診断が約

3100 万件に及ぶことからもわかるように、

多くの健康診断が健診機関や医療機関に外

注されている現状があり 11、当日の症状等

を聞き取って健診項目の省略を決めるとい

った対応は困難である。そのため、すべての

労働者について省略をしない健診項目を実

施する対応が多くの事業場でなされるよう

になっていると考えられる。しかしそれで

は、健康管理全体の費用負担の優先順位が、

本来の在り方とずれてしまうことも発生す

る。したがって、医師の判断による適切な省

略の在り方について、産業医等の専門家で

検討したうえで、何らかのコンセンサスに

基づく対応を実施すべきと考えられる。 

 

６．関連する健康診断 

【概要と趣旨】 

 労働安全衛生法に基づく一般健康診断と

関連する健康診断に労災保険二次健康診断

がある。「一次健康診断において、血圧検査、

血液検査その他業務上の事由による脳血管

疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の

状態に関する検査であつて、厚生労働省令

で定めるものが行われた場合において、当

該検査を受けた労働者がそのいずれの項目

にも異常の所見があると診断されたとき」

が対象となるとされている。具体的には、

(1) 血圧検査、(2) 血中脂質検査、(3) 血

糖検査、(4) 腹囲の検査又は BMI(肥満度)

の測定のすべての検査項目において、「異常

の所見」があると診断された場合である。た

だし、安衛法第 13条第 1項に基づき事業場

に選任されている産業医(産業医が選任さ

れていない事業場については、地域産業保

健センターの医師等)等が診断を受けた労

働者の就業環境等を総合的に勘案し、異常

の所見が認められると診断した場合には、

産業医等の意見を優先して、異常の所見が

あるとみなされることになっている。 

労働者災害補償保険法  

第二十六条 二次健康診断等給付は、労働

安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）

第六十六条第一項の規定による健康診断又

は当該健康診断に係る同条第五項ただし書

の規定による健康診断のうち、直近のもの

（以下この項において「一次健康診断」とい

う。）において、血圧検査、血液検査その他

業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾

患の発生にかかわる身体の状態に関する検

査であつて、厚生労働省令で定めるものが

行われた場合において、当該検査を受けた

労働者がそのいずれの項目にも異常の所見

があると診断されたときに、当該労働者（当

該一次健康診断の結果その他の事情により

既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有す

ると認められるものを除く。）に対し、その

請求に基づいて行う。 

２ 二次健康診断等給付の範囲は、次のと

おりとする。 

一 脳血管及び心臓の状態を把握するため

に必要な検査（前項に規定する検査を除

く。）であつて厚生労働省令で定めるものを

行う医師による健康診断（一年度につき一

回に限る。以下この節において「二次健康診

断」という。） 

二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管
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５．一般健康診断における健診項目の省略 

【概要と趣旨】 

 労働安全衛生規則第 44条第 2項で、一部

の検査項目については、厚生労働大臣が定

める基準に基づき、医師が必要でないと認

めるときは、省略することができるとされ

ている。これに関して、平成 29年８月４日

基発 0804第４号「定期健康診断等における

診断項目の取扱い等について」にて、「省略

する場合の判断は、一律な省略でなく、経時

的な変化や自他覚症状を勘案するなどによ

り、個々の労働者ごとに医師が省略が可能

であると認める場合においてのみ可能であ

ること」が明確にされた。この通達により、

これまで多くの事業場で実施されていたよ

うに、年齢区分で一律に一部の健診項目を

省略することができないことが確認された。

本来、産業医が前回の健診結果を事前に確

認するとともに、当日の症状等を聞き取っ

て健診項目の省略を決めることが妥当と考

えられる。 

 

労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める基準 

(平成十年六月二十四日) 

(労働省告示第八十八号) 

労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める基準 

次の表の上欄に掲げる健康診断の項目につ

いては、それぞれ同表の下欄に掲げる者に

ついて医師が必要でないと認めるときは、

省略することができる。 

項目 省略することのできる者 

身長の検
査 

二十歳以上の者 

腹囲の検 一 四十歳未満の者(三十五

査 

 

歳の者を除く。) 

二 妊娠中の女性その他の者
であって、その腹囲が内臓脂
肪の蓄積を反映していないと
診断されたもの 

三 BMI(次の算式により算出
した値をいう。以下同じ。)が
二十未満である者 

BMI＝体重(kg)／身長(m)2 

四 自ら腹囲を測定し、その
値を申告した者(BMI が二十
二未満である者に限る。) 

胸部エッ
クス線検
査 

 

四十歳未満の者(二十歳、二十
五歳、三十歳及び三十五歳の
者を除く。)で、次のいずれに
も該当しないもの 

一 感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する
法律施行令(平成十年政令第
四百二十号)第十二条第一項
第一号に掲げる者 

二 じん肺法(昭和三十五年
法律第三十号)第八条第一項
第一号又は第三号に掲げる者 

喀痰かく
たん 検査 

 

一 胸部エックス線検査によ
って病変の発見されない者 

二 胸部エックス線検査によ
って結核発病のおそれがない
と診断された者 

三 胸部エックス線検査の項
の下欄に掲げる者 

貧血検査、
肝機能検
査、血中脂
質検査、血
糖検査及

四十歳未満の者(三十五歳の
者を除く。) 
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び心電図
検査 

 

【課題】 

平成 26 年(2014 年)度に全国労働衛生団

体連合加盟機関が行った職域健康診断が約

3100 万件に及ぶことからもわかるように、

多くの健康診断が健診機関や医療機関に外

注されている現状があり 11、当日の症状等

を聞き取って健診項目の省略を決めるとい

った対応は困難である。そのため、すべての

労働者について省略をしない健診項目を実

施する対応が多くの事業場でなされるよう

になっていると考えられる。しかしそれで

は、健康管理全体の費用負担の優先順位が、

本来の在り方とずれてしまうことも発生す

る。したがって、医師の判断による適切な省

略の在り方について、産業医等の専門家で

検討したうえで、何らかのコンセンサスに

基づく対応を実施すべきと考えられる。 

 

６．関連する健康診断 

【概要と趣旨】 

 労働安全衛生法に基づく一般健康診断と

関連する健康診断に労災保険二次健康診断

がある。「一次健康診断において、血圧検査、

血液検査その他業務上の事由による脳血管

疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の

状態に関する検査であつて、厚生労働省令

で定めるものが行われた場合において、当

該検査を受けた労働者がそのいずれの項目

にも異常の所見があると診断されたとき」

が対象となるとされている。具体的には、

(1) 血圧検査、(2) 血中脂質検査、(3) 血

糖検査、(4) 腹囲の検査又は BMI(肥満度)

の測定のすべての検査項目において、「異常

の所見」があると診断された場合である。た

だし、安衛法第 13条第 1項に基づき事業場

に選任されている産業医(産業医が選任さ

れていない事業場については、地域産業保

健センターの医師等)等が診断を受けた労

働者の就業環境等を総合的に勘案し、異常

の所見が認められると診断した場合には、

産業医等の意見を優先して、異常の所見が

あるとみなされることになっている。 

労働者災害補償保険法  

第二十六条 二次健康診断等給付は、労働

安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）

第六十六条第一項の規定による健康診断又

は当該健康診断に係る同条第五項ただし書

の規定による健康診断のうち、直近のもの

（以下この項において「一次健康診断」とい

う。）において、血圧検査、血液検査その他

業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾

患の発生にかかわる身体の状態に関する検

査であつて、厚生労働省令で定めるものが

行われた場合において、当該検査を受けた

労働者がそのいずれの項目にも異常の所見

があると診断されたときに、当該労働者（当

該一次健康診断の結果その他の事情により

既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有す

ると認められるものを除く。）に対し、その

請求に基づいて行う。 

２ 二次健康診断等給付の範囲は、次のと

おりとする。 

一 脳血管及び心臓の状態を把握するため

に必要な検査（前項に規定する検査を除

く。）であつて厚生労働省令で定めるものを

行う医師による健康診断（一年度につき一

回に限る。以下この節において「二次健康診

断」という。） 

二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管
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疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るた

め、面接により行われる医師又は保健師に

よる保健指導（二次健康診断ごとに一回に

限る。次項において「特定保健指導」とい

う。） 

３ 政府は、二次健康診断の結果その他の

事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の

症状を有すると認められる労働者について

は、当該二次健康診断に係る特定保健指導

を行わないものとする。 

 

第二十七条 二次健康診断を受けた労働者

から当該二次健康診断の実施の日から三箇

月を超えない期間で厚生労働省令で定める

期間内に当該二次健康診断の結果を証明す

る書面の提出を受けた事業者（労働安全衛

生法第二条第三号に規定する事業者をい

う。）に対する同法第六十六条の四の規定の

適用については、同条中「健康診断の結果

（当該健康診断」とあるのは、「健康診断及

び労働者災害補償保険法第二十六条第二項

第一号に規定する二次健康診断の結果（こ

れらの健康診断」とする。 

 

第二十八条 この節に定めるもののほか、

二次健康診断等給付について必要な事項

は、厚生労働省令で定める。 

  

労働者災害補償保険法施行規則  

第十八条の十六 法第二十六条第一項の厚

生労働省令で定める検査は、次のとおりと

する。 

一 血圧の測定 

二 低比重リポ蛋たん白コレステロール

（ＬＤＬコレステロール）、高比重リポ蛋た

ん白コレステロール（ＨＤＬコレステロー

ル）又は血清トリグリセライドの量の検査 

三 血糖検査 

四 腹囲の検査又はＢＭＩ（次の算式によ

り算出した値をいう。）の測定 

ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）／身長（ｍ）２ 

２ 法第二十六条第二項第一号の厚生労働

省令で定める検査は、次のとおりとする。 

一 空腹時の低比重リポ蛋たん白コレステ

ロール（ＬＤＬコレステロール）、高比重リ

ポ蛋たん白コレステロール（ＨＤＬコレス

テロール）及び血清トリグリセライドの量

の検査 

二 空腹時の血中グルコースの量の検査 

三 ヘモグロビンＡ一ｃ検査（一次健康診

断（法第二十六条第一項に規定する一次健

康診断をいう。以下同じ。）において当該検

査を行つた場合を除く。） 

四 負荷心電図検査又は胸部超音波検査 

五  頸けい部超音波検査 

六 微量アルブミン尿検査（一次健康診断

における尿中の蛋たん白の有無の検査にお

いて疑陽性（±）又は弱陽性（＋）の所見が

あると診断された場合に限る。） 

 

二次健康診断の結果の提出：労災保険法施

行令第十八条の十七  

二次健康診断の結果についての医師からの

意見聴取：労災保険法施行令第十八条の十

八  

二次健康診断等給付の請求：労災保険法施

行令第十八条の十九 

 

Ⅱ．特殊健康診断の実施 

１．特殊健康診断の実施 

【概要と趣旨】 

前述のように特殊健康診断は、使用者の

分担研究報告書（森 晃爾） 

 

特別健康管理義務と関連する健康診断であ

り、職場に存在する特別の健康障害要因に

起因する疾病、すなわち職業病を防止する

ために、特定の有害要因へのばく露に対し

て標的臓器または健康影響に関する健康診

断を行い、労働者個人ごとにばく露による

健康障害発生リスクの評価と健康障害の早

期発見を行う。 

 法定の特殊健康診断は、労働安全衛生法

66条第 2項の規定に基づき実施される医師

による特殊健康診断と同条第３項による歯

科医師による特殊健康診断がある。医師に

よる特殊健康診断の対象業務は、労働安全

衛生法施行令で列挙されている。 

安衛法第六十六条第二項 

事業者は有害な業務で、政令で定めるも

のに従事する労働者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、医師による特別の

項目についての健康診断を行なわなければ

ならない。有害な業務で、政令で定めるもの

に従事させたことのある労働者で、現に使

用しているものについても、同様とする。 

 

安衛法第六十六条第三項 

事業者は、有害な業務で、政令で定めるも

のに従事する労働者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、歯科医師による健

康診断を行なわなければならない。 

 

安衛法施行令第二十二条  法第六十六条第

二項前段の政令で定める有害な業務は、次

のとおりとする。 

  一  第六条第一号に掲げる作業に係る業

務及び第二十条第九号に掲げる業務 

  二  別表第二に掲げる放射線業務 

  三  別表第三第一号若しくは第二号に掲

げる特定化学物質（略）を製造し、若しくは

取り扱う業務（略）、第十六条第一項各号に

掲げる物（略）を試験研究のため製造し、若

しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若

しくは試験研究のための製造若しくは石綿

分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを

発散する場所における業務 

  四  別表第四に掲げる鉛業務（遠隔操作

によつて行う隔離室におけるものを除く。） 

  五  別表第五に掲げる四アルキル鉛等業

務（遠隔操作によつて行う隔離室における

ものを除く。） 

  六  屋内作業場又はタンク、船倉若しく

は坑の内部その他の厚生労働省令で定める

場所において別表第六の二に掲げる有機溶

剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働

省令で定めるもの 

２  法第六十六条第二項後段の政令で定め

る有害な業務は、次の物を製造し、若しくは

取り扱う業務（略）又は石綿等の製造若しく

は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場

所における業務とする。 

  一  ベンジジン及びその塩 

  一の二  ビス（クロロメチル）エーテル 

  二  ベータ－ナフチルアミン及びその塩 

  三  ジクロルベンジジン及びその塩 

  四  アルフア－ナフチルアミン及びその

塩 

  五  オルト－トリジン及びその塩 

  六  ジアニシジン及びその塩 

  七  ベリリウム及びその化合物 

  八  ベンゾトリクロリド 

 九 インジウム化合物 

 九の二 エチルベンゼン 

  九の三  エチレンイミン 

  十  塩化ビニル 
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疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るた

め、面接により行われる医師又は保健師に

よる保健指導（二次健康診断ごとに一回に

限る。次項において「特定保健指導」とい

う。） 

３ 政府は、二次健康診断の結果その他の

事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の

症状を有すると認められる労働者について

は、当該二次健康診断に係る特定保健指導

を行わないものとする。 

 

第二十七条 二次健康診断を受けた労働者

から当該二次健康診断の実施の日から三箇

月を超えない期間で厚生労働省令で定める

期間内に当該二次健康診断の結果を証明す

る書面の提出を受けた事業者（労働安全衛

生法第二条第三号に規定する事業者をい

う。）に対する同法第六十六条の四の規定の

適用については、同条中「健康診断の結果

（当該健康診断」とあるのは、「健康診断及

び労働者災害補償保険法第二十六条第二項

第一号に規定する二次健康診断の結果（こ

れらの健康診断」とする。 

 

第二十八条 この節に定めるもののほか、

二次健康診断等給付について必要な事項

は、厚生労働省令で定める。 

  

労働者災害補償保険法施行規則  

第十八条の十六 法第二十六条第一項の厚

生労働省令で定める検査は、次のとおりと

する。 

一 血圧の測定 

二 低比重リポ蛋たん白コレステロール

（ＬＤＬコレステロール）、高比重リポ蛋た

ん白コレステロール（ＨＤＬコレステロー

ル）又は血清トリグリセライドの量の検査 

三 血糖検査 

四 腹囲の検査又はＢＭＩ（次の算式によ

り算出した値をいう。）の測定 

ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）／身長（ｍ）２ 

２ 法第二十六条第二項第一号の厚生労働

省令で定める検査は、次のとおりとする。 

一 空腹時の低比重リポ蛋たん白コレステ

ロール（ＬＤＬコレステロール）、高比重リ

ポ蛋たん白コレステロール（ＨＤＬコレス

テロール）及び血清トリグリセライドの量

の検査 

二 空腹時の血中グルコースの量の検査 

三 ヘモグロビンＡ一ｃ検査（一次健康診

断（法第二十六条第一項に規定する一次健

康診断をいう。以下同じ。）において当該検

査を行つた場合を除く。） 

四 負荷心電図検査又は胸部超音波検査 

五  頸けい部超音波検査 

六 微量アルブミン尿検査（一次健康診断

における尿中の蛋たん白の有無の検査にお

いて疑陽性（±）又は弱陽性（＋）の所見が

あると診断された場合に限る。） 

 

二次健康診断の結果の提出：労災保険法施

行令第十八条の十七  

二次健康診断の結果についての医師からの

意見聴取：労災保険法施行令第十八条の十

八  

二次健康診断等給付の請求：労災保険法施

行令第十八条の十九 

 

Ⅱ．特殊健康診断の実施 

１．特殊健康診断の実施 

【概要と趣旨】 

前述のように特殊健康診断は、使用者の

分担研究報告書（森 晃爾） 

 

特別健康管理義務と関連する健康診断であ

り、職場に存在する特別の健康障害要因に

起因する疾病、すなわち職業病を防止する

ために、特定の有害要因へのばく露に対し

て標的臓器または健康影響に関する健康診

断を行い、労働者個人ごとにばく露による

健康障害発生リスクの評価と健康障害の早

期発見を行う。 

 法定の特殊健康診断は、労働安全衛生法

66条第 2項の規定に基づき実施される医師

による特殊健康診断と同条第３項による歯

科医師による特殊健康診断がある。医師に

よる特殊健康診断の対象業務は、労働安全

衛生法施行令で列挙されている。 

安衛法第六十六条第二項 

事業者は有害な業務で、政令で定めるも

のに従事する労働者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、医師による特別の

項目についての健康診断を行なわなければ

ならない。有害な業務で、政令で定めるもの

に従事させたことのある労働者で、現に使

用しているものについても、同様とする。 

 

安衛法第六十六条第三項 

事業者は、有害な業務で、政令で定めるも

のに従事する労働者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、歯科医師による健

康診断を行なわなければならない。 

 

安衛法施行令第二十二条  法第六十六条第

二項前段の政令で定める有害な業務は、次

のとおりとする。 

  一  第六条第一号に掲げる作業に係る業

務及び第二十条第九号に掲げる業務 

  二  別表第二に掲げる放射線業務 

  三  別表第三第一号若しくは第二号に掲

げる特定化学物質（略）を製造し、若しくは

取り扱う業務（略）、第十六条第一項各号に

掲げる物（略）を試験研究のため製造し、若

しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若

しくは試験研究のための製造若しくは石綿

分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを

発散する場所における業務 

  四  別表第四に掲げる鉛業務（遠隔操作

によつて行う隔離室におけるものを除く。） 

  五  別表第五に掲げる四アルキル鉛等業

務（遠隔操作によつて行う隔離室における

ものを除く。） 

  六  屋内作業場又はタンク、船倉若しく

は坑の内部その他の厚生労働省令で定める

場所において別表第六の二に掲げる有機溶

剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働

省令で定めるもの 

２  法第六十六条第二項後段の政令で定め

る有害な業務は、次の物を製造し、若しくは

取り扱う業務（略）又は石綿等の製造若しく

は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場

所における業務とする。 

  一  ベンジジン及びその塩 

  一の二  ビス（クロロメチル）エーテル 

  二  ベータ－ナフチルアミン及びその塩 

  三  ジクロルベンジジン及びその塩 

  四  アルフア－ナフチルアミン及びその

塩 

  五  オルト－トリジン及びその塩 

  六  ジアニシジン及びその塩 

  七  ベリリウム及びその化合物 

  八  ベンゾトリクロリド 

 九 インジウム化合物 

 九の二 エチルベンゼン 

  九の三  エチレンイミン 

  十  塩化ビニル 

－1639－
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  十一  オーラミン 

 十一の二 オルト－トルイジン 

  十二  クロム酸及びその塩 

  十三  クロロメチルメチルエーテル 

 十三の二 コバルト及び無機化合物 

  十四  コールタール 

 十四の二 酸化プロピレン 

 十四の三 三酸化二アンチモン 

  十五  三・三′－ジクロロ－四・四′－

ジアミノジフエニルメタン 

 十五の二 一・二－ジクロロプロパン 

 十五の三 ジクロロメタン（別名二塩化

メチレン） 

 十五の四 ジメチル－ニ・ニ－ジクロロ

ビニルホスフェイト（別名 DDVP） 

 十五の五 一・一－ジメチルヒドラジン  

  十六  重クロム酸及びその塩 

  十六の二 ナフタレン 

 十七 ニツケル化合物（次号に掲げる物

を除き、粉状の物に限る。） 

  十八  ニツケルカルボニル 

  十九  パラ－ジメチルアミノアゾベンゼ

ン 

 十九の二 砒(ひ)素及びその化合物（ア

ルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。） 

  二十  ベータ－プロピオラクトン 

  二十一  ベンゼン 

  二十二  マゼンタ 

 二十二の二 リフラクトリーセラミック

ファイバー  

  二十三  第一号から第七号までに掲げる

物をその重量の一パーセントを超えて含有

し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・

五パーセントを超えて含有する製剤その他

の物（合金にあつては、ベリリウムをその重

量の三パーセントを超えて含有するものに

限る。） 

  二十四  第九号から第二十二号の二まで

に掲げる物を含有する製剤その他の物で、

厚生労働省令で定めるもの 

  

また、歯科医師による健康診断については、

労働安全衛生法施行令および労働安全衛生

規則で規定を設けている。 

 

安衛法施行令第二十二条第三項 

 法第六十六条第三項の政令で定める有害

な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふ

つ)化水素、黄りんその他歯又はその支持組

織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発

散する場所における業務とする。 

 

安衛則第四十八条    

事業者は、令第二十二条第三項の業務に

常時従事する労働者に対し、その雇入れの

際、当該業務への配置替えの際及び当該業

務についた後六月以内ごとに一回、定期に、

歯科医師による健康診断を行なわなければ

ならない。 

 そのうえで、高気圧作業安全規則、電離放

射線障害防止規則、東日本大震災により生

じた放射性物質により汚染された土壌等を

除染するための業務等に係る電離放射線障

害防止規則（除染電離則）、特定化学物質障

害予防規則、石綿障害予防規則、鉛中毒予防

規則、四アルキル鉛中毒予防規則、有機溶剤

中毒予防規則で、詳細を規定している。ま

た、労働安全衛生法とは独立しているが、同

様の趣旨の健康診断として、じん肺法によ

る健康診断がある。 

高気圧作業安全規則 高圧則第三十八条 

電離放射線障害防止規則 電離則第五十六
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条 

除染電離則 第二十条 

特定化学物質障害予防規則 第三十九条 

石綿障害予防規則 石綿則第四十条 

四アルキル鉛中毒予防規則 四アルキル鉛

則第二十二条 

有機溶剤中毒予防規則 有機則第二十九条 

 それぞれの省令の規定には、健康診断の

結果、健康診断の結果についての医師から

の意見聴取、健康診断の結果の通知、健康診

断結果報告等の規定に加えて、労働者が汚

染された場合の緊急診断が規定されている。 

 

２．特殊健康診断の対象者 

【概要と趣旨】 

特殊健康診断には、ばく露測定を含む健

康障害リスクの評価では見逃されるような

健康障害の発生についても早期発見する目

的があるのであれば、作業環境測定の結果

が良いからと言って特殊健康診断の実施を

除外することには無理がある。その点、有機

則第二条の「適用の除外」の規定からは第二

十九条を外した上で、別途、特殊健康診断の

特例の条文を設けて、労働基準監督署長の

認定を受ける等の措置を求めることを前提

に特例を認めることで、安全性が担保され

ている。すなわち、使用量が少なくても特殊

健康診断は実施することになる。 

（健康診断の特例） 

有機則第三十一条 

  事業者は、第二十九条第二項、第三項又は

第五項の健康診断を三年以上行い、その間、

当該健康診断の結果、新たに有機溶剤によ

る異常所見があると認められる労働者が発

見されなかつたときは、所轄労働基準監督

署長の許可を受けて、その後における第二

十九条第二項、第三項又は第五項の健康診

断、第三十条の有機溶剤等健康診断個人票

の作成及び保存並びに第三十条の二の医師

からの意見聴取を行わないことができる。 

２  前項の許可を受けようとする事業者

は、有機溶剤等健康診断特例許可申請書（様

式第四号）に申請に係る有機溶剤業務に関

する次の書類を添えて、所轄労働基準監督

署長に提出しなければならない。 

一  作業場の見取図 

二  作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸

気の発散を防止する設備が設けられている

ときは、当該設備等を示す図面及びその性

能を記載した書面 

三  当該有機溶剤業務に従事する労働者に

ついて申請前三年間に行つた第二十九条第

二項、第三項又は第五項の健康診断の結果

を証明する書面 

３  所轄労働基準監督署長は、前項の申請

書の提出を受けた場合において、第一項の

許可をし、又はしないことを決定したとき

は、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者

に通知しなければならない。 

４  第一項の許可を受けた事業者は、第二

項の申請書及び書類に記載された事項に変

更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その

旨を所轄労働基準監督署長に報告しなけれ

ばならない。 

５  所轄労働基準監督署長は、前項の規定

による報告を受けた場合及び事業場を臨検

した場合において、第一項の許可に係る有

機溶剤業務に従事する労働者について新た

に有機溶剤による異常所見を生ずるおそれ

があると認めたときは、遅滞なく、当該許可

を取り消すものとする。 

特殊健康診断の対象は、労働安全衛生法
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  十一  オーラミン 

 十一の二 オルト－トルイジン 

  十二  クロム酸及びその塩 

  十三  クロロメチルメチルエーテル 

 十三の二 コバルト及び無機化合物 

  十四  コールタール 

 十四の二 酸化プロピレン 

 十四の三 三酸化二アンチモン 

  十五  三・三′－ジクロロ－四・四′－

ジアミノジフエニルメタン 

 十五の二 一・二－ジクロロプロパン 

 十五の三 ジクロロメタン（別名二塩化

メチレン） 

 十五の四 ジメチル－ニ・ニ－ジクロロ

ビニルホスフェイト（別名 DDVP） 

 十五の五 一・一－ジメチルヒドラジン  

  十六  重クロム酸及びその塩 

  十六の二 ナフタレン 

 十七 ニツケル化合物（次号に掲げる物

を除き、粉状の物に限る。） 

  十八  ニツケルカルボニル 

  十九  パラ－ジメチルアミノアゾベンゼ

ン 

 十九の二 砒(ひ)素及びその化合物（ア

ルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。） 

  二十  ベータ－プロピオラクトン 

  二十一  ベンゼン 

  二十二  マゼンタ 

 二十二の二 リフラクトリーセラミック

ファイバー  

  二十三  第一号から第七号までに掲げる

物をその重量の一パーセントを超えて含有

し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・

五パーセントを超えて含有する製剤その他

の物（合金にあつては、ベリリウムをその重

量の三パーセントを超えて含有するものに

限る。） 

  二十四  第九号から第二十二号の二まで

に掲げる物を含有する製剤その他の物で、

厚生労働省令で定めるもの 

  

また、歯科医師による健康診断については、

労働安全衛生法施行令および労働安全衛生

規則で規定を設けている。 

 

安衛法施行令第二十二条第三項 

 法第六十六条第三項の政令で定める有害

な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふ

つ)化水素、黄りんその他歯又はその支持組

織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発

散する場所における業務とする。 

 

安衛則第四十八条    

事業者は、令第二十二条第三項の業務に

常時従事する労働者に対し、その雇入れの

際、当該業務への配置替えの際及び当該業

務についた後六月以内ごとに一回、定期に、

歯科医師による健康診断を行なわなければ

ならない。 

 そのうえで、高気圧作業安全規則、電離放

射線障害防止規則、東日本大震災により生

じた放射性物質により汚染された土壌等を

除染するための業務等に係る電離放射線障

害防止規則（除染電離則）、特定化学物質障

害予防規則、石綿障害予防規則、鉛中毒予防

規則、四アルキル鉛中毒予防規則、有機溶剤

中毒予防規則で、詳細を規定している。ま

た、労働安全衛生法とは独立しているが、同

様の趣旨の健康診断として、じん肺法によ

る健康診断がある。 

高気圧作業安全規則 高圧則第三十八条 

電離放射線障害防止規則 電離則第五十六
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条 

除染電離則 第二十条 

特定化学物質障害予防規則 第三十九条 

石綿障害予防規則 石綿則第四十条 

四アルキル鉛中毒予防規則 四アルキル鉛

則第二十二条 

有機溶剤中毒予防規則 有機則第二十九条 

 それぞれの省令の規定には、健康診断の

結果、健康診断の結果についての医師から

の意見聴取、健康診断の結果の通知、健康診

断結果報告等の規定に加えて、労働者が汚

染された場合の緊急診断が規定されている。 

 

２．特殊健康診断の対象者 

【概要と趣旨】 

特殊健康診断には、ばく露測定を含む健

康障害リスクの評価では見逃されるような

健康障害の発生についても早期発見する目

的があるのであれば、作業環境測定の結果

が良いからと言って特殊健康診断の実施を

除外することには無理がある。その点、有機

則第二条の「適用の除外」の規定からは第二

十九条を外した上で、別途、特殊健康診断の

特例の条文を設けて、労働基準監督署長の

認定を受ける等の措置を求めることを前提

に特例を認めることで、安全性が担保され

ている。すなわち、使用量が少なくても特殊

健康診断は実施することになる。 

（健康診断の特例） 

有機則第三十一条 

  事業者は、第二十九条第二項、第三項又は

第五項の健康診断を三年以上行い、その間、

当該健康診断の結果、新たに有機溶剤によ

る異常所見があると認められる労働者が発

見されなかつたときは、所轄労働基準監督

署長の許可を受けて、その後における第二

十九条第二項、第三項又は第五項の健康診

断、第三十条の有機溶剤等健康診断個人票

の作成及び保存並びに第三十条の二の医師

からの意見聴取を行わないことができる。 

２  前項の許可を受けようとする事業者

は、有機溶剤等健康診断特例許可申請書（様

式第四号）に申請に係る有機溶剤業務に関

する次の書類を添えて、所轄労働基準監督

署長に提出しなければならない。 

一  作業場の見取図 

二  作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸

気の発散を防止する設備が設けられている

ときは、当該設備等を示す図面及びその性

能を記載した書面 

三  当該有機溶剤業務に従事する労働者に

ついて申請前三年間に行つた第二十九条第

二項、第三項又は第五項の健康診断の結果

を証明する書面 

３  所轄労働基準監督署長は、前項の申請

書の提出を受けた場合において、第一項の

許可をし、又はしないことを決定したとき

は、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者

に通知しなければならない。 

４  第一項の許可を受けた事業者は、第二

項の申請書及び書類に記載された事項に変

更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その

旨を所轄労働基準監督署長に報告しなけれ

ばならない。 

５  所轄労働基準監督署長は、前項の規定

による報告を受けた場合及び事業場を臨検

した場合において、第一項の許可に係る有

機溶剤業務に従事する労働者について新た

に有機溶剤による異常所見を生ずるおそれ

があると認めたときは、遅滞なく、当該許可

を取り消すものとする。 

特殊健康診断の対象は、労働安全衛生法
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施行令で定められた業務に常時従事する労

働者となっている。 

【課題】 

「常時従事する労働者」とは、「継続して

当該業務に従事する労働者」のほか、 「一

定期間ごとに継続的に行われる業務であっ

てもそれが定期的に反復される場合には該

当する」とされているが 12、ここでいう一定

期間が明確とは言えない。しかし、慢性ばく

露を前提とした健康障害を前提とした特殊

健康診断の場合、頻度が限られている状態

では、その意義はほとんどないと考えられ

る。ここでいう常時従事について、科学的知

見と照らし合わせた一定のルールが定めら

れるべきと考えられる。 

 

３．特殊健康診断の対象業務・要因 

【概要と趣旨】 

特殊健康診断の対象業務および対象要因

については、法令で詳細に規定されている。

また、そのような法令に基づく健診以外に、

法令上の位置付けは必ずしも明確ではない

が、関連する通達に基づき行政指導として

勧奨されているものがある。そのうち、ＶＤ

Ｔ作業については、元なるガイドラインが

廃止となり、新たに「情報機器作業における

労働衛生のためのガイドラインについて」

（令和元年７月 12日付け基発 0712第３号）

が出されたが、当分の間、「業務の種別」と

して、「ＶＤＴ作業」を使用して報告するこ

とになっている。また、自主的に行う特殊健

康診断も含め、労働者への受診の義務付け

を法定の特殊健康診断と同様に取り扱うこ

とは困難である。化学物質については法令

でリスクアセスメントが義務付けられるか、

努力義務とされている。本来、義務付けられ

た特殊健康診断に加えて、リスクに応じて

行う特殊健康診断の実施を事業者の努力義

務にするなど、その位置づけを明確にする

ことが望ましい。 

指導勧奨による特殊健康診断の対象有害要

因または作業 

紫外線・赤外線  

  昭和 31 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

騒音    

  平成４年 10月 1日付け基

発第 546号 

マンガン化合物（塩基性酸化マンガン）

  昭和 31 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

黄燐または燐の化合物  

   同上 

有機燐剤   

   同上 

亜硫酸ガス   

   同上 

二硫化炭素（有機溶剤以外） 

   同上 

ベンゼンのニトロアミド化合物 

   同上 

脂肪族の塩化または臭化化合物（有機則

の対象外） 同上 

砒素・砒素化合物（三酸化砒素以外）

   同上 

フェニル水銀化合物  

   同上 

アルキル水銀化合物（メチル基・アルキル

基以外） 同上 

クロルナフタリン  

   同上 

沃素    
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   同上 

米杉・ネズコ・リョウブ・ラワン

  昭和 45年 1月 7日付け基

発第 2号 

超音波接着機   

  昭和 46 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

メチレンジフェニルイソシアネート

  昭和 31 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

飼肥料（フェザーミル等）の製造

  昭和 45年 5月 8日付け基

発第 360号 

フェノチアジン系薬剤（クロルプロマジ

ン等） 昭和 45 年 12 月 12 日付け基発第

889号 

キーパンチャー  

  昭和 39 年 9 月 22 日付け

基発第 1106号 

都市ガス配管工事（一酸化炭素）

  昭和 40 年 12 月 8 日付け

基発第 223号 

地下駐車場（排気ガス） 

  昭和 46 年 3 月 18 日付け

基発第 223号 

チェーンソー使用  

  昭和 50年 10月 20日付け

基発第 610号 

振動工具（チェーンソー以外の取扱い）

  昭和 49 年 1 月 28 日付け

基発第 45号 

腰痛（重量物・介護等） 

  平成 6 年 9 月 6 日付け基

発第 547号 

金銭登録作業   

  昭和 48 年 3 月 30 日付け

基発第 188号 

引金付き工具の取扱い  

  昭和 50 年 2 月 19 日付け

基発第 94号 

情報機器作業   

  令和元年７月 12 日付け

基発 0712第３号 

レーザー光線   

  昭和 61 年 1 月 27 日付け

基発 39号 

※ 通達は、最新の改正分を記載 

 

 

 

【課題】 

事業場においては、化学物質の使用は単

剤ではなく、多くの場合には混合物質で用

いられている。そのような場合、裾切値を設

けて、それ以上の含有率（重量比）の場合に

は、当該物質に対する特殊健康診断の実施

が必要となる。しかし、揮発性の高い物質の

場合には、実際の気中濃度は重量比を反映

するものではないため、必要な特殊健康診

断が実施されない可能性がある。（図４） 

そもそも特殊健康診断の対象となってい

る物質は、極めて限られた物質である。しか

し、法令の規制は最低限を定めたものであ

り、規制されていない物質が安全であると

は言えない以上、法規制以外の物質であっ

ても、一定のばく露がある場合には適当な

方法で特殊健康診断の対象とすべきと考え

られる。また、自主的に行う特殊健康診断に

ついては、労働者への受診の義務付けを法

定の特殊健康診断と同様に取り扱うことは

困難である。化学物質については法令でリ

スクアセスメントが義務ないし努力義務と
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施行令で定められた業務に常時従事する労

働者となっている。 

【課題】 

「常時従事する労働者」とは、「継続して

当該業務に従事する労働者」のほか、 「一

定期間ごとに継続的に行われる業務であっ

てもそれが定期的に反復される場合には該

当する」とされているが 12、ここでいう一定

期間が明確とは言えない。しかし、慢性ばく

露を前提とした健康障害を前提とした特殊

健康診断の場合、頻度が限られている状態

では、その意義はほとんどないと考えられ

る。ここでいう常時従事について、科学的知

見と照らし合わせた一定のルールが定めら

れるべきと考えられる。 

 

３．特殊健康診断の対象業務・要因 

【概要と趣旨】 

特殊健康診断の対象業務および対象要因

については、法令で詳細に規定されている。

また、そのような法令に基づく健診以外に、

法令上の位置付けは必ずしも明確ではない

が、関連する通達に基づき行政指導として

勧奨されているものがある。そのうち、ＶＤ

Ｔ作業については、元なるガイドラインが

廃止となり、新たに「情報機器作業における

労働衛生のためのガイドラインについて」

（令和元年７月 12日付け基発 0712第３号）

が出されたが、当分の間、「業務の種別」と

して、「ＶＤＴ作業」を使用して報告するこ

とになっている。また、自主的に行う特殊健

康診断も含め、労働者への受診の義務付け

を法定の特殊健康診断と同様に取り扱うこ

とは困難である。化学物質については法令

でリスクアセスメントが義務付けられるか、

努力義務とされている。本来、義務付けられ

た特殊健康診断に加えて、リスクに応じて

行う特殊健康診断の実施を事業者の努力義

務にするなど、その位置づけを明確にする

ことが望ましい。 

指導勧奨による特殊健康診断の対象有害要

因または作業 

紫外線・赤外線  

  昭和 31 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

騒音    

  平成４年 10月 1日付け基

発第 546号 

マンガン化合物（塩基性酸化マンガン）

  昭和 31 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

黄燐または燐の化合物  

   同上 

有機燐剤   

   同上 

亜硫酸ガス   

   同上 

二硫化炭素（有機溶剤以外） 

   同上 

ベンゼンのニトロアミド化合物 

   同上 

脂肪族の塩化または臭化化合物（有機則

の対象外） 同上 

砒素・砒素化合物（三酸化砒素以外）

   同上 

フェニル水銀化合物  

   同上 

アルキル水銀化合物（メチル基・アルキル

基以外） 同上 

クロルナフタリン  

   同上 

沃素    
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   同上 

米杉・ネズコ・リョウブ・ラワン

  昭和 45年 1月 7日付け基

発第 2号 

超音波接着機   

  昭和 46 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

メチレンジフェニルイソシアネート

  昭和 31 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

飼肥料（フェザーミル等）の製造

  昭和 45年 5月 8日付け基

発第 360号 

フェノチアジン系薬剤（クロルプロマジ

ン等） 昭和 45 年 12 月 12 日付け基発第

889 号 

キーパンチャー  

  昭和 39 年 9 月 22 日付け

基発第 1106 号 

都市ガス配管工事（一酸化炭素）

  昭和 40 年 12 月 8 日付け

基発第 223号 

地下駐車場（排気ガス） 

  昭和 46 年 3 月 18 日付け

基発第 223号 

チェーンソー使用  

  昭和 50年 10月 20日付け

基発第 610号 

振動工具（チェーンソー以外の取扱い）

  昭和 49 年 1 月 28 日付け

基発第 45号 

腰痛（重量物・介護等） 

  平成 6 年 9 月 6 日付け基

発第 547号 

金銭登録作業   

  昭和 48 年 3 月 30 日付け

基発第 188号 

引金付き工具の取扱い  

  昭和 50 年 2 月 19 日付け

基発第 94号 

情報機器作業   

  令和元年７月 12 日付け

基発 0712第３号 

レーザー光線   

  昭和 61 年 1 月 27 日付け

基発 39号 

※ 通達は、最新の改正分を記載 

 

 

 

【課題】 

事業場においては、化学物質の使用は単

剤ではなく、多くの場合には混合物質で用

いられている。そのような場合、裾切値を設

けて、それ以上の含有率（重量比）の場合に

は、当該物質に対する特殊健康診断の実施

が必要となる。しかし、揮発性の高い物質の

場合には、実際の気中濃度は重量比を反映

するものではないため、必要な特殊健康診

断が実施されない可能性がある。（図４） 

そもそも特殊健康診断の対象となってい

る物質は、極めて限られた物質である。しか

し、法令の規制は最低限を定めたものであ

り、規制されていない物質が安全であると

は言えない以上、法規制以外の物質であっ

ても、一定のばく露がある場合には適当な

方法で特殊健康診断の対象とすべきと考え

られる。また、自主的に行う特殊健康診断に

ついては、労働者への受診の義務付けを法

定の特殊健康診断と同様に取り扱うことは

困難である。化学物質については法令でリ

スクアセスメントが義務ないし努力義務と
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されている。本来、義務付けられた特殊健康

診断に加えて、リスクに応じて行う特殊健

康診断の実施を事業者の努力義務にするな

ど、その位置づけを明確にすることが望ま

しい。 

（図５） 

 

４．特殊健康診断の項目 

【概要と趣旨】 

法定の特殊健康診断の項目は、1)業務の

経歴の調査、2)作業条件の簡易な調査、3)既

往歴の調査、4)自他覚症状の有無の検査を

基本として、さらに要因ごとに必要な検査

が決まっている。「作業条件の簡易な調査」

とは、前回の特殊健康診断以降の作業条件

の変化、環境中の当該物質の濃度に関する

情報、作業時間、ばく露の頻度、この物質の

蒸気などの発生源からの距離、呼吸用保護

具の使用状況などについて、健診を行う医

師が主にこの労働者から聴取するものであ

る。また、健診項目には、必ず実施すべき項

目と医師が必要と判断した場合に実施しな

ければならない項目に分けられる。（特定化

学物質障害予防規則では、一次健診、二次健

診という分類で表現されることが一般的で

ある。）この中で、要因ごとの検査には、バ

イオロジカルモニタリングと標的臓器の影

響を早期発見するための検査項目がある。

バイオロジカルモニタリングとは、健康障

害要因の中でも化学物質について、体内に

取り込まれた物質またはその代謝物の濃度

を、生体試料を用いて測定して、曝露量の推

定を行うための方法である。特殊健康診断

の目的は、「個々の労働者ごとの曝露の情報

を得ること」と「健康影響を早期に発見する

こと」であるが、バイオロジカルモニタリン

グは作業条件の簡易な調査とともに「個々

の労働者ごとの曝露の情報を得ること」の

ための項目である。 

 

これらの特殊健康診断の項目は、科学的

エビデンスをもとに設定されることが基本

となっている。しかし現行の特殊健康診断

の多くの項目は、各有害要因に関する省令

が制定された時期の作業環境やエビデンス

が基本となっている。その後、日本の職場の

環境は改善しており、当初想定された高濃

度ばく露がほとんど見られなくなった有害

要因も多い。また、発がん性や生殖毒性など

の健康影響が明らかになるなど、エビデン

スの蓄積がなされている 13。本来は、それに

応じて柔軟に健康診断の項目が見直される

べきであるが、省令改正の手続きの煩雑さ

などから、そのような対応は容易ではない。

そのため、特殊健康診断の項目が時代遅れ

になる可能性がある。また、本来、特殊健康

診断の判定は、曝露の推定と健康上の所見

の組み合わせで行われるべきであるが 14、

一部のバイオロジカルモニタリングが導入

されている物質以外では、曝露の推定に関

わる情報が不足していた。このような問題

を改善するために、厚生労働省が中央労働

災害防止協会に委託した事業で、平成 19年

度に作業条件の簡易な調査を含む特殊健康

診断の項目改正に関する報告書が出された

15。しかし、諸事情によって省令の改正に結

び付かず、新たに義務付けられた化学物質

についてはその際の考え方が導入されたに

過ぎない。そして、当初の報告書から 12年

を経過した令和２年度において大幅な改正

が計画されているといった状況である 16。 

【課題】 
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今後、法定の特殊健康診断の項目につい

て、曝露の推定と健康影響の評価の関係を

明確にしたうえで、労働者のばく露状況や

エビデンスに基づく健診項目の見直しが行

われるべきである。 

法定の特殊健康診断には、医師の判断で

実施すべき項目が含まれている。この医師

については、事業場の実情を知り、また事業

者に対して勧告権を有する産業医を前提す

るべきと考えられる 17。しかし、産業医選任

のない事業場においては、健康診断を実施

する医師に頼らざるを得ない。タイ 18など、

特殊健康診断を実施する医師は、産業衛生

専門医に限定している国があるように、特

殊健康診断における判断には、一定の専門

性が必要である。法令では健診項目が明確

にされているが、運用における課題が存在

している。 

また、未規制物質についても、リスクアセ

スメントの結果に基づき実施を検討するこ

とを前提に、その健診項目については事業

場の実情をよく知る産業医の助言でより柔

軟に設定できるように検討すべきと考えら

れる。 

 

Ⅲ 臨時健康診断 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条第四項   

都道府県労働局長は、労働者の健康を保

持するため必要があると認めるときは、労

働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省

令で定めるところにより、事業者に対し、臨

時の健康診断の実施その他必要な事項を指

示することができる。 

労働安全衛生法では、労働者の健康を保

持するために必要がある場合には、都道府

県労働基準局長が臨時の健康診断の実施を

事業者に対して指示できることが規定され

ている。その手続きについては、安衛則で規

定されている。実際にこの規定が適用され

た例として、東日本大震災に伴うに東京電

力福島第一原子力発電所事故に際して、東

京電力等に対して、数度の指示が出された

事例がある 19。 

安衛則第四十九条   法第六十六条第四項

の規定による指示は、実施すべき健康診断

の項目、健康診断を受けるべき労働者の範

囲その他必要な事項を記載した文書により

行なうものとする。 

 

Ⅳ 健康診断の実施に係るその他の

論点 

１．健康診断の実施費用 

【概要と趣旨】 

 解釈例規によれば、健康診断の費用につ

いては、法で事業者に健康診断の実施が義

務付けられている以上、当然、事業者が負担

すべきものであるとしている 20。また、受診

に要した時間についての賃金の支払いにつ

いては、労働者一般に対して行われる一般

健康診断は、一般的な健康の確保をはかる

ことを目的として事業者にその実施義務を

課したものであり、業務遂行との関連にお

いて行われるものではないので、その実施

のために要した時間については、当然には

事業者の負担すべきものではなく、労使協

議して定めるべきものであるが、労働者の

健康確保は、事業の円滑な運営に不可欠な

条件であることを考えると、その受診に要

した時間の賃金を事業者が支払うことが望

ましいとされている。 

一方、特定の有害な業務に従事する労働
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されている。本来、義務付けられた特殊健康

診断に加えて、リスクに応じて行う特殊健

康診断の実施を事業者の努力義務にするな

ど、その位置づけを明確にすることが望ま

しい。 

（図５） 

 

４．特殊健康診断の項目 

【概要と趣旨】 

法定の特殊健康診断の項目は、1)業務の

経歴の調査、2)作業条件の簡易な調査、3)既

往歴の調査、4)自他覚症状の有無の検査を

基本として、さらに要因ごとに必要な検査

が決まっている。「作業条件の簡易な調査」

とは、前回の特殊健康診断以降の作業条件

の変化、環境中の当該物質の濃度に関する

情報、作業時間、ばく露の頻度、この物質の

蒸気などの発生源からの距離、呼吸用保護

具の使用状況などについて、健診を行う医

師が主にこの労働者から聴取するものであ

る。また、健診項目には、必ず実施すべき項

目と医師が必要と判断した場合に実施しな

ければならない項目に分けられる。（特定化

学物質障害予防規則では、一次健診、二次健

診という分類で表現されることが一般的で

ある。）この中で、要因ごとの検査には、バ

イオロジカルモニタリングと標的臓器の影

響を早期発見するための検査項目がある。

バイオロジカルモニタリングとは、健康障

害要因の中でも化学物質について、体内に

取り込まれた物質またはその代謝物の濃度

を、生体試料を用いて測定して、曝露量の推

定を行うための方法である。特殊健康診断

の目的は、「個々の労働者ごとの曝露の情報

を得ること」と「健康影響を早期に発見する

こと」であるが、バイオロジカルモニタリン

グは作業条件の簡易な調査とともに「個々

の労働者ごとの曝露の情報を得ること」の

ための項目である。 

 

これらの特殊健康診断の項目は、科学的

エビデンスをもとに設定されることが基本

となっている。しかし現行の特殊健康診断

の多くの項目は、各有害要因に関する省令

が制定された時期の作業環境やエビデンス

が基本となっている。その後、日本の職場の

環境は改善しており、当初想定された高濃

度ばく露がほとんど見られなくなった有害

要因も多い。また、発がん性や生殖毒性など

の健康影響が明らかになるなど、エビデン

スの蓄積がなされている 13。本来は、それに

応じて柔軟に健康診断の項目が見直される

べきであるが、省令改正の手続きの煩雑さ

などから、そのような対応は容易ではない。

そのため、特殊健康診断の項目が時代遅れ

になる可能性がある。また、本来、特殊健康

診断の判定は、曝露の推定と健康上の所見

の組み合わせで行われるべきであるが 14、

一部のバイオロジカルモニタリングが導入

されている物質以外では、曝露の推定に関

わる情報が不足していた。このような問題

を改善するために、厚生労働省が中央労働

災害防止協会に委託した事業で、平成 19年

度に作業条件の簡易な調査を含む特殊健康

診断の項目改正に関する報告書が出された

15。しかし、諸事情によって省令の改正に結

び付かず、新たに義務付けられた化学物質

についてはその際の考え方が導入されたに

過ぎない。そして、当初の報告書から 12年

を経過した令和２年度において大幅な改正

が計画されているといった状況である 16。 

【課題】 
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今後、法定の特殊健康診断の項目につい

て、曝露の推定と健康影響の評価の関係を

明確にしたうえで、労働者のばく露状況や

エビデンスに基づく健診項目の見直しが行

われるべきである。 

法定の特殊健康診断には、医師の判断で

実施すべき項目が含まれている。この医師

については、事業場の実情を知り、また事業

者に対して勧告権を有する産業医を前提す

るべきと考えられる 17。しかし、産業医選任

のない事業場においては、健康診断を実施

する医師に頼らざるを得ない。タイ 18など、

特殊健康診断を実施する医師は、産業衛生

専門医に限定している国があるように、特

殊健康診断における判断には、一定の専門

性が必要である。法令では健診項目が明確

にされているが、運用における課題が存在

している。 

また、未規制物質についても、リスクアセ

スメントの結果に基づき実施を検討するこ

とを前提に、その健診項目については事業

場の実情をよく知る産業医の助言でより柔

軟に設定できるように検討すべきと考えら

れる。 

 

Ⅲ 臨時健康診断 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条第四項   

都道府県労働局長は、労働者の健康を保

持するため必要があると認めるときは、労

働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省

令で定めるところにより、事業者に対し、臨

時の健康診断の実施その他必要な事項を指

示することができる。 

労働安全衛生法では、労働者の健康を保

持するために必要がある場合には、都道府

県労働基準局長が臨時の健康診断の実施を

事業者に対して指示できることが規定され

ている。その手続きについては、安衛則で規

定されている。実際にこの規定が適用され

た例として、東日本大震災に伴うに東京電

力福島第一原子力発電所事故に際して、東

京電力等に対して、数度の指示が出された

事例がある 19。 

安衛則第四十九条   法第六十六条第四項

の規定による指示は、実施すべき健康診断

の項目、健康診断を受けるべき労働者の範

囲その他必要な事項を記載した文書により

行なうものとする。 

 

Ⅳ 健康診断の実施に係るその他の

論点 

１．健康診断の実施費用 

【概要と趣旨】 

 解釈例規によれば、健康診断の費用につ

いては、法で事業者に健康診断の実施が義

務付けられている以上、当然、事業者が負担

すべきものであるとしている 20。また、受診

に要した時間についての賃金の支払いにつ

いては、労働者一般に対して行われる一般

健康診断は、一般的な健康の確保をはかる

ことを目的として事業者にその実施義務を

課したものであり、業務遂行との関連にお

いて行われるものではないので、その実施

のために要した時間については、当然には

事業者の負担すべきものではなく、労使協

議して定めるべきものであるが、労働者の

健康確保は、事業の円滑な運営に不可欠な

条件であることを考えると、その受診に要

した時間の賃金を事業者が支払うことが望

ましいとされている。 

一方、特定の有害な業務に従事する労働
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者について行われる健康診断である特殊健

康診断については、業務の遂行に絡んで当

然実施されなければない性格のものであり、

それは所定労働時間内に行われるのを原則

とすることとされている。 

【課題】 

 労働安全衛生法で一般健康診断が規定さ

れた当時と異なり、一般健康診断について

も過重労働による健康障害防止などの目的

に用いられているなど 21、事業者の安全配

慮義務履行に不可欠になったおり、可能な

限り労働時間内に実施されるべきものと考

えられる。 

 

２．健康診断の精度 

【概要と趣旨】 

社内で行っている健康診断について、そ

の精度のレベルや、健康診断で発見できな

かった病気について企業はどこまで責任を

問われるのかが一つの論点になる。従業員

の肺がんによる死亡につき、社内健康診断

におけるレントゲン写真の異常陰影の見過

ごしなどの不備のため、肺がんの発見と処

置が遅れたものとして、健康診断を実施し

た医師、診療所、雇主企業が安全配慮義務違

反の責任が問われた事例では、「定期健康診

断は、一定の病気の発見を目的とする検査

や何らかの疾病があると推認される患者に

ついて、具体的な疾病を発見するために行

われる精密検査とは異なり、企業等に所属

する多数の者を対象にして異常の有無を確

認するために実施されるもので」、「そこに

おいて撮影された大量のレントゲン写真を

短時間に読影するものであることを考慮す

れば、その中から異常の有無を識別するた

めに医師に課せられる注意義務の程度には

おのずと限界がある」として、「信義則上、

一般医療水準に照らし相当と認められる程

度の健康診断を実施し、あるいはこれを行

える医療機関に委嘱すれば足りる」として、

企業の責任を否定した 22。 

【課題】 

多くの場合、外部健診機関に健康診断が

委嘱されており、事業者が直接健康診断の

精度に責任を持つことができない。しかし、

健診機関には、全国労働衛生団体連合会が

実施する精度管理事業 23 や、同連合会や日

本人間ドック学会が実施するサービス機能

評価の仕組みがあり、多くの機関がこの制

度を利用して精度および質の管理に努めて

いる。また、これらの制度による評価結果が

公表されている 24,25。それらの情報を利用

して、精度や質の管理がされた機関から選

定するといった取組みを心掛けるべきと考

えられる。 

 

３．健康診断の実施に係る罰則 

【概要と趣旨】 

一般健康診断（安衛法第 66 条第 1 項）、

特殊健康診断（第 2 項）、歯科医師による

特殊健康診断（第 3項）、臨時健康診断（第

4項）の違反は、安衛法第 120条で 50万円

以下の罰金に処することが規定されている。 

事業者が健康診断を実施せず罰金が科せ

られた事例として、健康診断を実施せず、ま

た違法に時間外労働を行わしたことにより

労働安全衛生法および労働基準法違反に問

われ、企業および経営者にそれぞれ 40万円

の罰金が科せられた事例（平成 12年 8月 9

日大阪地裁）26や、人材派遣会社が健康診断

を実施せず、医師名義の健康診断個人票を

派遣先に提出したことにより労働安全衛生
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法違反および有印私文書偽造に問われ、懲

役１年６月・執行猶予３年、罰金 30万円に

科せられた事例（平成 18 年 10 月 3 日長崎

地裁）がある 27。しかし、いずれの事例も他

の違反が重なった事例であり、単独の違反

で罰金に科せられる場合はあまりないよう

である。 

 

Ⅴ 労働者の受診義務等 

１．労働者の受診義務 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条第五項 

  労働者は、前各項の規定により事業者が

行なう健康診断を受けなければならない。

ただし、事業者の指定した医師又は歯科医

師が行なう健康診断を受けることを希望し

ない場合において、他の医師又は歯科医師

の行なうこれらの規定による健康診断に相

当する健康診断を受け、その結果を証明す

る書面を事業者に提出したときは、この限

りでない。 

 

労働安全衛生法に基づく各種健康診断は、

労働者にも受診義務が課せられている。ま

た、同項の但し書きで、事業者の指定以外の

医師又は歯科医師の行う健康診断の結果を

提出することによって、それに代えること

が認められている。その際の証明すべき内

容については、項目ごとの結果であること

が安衛則で規定されている。 

安衛則第五十条 法第六十六条第五項ただ

し書の書面は、当該労働者の受けた健康診

断の項目ごとに、その結果を記載したもの

でなければならない。 

しかし、健康文化が十分に定着していな

い事業場では、何度も指導しても受診をし

ない労働者がいることも事実である。その

ような労働者に対して、上司・部下関係を利

用して受診指導または指揮命令権を利用し

て受診命令を出すことは当然行うべきこと

と考えられる。このような取組みよって、受

診率はかなり向上する。近年、労働力の高齢

化に対して、国の事業で健康経営の推進が

図られているが、そのプログラムの一つで

ある健康経営優良法人の認定では、一般健

康診断の受診率が実質 100％であることを

要件としている 28。 

問題は、それでも受診を拒否する労働者

に対して、懲戒処分を行うことができるか

どうかである。このことに関して、公立中学

校教諭が放射線の被ばくによる悪影響を理

由に定期健康診断の胸部エックス線検査を

受診せず、受診を命じた校長の業務命令を

拒否、これを地方公務員法違反に当たると

して、減給処分としたことに対し、同教諭が

その取り消しを請求したが、同教諭が受診

を拒否する理由としてエックス線検査の有

害性があること等の実情を認めつつも、そ

の医学的有用性が存在し、受診命令に従う

義務があったとして、減給処分が有効であ

ると判断した判例（愛知県教育委員会事件

2001年 4月 26日最高裁）がある 29。 

また、会社の健康診断を受けていなかっ

た課長補佐が、自宅で急性心筋梗塞を引き

起こして死亡し、もともと心筋梗塞の素因

をもっていた同課長補佐に過重な業務を課

したこと、また、健康診断を受けさせなかっ

たことは健康配慮義務違反に当たるとして、

遺族が会社に対して損害賠償請求の訴訟を

起こした事例で、「心筋梗塞の素因を持つ従

業員に対して過重な負担を課すものであっ

た点で、健康配慮義務の不完全履行に当た
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者について行われる健康診断である特殊健

康診断については、業務の遂行に絡んで当

然実施されなければない性格のものであり、

それは所定労働時間内に行われるのを原則

とすることとされている。 

【課題】 

 労働安全衛生法で一般健康診断が規定さ

れた当時と異なり、一般健康診断について

も過重労働による健康障害防止などの目的

に用いられているなど 21、事業者の安全配

慮義務履行に不可欠になったおり、可能な

限り労働時間内に実施されるべきものと考

えられる。 

 

２．健康診断の精度 

【概要と趣旨】 

社内で行っている健康診断について、そ

の精度のレベルや、健康診断で発見できな

かった病気について企業はどこまで責任を

問われるのかが一つの論点になる。従業員

の肺がんによる死亡につき、社内健康診断

におけるレントゲン写真の異常陰影の見過

ごしなどの不備のため、肺がんの発見と処

置が遅れたものとして、健康診断を実施し

た医師、診療所、雇主企業が安全配慮義務違

反の責任が問われた事例では、「定期健康診

断は、一定の病気の発見を目的とする検査

や何らかの疾病があると推認される患者に

ついて、具体的な疾病を発見するために行

われる精密検査とは異なり、企業等に所属

する多数の者を対象にして異常の有無を確

認するために実施されるもので」、「そこに

おいて撮影された大量のレントゲン写真を

短時間に読影するものであることを考慮す

れば、その中から異常の有無を識別するた

めに医師に課せられる注意義務の程度には

おのずと限界がある」として、「信義則上、

一般医療水準に照らし相当と認められる程

度の健康診断を実施し、あるいはこれを行

える医療機関に委嘱すれば足りる」として、

企業の責任を否定した 22。 

【課題】 

多くの場合、外部健診機関に健康診断が

委嘱されており、事業者が直接健康診断の

精度に責任を持つことができない。しかし、

健診機関には、全国労働衛生団体連合会が

実施する精度管理事業 23 や、同連合会や日

本人間ドック学会が実施するサービス機能

評価の仕組みがあり、多くの機関がこの制

度を利用して精度および質の管理に努めて

いる。また、これらの制度による評価結果が

公表されている 24,25。それらの情報を利用

して、精度や質の管理がされた機関から選

定するといった取組みを心掛けるべきと考

えられる。 

 

３．健康診断の実施に係る罰則 

【概要と趣旨】 

一般健康診断（安衛法第 66 条第 1 項）、

特殊健康診断（第 2 項）、歯科医師による

特殊健康診断（第 3項）、臨時健康診断（第

4項）の違反は、安衛法第 120条で 50万円

以下の罰金に処することが規定されている。 

事業者が健康診断を実施せず罰金が科せ

られた事例として、健康診断を実施せず、ま

た違法に時間外労働を行わしたことにより

労働安全衛生法および労働基準法違反に問

われ、企業および経営者にそれぞれ 40万円

の罰金が科せられた事例（平成 12 年 8月 9

日大阪地裁）26や、人材派遣会社が健康診断

を実施せず、医師名義の健康診断個人票を

派遣先に提出したことにより労働安全衛生
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法違反および有印私文書偽造に問われ、懲

役１年６月・執行猶予３年、罰金 30万円に

科せられた事例（平成 18 年 10 月 3 日長崎

地裁）がある 27。しかし、いずれの事例も他

の違反が重なった事例であり、単独の違反

で罰金に科せられる場合はあまりないよう

である。 

 

Ⅴ 労働者の受診義務等 

１．労働者の受診義務 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条第五項 

  労働者は、前各項の規定により事業者が

行なう健康診断を受けなければならない。

ただし、事業者の指定した医師又は歯科医

師が行なう健康診断を受けることを希望し

ない場合において、他の医師又は歯科医師

の行なうこれらの規定による健康診断に相

当する健康診断を受け、その結果を証明す

る書面を事業者に提出したときは、この限

りでない。 

 

労働安全衛生法に基づく各種健康診断は、

労働者にも受診義務が課せられている。ま

た、同項の但し書きで、事業者の指定以外の

医師又は歯科医師の行う健康診断の結果を

提出することによって、それに代えること

が認められている。その際の証明すべき内

容については、項目ごとの結果であること

が安衛則で規定されている。 

安衛則第五十条 法第六十六条第五項ただ

し書の書面は、当該労働者の受けた健康診

断の項目ごとに、その結果を記載したもの

でなければならない。 

しかし、健康文化が十分に定着していな

い事業場では、何度も指導しても受診をし

ない労働者がいることも事実である。その

ような労働者に対して、上司・部下関係を利

用して受診指導または指揮命令権を利用し

て受診命令を出すことは当然行うべきこと

と考えられる。このような取組みよって、受

診率はかなり向上する。近年、労働力の高齢

化に対して、国の事業で健康経営の推進が

図られているが、そのプログラムの一つで

ある健康経営優良法人の認定では、一般健

康診断の受診率が実質 100％であることを

要件としている 28。 

問題は、それでも受診を拒否する労働者

に対して、懲戒処分を行うことができるか

どうかである。このことに関して、公立中学

校教諭が放射線の被ばくによる悪影響を理

由に定期健康診断の胸部エックス線検査を

受診せず、受診を命じた校長の業務命令を

拒否、これを地方公務員法違反に当たると

して、減給処分としたことに対し、同教諭が

その取り消しを請求したが、同教諭が受診

を拒否する理由としてエックス線検査の有

害性があること等の実情を認めつつも、そ

の医学的有用性が存在し、受診命令に従う

義務があったとして、減給処分が有効であ

ると判断した判例（愛知県教育委員会事件

2001年 4月 26日最高裁）がある 29。 

また、会社の健康診断を受けていなかっ

た課長補佐が、自宅で急性心筋梗塞を引き

起こして死亡し、もともと心筋梗塞の素因

をもっていた同課長補佐に過重な業務を課

したこと、また、健康診断を受けさせなかっ

たことは健康配慮義務違反に当たるとして、

遺族が会社に対して損害賠償請求の訴訟を

起こした事例で、「心筋梗塞の素因を持つ従

業員に対して過重な負担を課すものであっ

た点で、健康配慮義務の不完全履行に当た
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るが、会社の健康診断についても支店長の

誘いを断り、会社には強制的に健康診断を

受けさせる義務があったとはいえないこと

から、その責任は本人が負うべきである」と

して、業務と死亡との因果関係を認め、健康

配慮義務違反も認められたが、死亡につい

て予見可能性はなかったとして、会社の損

害賠償責任は否定された判例（住友林業事

件 1981 年 9 月 30 日名古屋地裁）がある

30。 

 

２．自発的健康診断の結果の提出 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の二   

午後十時から午前五時まで（厚生労働大

臣が必要であると認める場合においては、

その定める地域又は期間については午後十

一時から午前六時まで）の間における業務

（以下「深夜業」という。）に従事する労働

者であつて、その深夜業の回数その他の事

項が深夜業に従事する労働者の健康の保持

を考慮して厚生労働省令で定める要件に該

当するものは、厚生労働省令に定めるとこ

ろにより、自ら受けた健康診断（略）の結果

を証明する書面を事業者に提出することが

できる。 

 

使用者は、健康診断の結果を受けて、健康

管理義務を負うとともに、後述のように労

働安全衛生法の規定に基づき医師の意見を

聴き、必要がある場合には就業上の措置を

実施することが義務付けられている。深夜

業に従事する労働者については、自発的に

受診した健康診断についても、事業者に提

出することによって、その対応を求めるこ

とを可能とすることが本条文の趣旨である。

また、その対象となる要件は安衛則で定め

られている。 

安衛則第五十条の二 法第六十六条の二の

厚生労働省令で定める要件は、常時使用さ

れ、同条の自ら受けた健康診断を受けた日

前六月間を平均して一月当たり四回以上同

条の深夜業に従事したこととする。 

安衛則第五十条の三 前条で定める要件に

該当する労働者は、第四十四条第一項各号

に掲げる項目の全部又は一部について、自

ら受けた医師による健康診断の結果を証明

する書面を事業者に提出することができ

る。ただし、当該当健康診断を受けた日から

三月を経過したときは、この限りでない。 

安衛則第五十条の四 法第六十六条の二の

書面は、当該労働者の受けた健康診断の項

目ごとに、その結果を記載したものでなけ

ればならない。 

 

Ⅵ 健康診断結果の記録と情報管理 

１．健康診断結果の記録の保存 

【概要と趣旨】 

第六十六条の三   

事業者は、厚生労働省令で定めるところ

により、第六十六条第一項から第四項まで

及び第五項ただし書並びに前条の規定によ

る健康診断の結果を記録しておかなければ

ならない。 

 

安衛法第 66条の 3で、事業者に健康診断

の結果記録を義務付けている。保存期間に

ついては、健康診断の内容によって異なる

が、一般健康診断については安衛則第 51条

で、健康診断個人票様式第 5号を作成して、

これを 5 年間保存しなければならないとし

ている。また、特殊健康診断についても、各
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省令で記録の保存について規定している。 

安衛則第五十一条   事業者は、第四十三

条、第四十四条若しくは第四十五条から第

四十八条までの健康診断若しくは法第六十

六条第四項の規定による指示を受けて行つ

た健康診断（同条第五項ただし書の場合に

おいて当該労働者が受けた健康診断を含

む。次条において「第四十三条等の健康診

断」という。）又は法第六十六条の二の自ら

受けた健康診断の結果に基づき、健康診断

個人票様式第五号（一）（二表面）（二裏面）

（三）を作成して、これを五年間保存しなけ

ればならない。 

（表２） 

後述の事後措置指針では、事業者は、安衛

法第 66 条の 3 及び第 103 条の規定に基づ

き、健康診断結果の記録を保存しなければ

ならないとし、「記録の保存には、書面によ

る保存及び電磁的記録による保存があり、

電磁的記録による保存を行う場合は、厚生

労働省の所管する法令の規定に基づく民間

事業者等が行う書面の保存等における情報

通信の技術の利用に関する省令（平成 17年

厚生労働省令第 44号）に基づき適切な保存

を行う必要がある。また、健康診断結果には

医療に関する情報が含まれることから、事

業者は安全管理措置等について『医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン』

を参照することが望ましい」としている。 

 

２．健康情報の保護 

【概要と趣旨】 

安衛法 104条およびじん肺法第 35条の三

で、事業者は、労働者の心身の状態に関する

情報を収集し、保管し、又は使用するに当た

っては、労働者の健康の確保に必要な範囲

内で労働者の心身の状態に関する情報を収

集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこ

れを保管し、及び使用しなければならない

としている。また、事業者は、労働者の心身

の状態に関する情報を適正に管理するため

に必要な措置を講じなければならないとし

ている。これらの規定による措置を適切か

つ有効な実施を図るため必要な指針として、

「労働者の心身の状態に関する情報の適正

な取扱いのために事業者が講ずべき措置に

関する指針（平成 30 年９月７日 労働者の

心身の状態に関する情報の適正な取扱い指

針公示第１号）」が公表されている。この指

針は、事業者が、労働安全衛生法に基づき実

施する健康診断等の健康を確保するための

措置や任意に行う労働者の健康管理活動を

通じて得た労働者の心身の状態に関する情

報については、そのほとんどが個人情報の

保護に関する法律第２条第３項に規定する

「要配慮個人情報」に該当する機微な情報

である。そのため、事業場において、労働者

が雇用管理において自身にとって不利益な

取扱いを受けるという不安を抱くことなく、

安心して産業医等による健康相談等を受け

られるようにするとともに、事業者が必要

な心身の状態の情報を収集して、労働者の

健康確保措置を十全に行えるようにするた

めには、関係法令に則った上で、心身の状態

の情報が適切に取り扱われることが必要で

あることから、事業者が、当該事業場におけ

る心身の状態の情報の適正な取扱いのため

の規程を策定することによる当該取扱いの

明確化が必要である。こうした背景の下、同

指針は、前述の安衛法及びじん肺法の規定

に基づき、心身の状態の情報の取扱いに関

する原則を明らかにしつつ、事業者が策定
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るが、会社の健康診断についても支店長の

誘いを断り、会社には強制的に健康診断を

受けさせる義務があったとはいえないこと

から、その責任は本人が負うべきである」と

して、業務と死亡との因果関係を認め、健康

配慮義務違反も認められたが、死亡につい

て予見可能性はなかったとして、会社の損

害賠償責任は否定された判例（住友林業事

件 1981 年 9 月 30 日名古屋地裁）がある

30。 

 

２．自発的健康診断の結果の提出 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の二   

午後十時から午前五時まで（厚生労働大

臣が必要であると認める場合においては、

その定める地域又は期間については午後十

一時から午前六時まで）の間における業務

（以下「深夜業」という。）に従事する労働

者であつて、その深夜業の回数その他の事

項が深夜業に従事する労働者の健康の保持

を考慮して厚生労働省令で定める要件に該

当するものは、厚生労働省令に定めるとこ

ろにより、自ら受けた健康診断（略）の結果

を証明する書面を事業者に提出することが

できる。 

 

使用者は、健康診断の結果を受けて、健康

管理義務を負うとともに、後述のように労

働安全衛生法の規定に基づき医師の意見を

聴き、必要がある場合には就業上の措置を

実施することが義務付けられている。深夜

業に従事する労働者については、自発的に

受診した健康診断についても、事業者に提

出することによって、その対応を求めるこ

とを可能とすることが本条文の趣旨である。

また、その対象となる要件は安衛則で定め

られている。 

安衛則第五十条の二 法第六十六条の二の

厚生労働省令で定める要件は、常時使用さ

れ、同条の自ら受けた健康診断を受けた日

前六月間を平均して一月当たり四回以上同

条の深夜業に従事したこととする。 

安衛則第五十条の三 前条で定める要件に

該当する労働者は、第四十四条第一項各号

に掲げる項目の全部又は一部について、自

ら受けた医師による健康診断の結果を証明

する書面を事業者に提出することができ

る。ただし、当該当健康診断を受けた日から

三月を経過したときは、この限りでない。 

安衛則第五十条の四 法第六十六条の二の

書面は、当該労働者の受けた健康診断の項

目ごとに、その結果を記載したものでなけ

ればならない。 

 

Ⅵ 健康診断結果の記録と情報管理 

１．健康診断結果の記録の保存 

【概要と趣旨】 

第六十六条の三   

事業者は、厚生労働省令で定めるところ

により、第六十六条第一項から第四項まで

及び第五項ただし書並びに前条の規定によ

る健康診断の結果を記録しておかなければ

ならない。 

 

安衛法第 66 条の 3で、事業者に健康診断

の結果記録を義務付けている。保存期間に

ついては、健康診断の内容によって異なる

が、一般健康診断については安衛則第 51条

で、健康診断個人票様式第 5号を作成して、

これを 5 年間保存しなければならないとし

ている。また、特殊健康診断についても、各
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省令で記録の保存について規定している。 

安衛則第五十一条   事業者は、第四十三

条、第四十四条若しくは第四十五条から第

四十八条までの健康診断若しくは法第六十

六条第四項の規定による指示を受けて行つ

た健康診断（同条第五項ただし書の場合に

おいて当該労働者が受けた健康診断を含

む。次条において「第四十三条等の健康診

断」という。）又は法第六十六条の二の自ら

受けた健康診断の結果に基づき、健康診断

個人票様式第五号（一）（二表面）（二裏面）

（三）を作成して、これを五年間保存しなけ

ればならない。 

（表２） 

後述の事後措置指針では、事業者は、安衛

法第 66 条の 3 及び第 103 条の規定に基づ

き、健康診断結果の記録を保存しなければ

ならないとし、「記録の保存には、書面によ

る保存及び電磁的記録による保存があり、

電磁的記録による保存を行う場合は、厚生

労働省の所管する法令の規定に基づく民間

事業者等が行う書面の保存等における情報

通信の技術の利用に関する省令（平成 17年

厚生労働省令第 44号）に基づき適切な保存

を行う必要がある。また、健康診断結果には

医療に関する情報が含まれることから、事

業者は安全管理措置等について『医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン』

を参照することが望ましい」としている。 

 

２．健康情報の保護 

【概要と趣旨】 

安衛法 104条およびじん肺法第 35条の三

で、事業者は、労働者の心身の状態に関する

情報を収集し、保管し、又は使用するに当た

っては、労働者の健康の確保に必要な範囲

内で労働者の心身の状態に関する情報を収

集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこ

れを保管し、及び使用しなければならない

としている。また、事業者は、労働者の心身

の状態に関する情報を適正に管理するため

に必要な措置を講じなければならないとし

ている。これらの規定による措置を適切か

つ有効な実施を図るため必要な指針として、

「労働者の心身の状態に関する情報の適正

な取扱いのために事業者が講ずべき措置に

関する指針（平成 30 年９月７日 労働者の

心身の状態に関する情報の適正な取扱い指

針公示第１号）」が公表されている。この指

針は、事業者が、労働安全衛生法に基づき実

施する健康診断等の健康を確保するための

措置や任意に行う労働者の健康管理活動を

通じて得た労働者の心身の状態に関する情

報については、そのほとんどが個人情報の

保護に関する法律第２条第３項に規定する

「要配慮個人情報」に該当する機微な情報

である。そのため、事業場において、労働者

が雇用管理において自身にとって不利益な

取扱いを受けるという不安を抱くことなく、

安心して産業医等による健康相談等を受け

られるようにするとともに、事業者が必要

な心身の状態の情報を収集して、労働者の

健康確保措置を十全に行えるようにするた

めには、関係法令に則った上で、心身の状態

の情報が適切に取り扱われることが必要で

あることから、事業者が、当該事業場におけ

る心身の状態の情報の適正な取扱いのため

の規程を策定することによる当該取扱いの

明確化が必要である。こうした背景の下、同

指針は、前述の安衛法及びじん肺法の規定

に基づき、心身の状態の情報の取扱いに関

する原則を明らかにしつつ、事業者が策定
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すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等

について定めたものである。 

同指針では、事業場で取り扱う労働者の

心身の状態の情報について、① 労働安全衛

生法令に基づき事業者が直接取り扱うこと

とされており、労働安全衛生法令に定める

義務を履行するために、事業者が必ず取り

扱わなければならない心身の状態の情報、

② 労働安全衛生法令に基づき事業者が労

働者本人の同意を得ずに収集することが可

能であるが、事業場ごとの取扱規程により

事業者等の内部における適正な取扱いを定

めて運用することが適当である心身の状態

の情報、③労働安全衛生法令において事業

者が直接取り扱うことについて規定されて

いないため、あらかじめ労働者本人の同意

を得ることが必要であり、事業場ごとの取

扱規程により事業者等の内部における適正

な取扱いを定めて運用することが必要であ

る心身の状態の情報に分類して、心身の状

態の情報の取扱いの原則を示している。健

康診断に関係して、①には「健康診断の受

診・未受診の情報」、「健康診断の事後措置

について医師から聴取した意見」、②には

「健康診断の結果（法定の項目）、「健康診

断の再検査の結果（法定の項目と同一のも

のに限る。）」、③には「健康診断の結果(法

定外項目)」、「保健指導の結果」、「健康

診断の再検査の結果（法定の項目と同一の

ものを除く。）」、「健康診断の精密検査の

結果」を例として挙げている。 

(表３) 

一方、事後措置指針では、「事業者は、雇

用管理に関する個人情報の適正な取扱いを

確保するために事業者が講ずべき措置に関

する指針（平成 16 年厚生労働省告示第 259

号）に基づき、健康情報の保護に留意し、そ

の適正な取扱いを確保する必要がある。就

業上の措置の実施に当たって、関係者に健

康情報を提供する必要がある場合には、そ

の健康情報の範囲は、就業上の措置を実施

する上で必要最小限とし、特に産業保健業

務従事者（産業医、保健師等、衛生管理者そ

の他の労働者の健康管理に関する業務に従

事する者をいう。）以外の者に健康情報を取

り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健

康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限

定されるよう、必要に応じて健康情報の内

容を適切に加工した上で提供する等の措置

を講ずる必要がある」としている。 

 

３．守秘義務 

【概要と趣旨】 

 安衛法第 105条およびじん肺法第 35条の

4で、法令の規定等の実施の事務に従事した

者は、その実施に関して知り得た労働者の

秘密を漏らしてはならないとして、守秘義

務を課している。 

 

４．罰則 

【概要と趣旨】 

健康診断結果の記録（安衛法第 66条の 3）

の違反は、安衛法第 120条で 50万円以下の

罰金に処することが規定されている。 

 

Ⅶ 健康診断結果に基づく就業配慮 

１．健康診断の結果についての医師等

からの意見聴取 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の四   

事業者は、第六十六条第一項から第四項

まで若しくは第五項ただし書又は第六十六
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条の二の規定による健康診断の結果（当該

健康診断の項目に異常の所見があると診断

された労働者に係るものに限る。）に基づ

き、当該労働者の健康を保持するために必

要な措置について、厚生労働省令で定める

ところにより、医師又は歯科医師の意見を

聴かなければならない。 

 

 健康診断は、使用者がその結果を一般健

康管理義務および特殊健康管理義務を果た

すために活用してはじめて有効となる。使

用者は、結果そのものを十分に解釈して、適

切な対応を行うために必要な知識を有して

いない以上、当然、医師又は歯科医師からの

意見を参考にする必要がある。そこで、安衛

法第 66 条の 4 に基づく医師の意見につい

て、一般健康診断については安衛則第 51条

の 2 で、また特殊健康診断については、各

省令で規定されている。 

安衛則第五十一条の二    

第四十三条等の健康診断の結果に基づく

法第六十六条の四の規定による医師又は歯

科医師からの意見聴取は、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。 

  一  第四十三条等の健康診断が行われた

日（法第六十六条第五項ただし書の場合に

あつては、当該労働者が健康診断の結果を

証明する書面を事業者に提出した日）から

三月以内に行うこと。 

  二  聴取した医師又は歯科医師の意見を

健康診断個人票に記載すること。 

２ 法第六十六条の二の自ら受けた健康診

断の結果に基づく法第六十六条の四の規定

による医師からの意見聴取は、次の定める

ところにより行わなければならない。 

 一 当該健康診断の結果を証明する書面

が事業者に提出された日から二月以内に行

うこと。 

 二 聴取した医師の意見を健康診断個人

票に記載すること。 

３ 事業者は、医師又は歯科医師から、前二

項の意見聴取を行う上で必要となる労働者

の業務に関する情報を求められたときは、

速やかに、これを提供しなければならない。 

意見聴取を行う対象となる「異常の所見

があると診断された労働者」とは、解釈例規

31では、「健康診断の結果、その項目に異常

の所見があると医師等が診断した者である

こと」としており、それ以上の具体的な基準

は存在しない。ただし、異常といっても、

様々なレベルがあり、健康診断では、要観察

（自己管理を行うことを前提として、次回

健康診断までに再確認をするもの）、要管理

（医師の管理のもとで、健康管理に取り組

むことが必要なもの）、要治療、要精密検査

などの段階で評価される。また、対象者の中

にはすでに治療を受けていたり、主治医の

管理下にあるものもいるため、まず医療上

の判定がされる。そのうえで、就業措置を含

む事後措置が検討される。 

後述の事後措置指針では、イ意見を聴く

医師等、ロ 医師等に対する情報の提供、ハ 

意見の内容、ニ 意見の聴取の方法と時期を

明確化している。 

「イ 意見を聴く医師等」とは、産業医の

選任義務のある事業場においては、産業医

が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、

作業環境についてより詳細に把握しうる立

場にあることから、産業医から意見を聴く

ことが適当である。 

「ロ 医師等に対する情報の提供」に関し

て、「事業者は、適切に意見を聴くため、必
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すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等

について定めたものである。 

同指針では、事業場で取り扱う労働者の

心身の状態の情報について、① 労働安全衛

生法令に基づき事業者が直接取り扱うこと

とされており、労働安全衛生法令に定める

義務を履行するために、事業者が必ず取り

扱わなければならない心身の状態の情報、

② 労働安全衛生法令に基づき事業者が労

働者本人の同意を得ずに収集することが可

能であるが、事業場ごとの取扱規程により

事業者等の内部における適正な取扱いを定

めて運用することが適当である心身の状態

の情報、③労働安全衛生法令において事業

者が直接取り扱うことについて規定されて

いないため、あらかじめ労働者本人の同意

を得ることが必要であり、事業場ごとの取

扱規程により事業者等の内部における適正

な取扱いを定めて運用することが必要であ

る心身の状態の情報に分類して、心身の状

態の情報の取扱いの原則を示している。健

康診断に関係して、①には「健康診断の受

診・未受診の情報」、「健康診断の事後措置

について医師から聴取した意見」、②には

「健康診断の結果（法定の項目）、「健康診

断の再検査の結果（法定の項目と同一のも

のに限る。）」、③には「健康診断の結果(法

定外項目)」、「保健指導の結果」、「健康

診断の再検査の結果（法定の項目と同一の

ものを除く。）」、「健康診断の精密検査の

結果」を例として挙げている。 

(表３) 

一方、事後措置指針では、「事業者は、雇

用管理に関する個人情報の適正な取扱いを

確保するために事業者が講ずべき措置に関

する指針（平成 16年厚生労働省告示第 259

号）に基づき、健康情報の保護に留意し、そ

の適正な取扱いを確保する必要がある。就

業上の措置の実施に当たって、関係者に健

康情報を提供する必要がある場合には、そ

の健康情報の範囲は、就業上の措置を実施

する上で必要最小限とし、特に産業保健業

務従事者（産業医、保健師等、衛生管理者そ

の他の労働者の健康管理に関する業務に従

事する者をいう。）以外の者に健康情報を取

り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健

康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限

定されるよう、必要に応じて健康情報の内

容を適切に加工した上で提供する等の措置

を講ずる必要がある」としている。 

 

３．守秘義務 

【概要と趣旨】 

 安衛法第 105条およびじん肺法第 35条の

4で、法令の規定等の実施の事務に従事した

者は、その実施に関して知り得た労働者の

秘密を漏らしてはならないとして、守秘義

務を課している。 

 

４．罰則 

【概要と趣旨】 

健康診断結果の記録（安衛法第 66条の 3）

の違反は、安衛法第 120条で 50 万円以下の

罰金に処することが規定されている。 

 

Ⅶ 健康診断結果に基づく就業配慮 

１．健康診断の結果についての医師等

からの意見聴取 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の四   

事業者は、第六十六条第一項から第四項

まで若しくは第五項ただし書又は第六十六
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条の二の規定による健康診断の結果（当該

健康診断の項目に異常の所見があると診断

された労働者に係るものに限る。）に基づ

き、当該労働者の健康を保持するために必

要な措置について、厚生労働省令で定める

ところにより、医師又は歯科医師の意見を

聴かなければならない。 

 

 健康診断は、使用者がその結果を一般健

康管理義務および特殊健康管理義務を果た

すために活用してはじめて有効となる。使

用者は、結果そのものを十分に解釈して、適

切な対応を行うために必要な知識を有して

いない以上、当然、医師又は歯科医師からの

意見を参考にする必要がある。そこで、安衛

法第 66 条の 4 に基づく医師の意見につい

て、一般健康診断については安衛則第 51条

の 2 で、また特殊健康診断については、各

省令で規定されている。 

安衛則第五十一条の二    

第四十三条等の健康診断の結果に基づく

法第六十六条の四の規定による医師又は歯

科医師からの意見聴取は、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。 

  一  第四十三条等の健康診断が行われた

日（法第六十六条第五項ただし書の場合に

あつては、当該労働者が健康診断の結果を

証明する書面を事業者に提出した日）から

三月以内に行うこと。 

  二  聴取した医師又は歯科医師の意見を

健康診断個人票に記載すること。 

２ 法第六十六条の二の自ら受けた健康診

断の結果に基づく法第六十六条の四の規定

による医師からの意見聴取は、次の定める

ところにより行わなければならない。 

 一 当該健康診断の結果を証明する書面

が事業者に提出された日から二月以内に行

うこと。 

 二 聴取した医師の意見を健康診断個人

票に記載すること。 

３ 事業者は、医師又は歯科医師から、前二

項の意見聴取を行う上で必要となる労働者

の業務に関する情報を求められたときは、

速やかに、これを提供しなければならない。 

意見聴取を行う対象となる「異常の所見

があると診断された労働者」とは、解釈例規

31では、「健康診断の結果、その項目に異常

の所見があると医師等が診断した者である

こと」としており、それ以上の具体的な基準

は存在しない。ただし、異常といっても、

様々なレベルがあり、健康診断では、要観察

（自己管理を行うことを前提として、次回

健康診断までに再確認をするもの）、要管理

（医師の管理のもとで、健康管理に取り組

むことが必要なもの）、要治療、要精密検査

などの段階で評価される。また、対象者の中

にはすでに治療を受けていたり、主治医の

管理下にあるものもいるため、まず医療上

の判定がされる。そのうえで、就業措置を含

む事後措置が検討される。 

後述の事後措置指針では、イ意見を聴く

医師等、ロ 医師等に対する情報の提供、ハ 

意見の内容、ニ 意見の聴取の方法と時期を

明確化している。 

「イ 意見を聴く医師等」とは、産業医の

選任義務のある事業場においては、産業医

が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、

作業環境についてより詳細に把握しうる立

場にあることから、産業医から意見を聴く

ことが適当である。 

「ロ 医師等に対する情報の提供」に関し

て、「事業者は、適切に意見を聴くため、必
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要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者

に係る 作業環境、労働時間、労働密度、深

夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷

の状況、過去の健康診断の結果等に関する

情報及び職場巡視の機会を提供し、また、健

康診断の結果のみでは労働者の身体的又は

精神的状態を判断するための情報が十分で

ない場合は、労働者との面接の機会を提供

することが適当である」としており、意見を

聴く医師等が適切に判断できるように情報

を提供することの重要性を強調している。 

「ハ 意見の内容」については、「事業者

は、就業上の措置に関し、その必要性の有

無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医

師等から聴く必要がある」としている。必要

性の有無については、通常勤務、就業制限、

要休業の３区分として、就業制限とは、「勤

務に制限を加える必要のあるもの」という

内容であり、その場合には事業者は、「勤務

による負荷を軽減するため、労働時間の短

縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負

荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深

夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の

措置を講じる」ことになる。医師等が就業制

限の判定を行った場合、事業者が行うべき

就業制限の内容をどこまで具体的に述べる

べきかについては、明確に記述はされてい

ない。しかし、厚生労働省の長時間労働者、

高ストレス者の面接指導に関する報告書・

意見書作成マニュアルに含まれる「医師が

作成する報告書・意見書の様式（例）」では、

就業上の措置として、労働時間の短縮（時間

外労働の制限、時間外労働の禁止、就業時間

を制限、変形労働制または裁量労働制の対

象からの除外）と労働時間以外の項目（就業

場所の変更、作業の転換、深夜業の回数の減

少、昼間勤務への転換）などを選択肢ととも

に、具体的な内容と措置期間を記述できる

様式となっており参考となる。また、事後措

置指針では、作業環境管理及び作業管理を

見直す必要がある場合には、作業環境測定

の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業

方法の改善その他の適切な措置の必要性に

ついて意見を求めるものとするとあるが、

基本的に特殊健康診断を想定したものと考

えられる。（図６）（表４） 

「ニ 意見の聴取の方法と時期」について

は、「事業者は、医師等に対し、労働安全衛

生規則等に基づく健康診断の個人票の様式

中医師等の意見欄に、就業上の措置に関す

る意見を記入することを求めることとする。

なお、記載内容が不明確である場合等につ

いては、当該医師等に内容等の確認を求め

ておくことが適当である。また、意見の聴取

は、速やかに行うことが望ましく、特に自発

的健診及び二次健康診断に係る意見の聴取

はできる限り迅速に行うことが適当である」

としている。健康診断の判定は、一定の健康

診断期間ごとに区切って、産業医等が判定

することが多いため、健康診断の実施から

医師の意見聴取まで１ヵ月以上を要するこ

とは少なくないと思われる。しかし、明らか

な異常値が認められた場合に、健康診断実

施機関からいわゆるパニック値として情報

が提供されることがある 32。その場合には、

医師の意見聴取も緊急で行うことが求めら

れる。 

事後措置指針では、「事業者は、就業上の

措置を決定するに当たっては、できる限り

詳しい情報に基づいて行うことが適当であ

ることから、再検査又は精密検査を行う必

要のある労働者に対して、当該再検査又は
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精密検査受診を勧奨するとともに、意見を

聴く医師等に当該検査の結果を提出するよ

う働きかけることが適当である」としてい

る。このような再検査又は精密検査は、診断

の確定や症状の程度を明らかにするもので

あり不可欠なものであるが、結果の確定ま

で数か月を要することは少なくない。その

間の就業制限の取り取扱いについては、事

業場ごとに取り決めておくべき必要がある。

具体的には、「就業判定を保留としておき、

再検査または精密検査の結果が出た段階で、

就業区分をつけ、必要に応じて就業制限を

かける方法」と、「仮の就業判定に基づき就

業制限をかけた上で、結果が確定した段階

で必要に応じて就業制限をかける方法」で

ある。後者には業務への大きな影響をきた

す恐れがあるし、前者にはその間に健康問

題を原因とした問題が発生するリスクが存

在する。それぞれの事業場において、業務に

かかわるリスクに応じた方法が選択される

べきと考えられる。 

再検査又は精密検査の結果の取扱いにつ

いて、解釈例規では、それらの結果に基づき

意見の聴取を事業者に義務付けるものでは

ないが、再検査又は精密検査の受診は、疾病

の早期発見、その後の健康管理等に資する

ことから、事業場でのその取扱いについて、

労使が協議して定めることが望ましいとし

ている 33。 

精密検査の実施に関する判例として、健

康診断の結果、要精密検査の診断が出てい

たのに本人に通知せず運転業務に就かせた

ため、入院を要するまで病勢（肺結核）が進

行するにいたったとして、損害賠償を請求

された事例で、健康診断の結果は労働者自

身も事故の健康管理を行ううえで重要な資

料となるものであり、労働者に健診診断の

結果を通知すべき義務があるものというべ

きであるとして、事業者の責任を認めてい

る 34。一方、定期健康診断の結果により肺結

核にかかっていることが労働者に伝えられ、

診療または精密検査を受けるよう指示した

にもかかわらず、医師の精密検査を受ける

ことを怠り、時期を失して外科手術を受け

ざるをえない状態に至ったが、当該労働者

が、使用者は当時の労基法や安衛則に従っ

て積極的にその就業を禁止すべきだったな

どとして、損害賠償を求めた事件について、

診療および精密検査受検を指示した使用者

は、その結果の報告をもって対応措置をと

れば足り、同人が精密検査を受けず、業種の

転換の申出もせずに病勢が悪化したとして

も、過失責任はないと判断されている 35。ま

た、労働者の出向中にくも膜下出血等を発

症した事故につき、過重労働を否定したう

えで、高血圧症の労働者にとっては過重な

労働であったという主張と理解しても、使

用者がそれを知っていたとは認められない

こと、産業医は降圧剤の投薬を必要とする

ほどの状態ではないと判断し、繰り返し計

測を行って血圧値に注意するように指導す

るなどの適切な指示をしていること、労働

安全衛生法による健康診断は、当該業務上

の配慮をする必要があるか否かを確認する

ことを主たる目的とするものであり、労働

者の疾病そのものの治療を目的とするもの

ではないことなどを考慮し、仮に降圧剤の

投薬を開始するのが望ましい状態であった

としても、被害労働者に降圧剤の投薬を開

始する指示をしなかったからといっても、

産業医に過失があるとは言えないとして、

安全配慮義務違反を否定している 36。 
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要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者

に係る 作業環境、労働時間、労働密度、深

夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷

の状況、過去の健康診断の結果等に関する

情報及び職場巡視の機会を提供し、また、健

康診断の結果のみでは労働者の身体的又は

精神的状態を判断するための情報が十分で

ない場合は、労働者との面接の機会を提供

することが適当である」としており、意見を

聴く医師等が適切に判断できるように情報

を提供することの重要性を強調している。 

「ハ 意見の内容」については、「事業者

は、就業上の措置に関し、その必要性の有

無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医

師等から聴く必要がある」としている。必要

性の有無については、通常勤務、就業制限、

要休業の３区分として、就業制限とは、「勤

務に制限を加える必要のあるもの」という

内容であり、その場合には事業者は、「勤務

による負荷を軽減するため、労働時間の短

縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負

荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深

夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の

措置を講じる」ことになる。医師等が就業制

限の判定を行った場合、事業者が行うべき

就業制限の内容をどこまで具体的に述べる

べきかについては、明確に記述はされてい

ない。しかし、厚生労働省の長時間労働者、

高ストレス者の面接指導に関する報告書・

意見書作成マニュアルに含まれる「医師が

作成する報告書・意見書の様式（例）」では、

就業上の措置として、労働時間の短縮（時間

外労働の制限、時間外労働の禁止、就業時間

を制限、変形労働制または裁量労働制の対

象からの除外）と労働時間以外の項目（就業

場所の変更、作業の転換、深夜業の回数の減

少、昼間勤務への転換）などを選択肢ととも

に、具体的な内容と措置期間を記述できる

様式となっており参考となる。また、事後措

置指針では、作業環境管理及び作業管理を

見直す必要がある場合には、作業環境測定

の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業

方法の改善その他の適切な措置の必要性に

ついて意見を求めるものとするとあるが、

基本的に特殊健康診断を想定したものと考

えられる。（図６）（表４） 

「ニ 意見の聴取の方法と時期」について

は、「事業者は、医師等に対し、労働安全衛

生規則等に基づく健康診断の個人票の様式

中医師等の意見欄に、就業上の措置に関す

る意見を記入することを求めることとする。

なお、記載内容が不明確である場合等につ

いては、当該医師等に内容等の確認を求め

ておくことが適当である。また、意見の聴取

は、速やかに行うことが望ましく、特に自発

的健診及び二次健康診断に係る意見の聴取

はできる限り迅速に行うことが適当である」

としている。健康診断の判定は、一定の健康

診断期間ごとに区切って、産業医等が判定

することが多いため、健康診断の実施から

医師の意見聴取まで１ヵ月以上を要するこ

とは少なくないと思われる。しかし、明らか

な異常値が認められた場合に、健康診断実

施機関からいわゆるパニック値として情報

が提供されることがある 32。その場合には、

医師の意見聴取も緊急で行うことが求めら

れる。 

事後措置指針では、「事業者は、就業上の

措置を決定するに当たっては、できる限り

詳しい情報に基づいて行うことが適当であ

ることから、再検査又は精密検査を行う必

要のある労働者に対して、当該再検査又は
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精密検査受診を勧奨するとともに、意見を

聴く医師等に当該検査の結果を提出するよ

う働きかけることが適当である」としてい

る。このような再検査又は精密検査は、診断

の確定や症状の程度を明らかにするもので

あり不可欠なものであるが、結果の確定ま

で数か月を要することは少なくない。その

間の就業制限の取り取扱いについては、事

業場ごとに取り決めておくべき必要がある。

具体的には、「就業判定を保留としておき、

再検査または精密検査の結果が出た段階で、

就業区分をつけ、必要に応じて就業制限を

かける方法」と、「仮の就業判定に基づき就

業制限をかけた上で、結果が確定した段階

で必要に応じて就業制限をかける方法」で

ある。後者には業務への大きな影響をきた

す恐れがあるし、前者にはその間に健康問

題を原因とした問題が発生するリスクが存

在する。それぞれの事業場において、業務に

かかわるリスクに応じた方法が選択される

べきと考えられる。 

再検査又は精密検査の結果の取扱いにつ

いて、解釈例規では、それらの結果に基づき

意見の聴取を事業者に義務付けるものでは

ないが、再検査又は精密検査の受診は、疾病

の早期発見、その後の健康管理等に資する

ことから、事業場でのその取扱いについて、

労使が協議して定めることが望ましいとし

ている 33。 

精密検査の実施に関する判例として、健

康診断の結果、要精密検査の診断が出てい

たのに本人に通知せず運転業務に就かせた

ため、入院を要するまで病勢（肺結核）が進

行するにいたったとして、損害賠償を請求

された事例で、健康診断の結果は労働者自

身も事故の健康管理を行ううえで重要な資

料となるものであり、労働者に健診診断の

結果を通知すべき義務があるものというべ

きであるとして、事業者の責任を認めてい

る 34。一方、定期健康診断の結果により肺結

核にかかっていることが労働者に伝えられ、

診療または精密検査を受けるよう指示した

にもかかわらず、医師の精密検査を受ける

ことを怠り、時期を失して外科手術を受け

ざるをえない状態に至ったが、当該労働者

が、使用者は当時の労基法や安衛則に従っ

て積極的にその就業を禁止すべきだったな

どとして、損害賠償を求めた事件について、

診療および精密検査受検を指示した使用者

は、その結果の報告をもって対応措置をと

れば足り、同人が精密検査を受けず、業種の

転換の申出もせずに病勢が悪化したとして

も、過失責任はないと判断されている 35。ま

た、労働者の出向中にくも膜下出血等を発

症した事故につき、過重労働を否定したう

えで、高血圧症の労働者にとっては過重な

労働であったという主張と理解しても、使

用者がそれを知っていたとは認められない

こと、産業医は降圧剤の投薬を必要とする

ほどの状態ではないと判断し、繰り返し計

測を行って血圧値に注意するように指導す

るなどの適切な指示をしていること、労働

安全衛生法による健康診断は、当該業務上

の配慮をする必要があるか否かを確認する

ことを主たる目的とするものであり、労働

者の疾病そのものの治療を目的とするもの

ではないことなどを考慮し、仮に降圧剤の

投薬を開始するのが望ましい状態であった

としても、被害労働者に降圧剤の投薬を開

始する指示をしなかったからといっても、

産業医に過失があるとは言えないとして、

安全配慮義務違反を否定している 36。 
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就業区分にある就業制限の判定は、作業内

容と労働者の健康状態との組み合わせで行

われるべきであり、明確な判定基準には馴

染まないため、明確にされていない。しか

し、産業医ごとの就業制限にあまりにも大

きな隔たりがあれば、当然のことながら事

業者からも労働者からも信頼を得ることは

困難となる。そこで、就業制限を行う場合の

理由の類型化（藤野ら、2012）37と一般健康

診断の健診項目に対する専門産業医のコン

センサス調査（Tateishi et al, 2016）36が

行われ、参考にされている。しかし、これら

のコンセンサス調査は、客観的な結果がで

る主に血液検査に対するものである。（表

５） 

 

一般健康診断には、自他覚症状の項目が

存在する。特に自覚症状については、本人し

かわからないものであり、事業者は本人の

愁訴の申出を待つ以外に把握する方法はな

い。そのため、労働者が自己の健康状態の自

覚症状を放置しておいて、その責任までを

使用者に問うわけにはいかない。高血圧症

の基礎疾患を持つフォークリフトの運転手

が高血圧性脳内出血で死亡した事例につい

て、基礎疾患につき健診担当医から注意が

示されておらず、本人が使用者に対して治

療中と偽り、業務の負荷について申告もせ

ず、会社からの「ふるまい酒」を断らずに摂

取していたという前提を踏まえ、「本来自己

の体調の異常や健康障害の兆は、特段の事

情がない限り、自己が真先きに気づくもの

であり、これに基づいて本人自らが健康管

理を配慮するものである」として、会社に予

見可能性がなく、会社の安全配慮義務の不

履行による責任が否定された判例がある 39。

一方、労働者から申し出があった場合には、

使用者はその内容を検討し、産業医の意見

を聴くなどして、本人の健康保持のために

配慮措置が必要か否か、必要なときはどの

ような措置が必要かにつき所要の措置をと

り「病状の増悪の防止、健康回復に必要な措

置を講ずべき義務」を負うことになる。一

方、特殊健康診断については、ABCTR判定と

呼ばれる判定区分を用いて、その後の事後

措置の必要性の意見を出すことが一般的で

ある。特殊健康診断の場合には、一般健康診

断と同様に、労働者の就業上の配慮を行う

ことになるが、作業環境の改善や曝露軽減

のための措置を実施することが大変重要で

ある。 

（表６） 

【課題】 

事後措置指針は、産業医の選任義務のな

い事業場においては、労働者の健康管理等

を行うのに必要な医学に関する知識を有す

る医師等から意見を聴くことが適当であり、

こうした医師が労働者の健康管理等に関す

る相談等に応じる地域産業保健センター事

業の活用を図ること等が適当である、とし

ている。しかし、そのキャパシティーからし

ても、すべての 50人未満の事業場が地域産

業保健センターの事業を活用することはで

きないし、医師の意見には、 (ｲ) 就業区分

及びその内容についての意見と (ﾛ) 作業

環境管理及び作業管理についての意見が含

まれることから、仮に医師等に対する情報

の提供が行われても、実際に事業場を巡視

し、労働者の実態を把握していない医師が

意見を述べることは極めて困難である。そ

こで、健康診断を実施している企業外労働

衛生機関に注目し、産業医契約のない小規
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模事業場に対して就業判定サービスを提供

できる条件について、その統括医師と事務

担当者にヒアリング調査等を行った結果、

企業外労働衛生機関としては、産業医契約

のない小規模事業場の労働者の判定を行う

ためには、1)ある程度職場の状況が把握で

き、2)労働者本人との面談ができることが

必要で、3)面談に必要なマンパワーの確保

と適正な収入が得られる必要があるとの見

解が示された 40 その点事後措置指針では、

「必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、

（中略）職場巡視の機会を提供し、（中略）

身体的又は精神的状態を判断するための情

報が十分でない場合は、労働者との面接の

機会を提供することが適当である」として

いることは特筆に値する。しかし、現実的に

は多くの事業場でそのような対応が行われ

ているとは考えられず、健康診断が労働者

の適正配置に有効に利用されるうえで、大

きな課題と考えられる。 

 

２．健康診断実施後の措置 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の五   

事業者は、前条の規定による医師又は歯

科医師の意見を勘案し、その必要があると

認めるときは、当該労働者の実情を考慮し

て、就業場所の変更、作業の転換、労働時間

の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講

ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設

備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師

の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員

会又は労働時間等設定改善委員会（労働時

間等の設定の改善に関する特別措置法（平

成四年法律第九十号）第七条に規定する労

働時間等設定改善委員会をいう。以下同

じ。）への報告その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

２  厚生労働大臣は、前項の規定により事事

業業者者がが講講ずずべべきき措措置置のの適適切切かかつつ有有効効なな実実施施

をを図図るるたためめ必必要要なな指指針針を公表するものとす

る。 

３  厚生労働大臣は、前項の指針を公表し

た場合において必要があると認めるとき

は、事業者又はその団体に対し、当該指針に

関し必要な指導等を行うことができる。 

 

安衛法第 66 条の 5 に基づき、事業者は、

医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必

要があると認めるときは、当該労働者の実

情を考慮して、就業場所の変更、作業の転

換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等

の措置等の措置を講ずることが求められて

いる。その具体的な指針として、「健康診断

結果に基づき事業者が講ずべき措置に関す

る指針（事後措置指針）」が公表されている。 

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措

置に関する指針（目次） 

平成８年 10 月 １日 健康診断結果措置指

針公示第１号 

最新改正 平成 29 年 4 月 14 日 健康診

断結果措置指針公示第９号  

１ 趣旨    

２ 就業上の措置の決定・実施の手順と留意

事項  

（１）健康診断の実施    

（２）二次健康診断の受診勧奨等   

（３）健康診断の結果についての医師等か

らの意見の聴取    

イ 意見を聴く医師等 

ロ 医師等に対する情報の提供  

ハ 意見の内容  
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就業区分にある就業制限の判定は、作業内

容と労働者の健康状態との組み合わせで行

われるべきであり、明確な判定基準には馴

染まないため、明確にされていない。しか

し、産業医ごとの就業制限にあまりにも大

きな隔たりがあれば、当然のことながら事

業者からも労働者からも信頼を得ることは

困難となる。そこで、就業制限を行う場合の

理由の類型化（藤野ら、2012）37と一般健康

診断の健診項目に対する専門産業医のコン

センサス調査（Tateishi et al, 2016）36が

行われ、参考にされている。しかし、これら

のコンセンサス調査は、客観的な結果がで

る主に血液検査に対するものである。（表

５） 

 

一般健康診断には、自他覚症状の項目が

存在する。特に自覚症状については、本人し

かわからないものであり、事業者は本人の

愁訴の申出を待つ以外に把握する方法はな

い。そのため、労働者が自己の健康状態の自

覚症状を放置しておいて、その責任までを

使用者に問うわけにはいかない。高血圧症

の基礎疾患を持つフォークリフトの運転手

が高血圧性脳内出血で死亡した事例につい

て、基礎疾患につき健診担当医から注意が

示されておらず、本人が使用者に対して治

療中と偽り、業務の負荷について申告もせ

ず、会社からの「ふるまい酒」を断らずに摂

取していたという前提を踏まえ、「本来自己

の体調の異常や健康障害の兆は、特段の事

情がない限り、自己が真先きに気づくもの

であり、これに基づいて本人自らが健康管

理を配慮するものである」として、会社に予

見可能性がなく、会社の安全配慮義務の不

履行による責任が否定された判例がある 39。

一方、労働者から申し出があった場合には、

使用者はその内容を検討し、産業医の意見

を聴くなどして、本人の健康保持のために

配慮措置が必要か否か、必要なときはどの

ような措置が必要かにつき所要の措置をと

り「病状の増悪の防止、健康回復に必要な措

置を講ずべき義務」を負うことになる。一

方、特殊健康診断については、ABCTR判定と

呼ばれる判定区分を用いて、その後の事後

措置の必要性の意見を出すことが一般的で

ある。特殊健康診断の場合には、一般健康診

断と同様に、労働者の就業上の配慮を行う

ことになるが、作業環境の改善や曝露軽減

のための措置を実施することが大変重要で

ある。 

（表６） 

【課題】 

事後措置指針は、産業医の選任義務のな

い事業場においては、労働者の健康管理等

を行うのに必要な医学に関する知識を有す

る医師等から意見を聴くことが適当であり、

こうした医師が労働者の健康管理等に関す

る相談等に応じる地域産業保健センター事

業の活用を図ること等が適当である、とし

ている。しかし、そのキャパシティーからし

ても、すべての 50 人未満の事業場が地域産

業保健センターの事業を活用することはで

きないし、医師の意見には、 (ｲ) 就業区分

及びその内容についての意見と (ﾛ) 作業

環境管理及び作業管理についての意見が含

まれることから、仮に医師等に対する情報

の提供が行われても、実際に事業場を巡視

し、労働者の実態を把握していない医師が

意見を述べることは極めて困難である。そ

こで、健康診断を実施している企業外労働

衛生機関に注目し、産業医契約のない小規
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模事業場に対して就業判定サービスを提供

できる条件について、その統括医師と事務

担当者にヒアリング調査等を行った結果、

企業外労働衛生機関としては、産業医契約

のない小規模事業場の労働者の判定を行う

ためには、1)ある程度職場の状況が把握で

き、2)労働者本人との面談ができることが

必要で、3)面談に必要なマンパワーの確保

と適正な収入が得られる必要があるとの見

解が示された 40 その点事後措置指針では、

「必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、

（中略）職場巡視の機会を提供し、（中略）

身体的又は精神的状態を判断するための情

報が十分でない場合は、労働者との面接の

機会を提供することが適当である」として

いることは特筆に値する。しかし、現実的に

は多くの事業場でそのような対応が行われ

ているとは考えられず、健康診断が労働者

の適正配置に有効に利用されるうえで、大

きな課題と考えられる。 

 

２．健康診断実施後の措置 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の五   

事業者は、前条の規定による医師又は歯

科医師の意見を勘案し、その必要があると

認めるときは、当該労働者の実情を考慮し

て、就業場所の変更、作業の転換、労働時間

の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講

ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設

備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師

の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員

会又は労働時間等設定改善委員会（労働時

間等の設定の改善に関する特別措置法（平

成四年法律第九十号）第七条に規定する労

働時間等設定改善委員会をいう。以下同

じ。）への報告その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

２  厚生労働大臣は、前項の規定により事事

業業者者がが講講ずずべべきき措措置置のの適適切切かかつつ有有効効なな実実施施

をを図図るるたためめ必必要要なな指指針針を公表するものとす

る。 

３  厚生労働大臣は、前項の指針を公表し

た場合において必要があると認めるとき

は、事業者又はその団体に対し、当該指針に

関し必要な指導等を行うことができる。 

 

安衛法第 66 条の 5 に基づき、事業者は、

医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必

要があると認めるときは、当該労働者の実

情を考慮して、就業場所の変更、作業の転

換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等

の措置等の措置を講ずることが求められて

いる。その具体的な指針として、「健康診断

結果に基づき事業者が講ずべき措置に関す

る指針（事後措置指針）」が公表されている。 

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措

置に関する指針（目次） 

平成８年 10 月 １日 健康診断結果措置指

針公示第１号 

最新改正 平成 29 年 4 月 14 日 健康診

断結果措置指針公示第９号  

１ 趣旨    

２ 就業上の措置の決定・実施の手順と留意

事項  

（１）健康診断の実施    

（２）二次健康診断の受診勧奨等   

（３）健康診断の結果についての医師等か

らの意見の聴取    

イ 意見を聴く医師等 

ロ 医師等に対する情報の提供  

ハ 意見の内容  
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（イ）就業区分及びその内容について

の意見  

（ロ）作業環境管理及び作業管理につ

いての意見   

ニ 意見の聴取の方法と時期  

 （４）就業上の措置の決定等    

イ 労働者からの意見の聴取等   

ロ 衛生委員会等への医師等の意見の

報告等   

   （イ）関係者間の連携等   

（ロ）健康診断結果を理由とした不利

益な取扱いの防止  

（５）その他の留意事項    

イ 健康診断結果の通知 

ロ 保健指導     

ニ 健康情報の保護 

ホ 健康診断結果の記録の保存      

 ３ 派遣労働者に対する健康診断に係る留

意事項  

（１）健康診断の実施 

（２）医師に対する情報の提供    

（３）就業上の措置の決定等    

（４）不利益な取扱いの禁止  

（５）特殊健康診断の結果の保存及び通知 

（６）健康情報の保護   

事後措置指針においては、「事業者は、医

師等の意見に基づいて、就業区分に応じた

就業上の措置を決定する場合には、あらか

じめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合

いを通じてその労働者の了解が得られるよ

う努めることが適当である。なお、産業医の

選任義務のある事業場においては、必要に

応じて、産業医の同席の下に労働者の意見

を聴くことが適当である」としている。 

「事業者は、就業上の措置を実施し、又は

当該措置の変更若しくは解除をしようとす

るに当たっては、医師等と他の産業保健ス

タッフとの連携はもちろんのこと、当該事

業場の健康管理部門と人事労務管理部門と

の連携にも十分留意する必要がある。また、

就業上の措置の実施に当たっては、特に労

働者の勤務する職場の管理監督者の理解を

得ることが不可欠であることから、プライ

バシーに配慮しつつ事業者は、当該管理監

督者に対し、就業上の措置の目的、内容等に

ついて理解が得られるよう必要な説明を行

うことが適当である」としており、就業上の

措置の実効性を高めるために有効と考えら

れる。 

就業措置のうち、就業制限については、労

働を一部制限することになるため、健康状

態の推移に応じて見直すべきものと考えら

れる。法令上の規定はないが、事業者は制限

の見直しのための医師の意見をどのような

タイミングおよび方法で聴くか、明確に定

めておくことが望まれる。 

 偽黄斑円孔を原因とする視力の低下に悩

まされている労働者が、自らの健康状態を

理由に業務内容の変更、配置転換等の措置

をなすよう申し入れたにも関わらず、会社

側がそれに対応しなかったことに関して、

労働安全衛生法第 66条第 7項は、その規定

の仕方自体が、同条第 1 項ないし第 3 項あ

るいは第 6 項と異なり、違反する事業者に

罰則を科すことは予定されていないことか

らすると、直ちに、その規定が使用者に命じ

た行為内容が、使用者の労働契約における

本来的履行義務になったとまで認めるのは

困難であるとし、健康に配慮する義務を負

っていることは認められるにしても、付随

的債務にすぎないのであるから、これを根

拠にその履行を直接請求する趣旨で提起さ
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れた請求は理由ないものと言わざるを得な

いとの判断を下している 41。 

 コンピューターソフトウェアー開発等を

目的とする会社で勤務していた労働者が脳

出血で死亡したことにつき、その両親が、死

亡は長時間労働等過重な業務によるストレ

ス等に原因があったとして会社を相手とし

て安全配慮義務違反を理由とする損害賠償

を請求し、会社側の安全配慮義務違反が認

めらえた判決において、安全配慮義務の具

体的な内容として、「適正な労働条件を確保

すること」、「高血圧を増悪させ致命的な合

併症が生じることがないように、持続的な

精神的緊張を伴う過重な業務に就かせない

ようにしたり、業務を軽減すること」が挙げ

られ、上告審もその判断を支持している 4２。

この判決をもとにすれば、すべての労働者

に対して「適正な労働条件を確保すること」、

健康に若干の支障がある労働者については

「健康診断を受診したうえで、労働時間、労

働内容を軽減したり、就労場所を変更する

こと」の措置を、高血圧患者で致命的な合併

症を生じる危険があるものについては、「高

血圧を増悪させ致命的な合併症が生じるこ

とがないように、持続的な精神的緊張を伴

う過重な業務に就かせないようにしたり、

業務を軽減すること」の措置を取るべきこ

ととなる。 

 

３．産業医への情報提供 

【概要と趣旨】 

産業医が事業者に適切な意見を述べるた

めには、事業場や労働者の状況について産

業医に情報提供がなされるとともに、意見

を述べた内容に基づき事業者が行った措置

について、フィードバックされることが必

要となる。安衛法第 13条で規定された産業

医への情報提供について、安衛則第 14条の

２第１項でその内容が規定されている。こ

のうち、第３号「労働者の業務に関する情報

であって産業医が健康管理等を適切に行う

ため必要と認めるもの」については、労働基

準局長通達（基発 0329 第 2 号平成 31 年 3

月 29日）で、「①労働者の作業環境、②労

働時間、③作業態様、④作業負荷の状況、⑤

深夜業等の回数・時間数などのうち、産業医

が労働者の健康管理等を適切に行うために

必要と認めるものが含まれる。」とされてい

る。 

 

さらに、安衛則第 14条の 2第 2項第 1号

で、法第 66条の 5第 1項の規定により既に

講じた措置又は講じようとする措置の内容

に関する情報（これらの措置を講じない場

合にあっては、その旨及びその理由）が定め

られている。すなわち、産業医の意見に対す

る事業者の対応については、産業医にフィ

ードバックされることになる。 

産業医には、安衛法第 13 条第 5 項で、

「産業医は、労働者の健康を確保するため

必要があると認めるときは、事業者に対し、

労働者の健康管理等について必要な勧告を

することができる。この場合において、事業

者は、当該勧告を尊重しなければならない」

とされており、事業者の就業上の措置の内

容が労働者の健康を確保する上で十分では

ないと考えられる場合には、産業医が事業

者に勧告することも検討されることになる。 

安衛法第十三条   

１～３ 略 

４ 産業医を選任した事業者は、産業医に

対し、厚生労働省令で定めるところにより、
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（イ）就業区分及びその内容について

の意見  

（ロ）作業環境管理及び作業管理につ

いての意見   

ニ 意見の聴取の方法と時期  

 （４）就業上の措置の決定等    

イ 労働者からの意見の聴取等   

ロ 衛生委員会等への医師等の意見の

報告等   

   （イ）関係者間の連携等   

（ロ）健康診断結果を理由とした不利

益な取扱いの防止  

（５）その他の留意事項    

イ 健康診断結果の通知 

ロ 保健指導     

ニ 健康情報の保護 

ホ 健康診断結果の記録の保存      

 ３ 派遣労働者に対する健康診断に係る留

意事項  

（１）健康診断の実施 

（２）医師に対する情報の提供    

（３）就業上の措置の決定等    

（４）不利益な取扱いの禁止  

（５）特殊健康診断の結果の保存及び通知 

（６）健康情報の保護   

事後措置指針においては、「事業者は、医

師等の意見に基づいて、就業区分に応じた

就業上の措置を決定する場合には、あらか

じめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合

いを通じてその労働者の了解が得られるよ

う努めることが適当である。なお、産業医の

選任義務のある事業場においては、必要に

応じて、産業医の同席の下に労働者の意見

を聴くことが適当である」としている。 

「事業者は、就業上の措置を実施し、又は

当該措置の変更若しくは解除をしようとす

るに当たっては、医師等と他の産業保健ス

タッフとの連携はもちろんのこと、当該事

業場の健康管理部門と人事労務管理部門と

の連携にも十分留意する必要がある。また、

就業上の措置の実施に当たっては、特に労

働者の勤務する職場の管理監督者の理解を

得ることが不可欠であることから、プライ

バシーに配慮しつつ事業者は、当該管理監

督者に対し、就業上の措置の目的、内容等に

ついて理解が得られるよう必要な説明を行

うことが適当である」としており、就業上の

措置の実効性を高めるために有効と考えら

れる。 

就業措置のうち、就業制限については、労

働を一部制限することになるため、健康状

態の推移に応じて見直すべきものと考えら

れる。法令上の規定はないが、事業者は制限

の見直しのための医師の意見をどのような

タイミングおよび方法で聴くか、明確に定

めておくことが望まれる。 

 偽黄斑円孔を原因とする視力の低下に悩

まされている労働者が、自らの健康状態を

理由に業務内容の変更、配置転換等の措置

をなすよう申し入れたにも関わらず、会社

側がそれに対応しなかったことに関して、

労働安全衛生法第 66 条第 7項は、その規定

の仕方自体が、同条第 1 項ないし第 3 項あ

るいは第 6 項と異なり、違反する事業者に

罰則を科すことは予定されていないことか

らすると、直ちに、その規定が使用者に命じ

た行為内容が、使用者の労働契約における

本来的履行義務になったとまで認めるのは

困難であるとし、健康に配慮する義務を負

っていることは認められるにしても、付随

的債務にすぎないのであるから、これを根

拠にその履行を直接請求する趣旨で提起さ
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れた請求は理由ないものと言わざるを得な

いとの判断を下している 41。 

 コンピューターソフトウェアー開発等を

目的とする会社で勤務していた労働者が脳

出血で死亡したことにつき、その両親が、死

亡は長時間労働等過重な業務によるストレ

ス等に原因があったとして会社を相手とし

て安全配慮義務違反を理由とする損害賠償

を請求し、会社側の安全配慮義務違反が認

めらえた判決において、安全配慮義務の具

体的な内容として、「適正な労働条件を確保

すること」、「高血圧を増悪させ致命的な合

併症が生じることがないように、持続的な

精神的緊張を伴う過重な業務に就かせない

ようにしたり、業務を軽減すること」が挙げ

られ、上告審もその判断を支持している 4２。

この判決をもとにすれば、すべての労働者

に対して「適正な労働条件を確保すること」、

健康に若干の支障がある労働者については

「健康診断を受診したうえで、労働時間、労

働内容を軽減したり、就労場所を変更する

こと」の措置を、高血圧患者で致命的な合併

症を生じる危険があるものについては、「高

血圧を増悪させ致命的な合併症が生じるこ

とがないように、持続的な精神的緊張を伴

う過重な業務に就かせないようにしたり、

業務を軽減すること」の措置を取るべきこ

ととなる。 

 

３．産業医への情報提供 

【概要と趣旨】 

産業医が事業者に適切な意見を述べるた

めには、事業場や労働者の状況について産

業医に情報提供がなされるとともに、意見

を述べた内容に基づき事業者が行った措置

について、フィードバックされることが必

要となる。安衛法第 13条で規定された産業

医への情報提供について、安衛則第 14条の

２第１項でその内容が規定されている。こ

のうち、第３号「労働者の業務に関する情報

であって産業医が健康管理等を適切に行う

ため必要と認めるもの」については、労働基

準局長通達（基発 0329 第 2 号平成 31 年 3

月 29日）で、「①労働者の作業環境、②労

働時間、③作業態様、④作業負荷の状況、⑤

深夜業等の回数・時間数などのうち、産業医

が労働者の健康管理等を適切に行うために

必要と認めるものが含まれる。」とされてい

る。 

 

さらに、安衛則第 14条の 2第 2項第 1号

で、法第 66条の 5第 1項の規定により既に

講じた措置又は講じようとする措置の内容

に関する情報（これらの措置を講じない場

合にあっては、その旨及びその理由）が定め

られている。すなわち、産業医の意見に対す

る事業者の対応については、産業医にフィ

ードバックされることになる。 

産業医には、安衛法第 13 条第 5 項で、

「産業医は、労働者の健康を確保するため

必要があると認めるときは、事業者に対し、

労働者の健康管理等について必要な勧告を

することができる。この場合において、事業

者は、当該勧告を尊重しなければならない」

とされており、事業者の就業上の措置の内

容が労働者の健康を確保する上で十分では

ないと考えられる場合には、産業医が事業

者に勧告することも検討されることになる。 

安衛法第十三条   

１～３ 略 

４ 産業医を選任した事業者は、産業医に

対し、厚生労働省令で定めるところにより、
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労働者の労働時間に関する情報その他の産

業医が労働者の健康管理等を適切に行うた

めに必要な情報として厚生労働省令で定め

るものを提供しなければならない。 

５～６ 略 

 

安衛則第十四条の二  法第十三条第四項

の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げ

る情報とする。 

 一 法第六十六条の五第一項、第六十六

条の八第五項（略）又は第六十六条の十第六

項の規定により既に講じた措置又は講じよ

うとする措置の内容に関する情報（これら

の措置を講じない場合にあつては、その旨

及びその理由） 

 二 略 

 三 略 

２ 法第十三条第四項の規定による情報の

提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応

じ、当該各号に定めるところにより行うも

のとする。 

 一 前項第一号に掲げる情報 法第六十

六条の四、第六十六条の八第四項（略）又は

第六十六条の十第五項の規定による医師又

は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅

滞なく提供すること。 

 二 略 

 三 略 

 

Ⅷ 結果の通知および保健指導 

１． 健康診断結果の通知 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の六   

事業者は、第六十六条第一項から第四項

までの規定により行う健康診断を受けた労

働者に対し、厚生労働省令で定めるところ

により、当該健康診断の結果を通知しなけ

ればならない。 

健康診断を受けた労働者は、その結果に

基づき保健行動を取り、健康の保持増進に

努めることが求められる。そのためには、健

康診断の結果を労働者が速やかに知ること

が重要であり、そこで、安衛法第 66条の 6

で、その結果の通知義務を課し、さらには一

般健康診断については安衛則で遅滞なく通

知することを義務付けている。また、特殊健

康診断についても、各省令で通知が義務付

けられている。 

安衛則第五十一条の四   事業者は、法第六

十六条第四項又は第四十三条、第四十四条

若しくは第四十五条から第四十八条までの

健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、

当該健康診断の結果を通知しなければなら

ない。 

このような通知義務が健康診断を実施す

る以上当然のことと解せられるが、労働安

全衛生法令で義務付けられたのは、一般健

康診断については 1996（平成 8）年の改正

時であり、特殊健康診断については 2005（平

成 17）年であった。解釈例規では、通知の

方法は、総合判定結果だけでなく、各健康診

断の項目ごとの結果も通知する必要がある

ことが示されている。また、結果通知は、安

衛則第 51条の 4で遅滞なく行うことが求め

られているが、多くの健康診断が外部委託

されている現状を考えると、健康診断を委

託した医療機関がどの程度で結果報告を行

うかがポイントとなる 43。このことに関す

る具体的な取り決めはないが、全国労働衛

生団体連合会が労働衛生機関のサービス向

上を目的として実施している労働衛生サー

ビス機能評価機構のサーベイでは、２週間
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以内をめどとすることを求めており一つの

参考となる 44。 

健康診断結果の通知（安衛法第 66条の 6）

の違反は、安衛法第 120条で 50万円以下の

罰金に処することが規定されている。 

 

２．保健指導 

 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の七   

事業者は、第六十六条第一項の規定によ

る健康診断若しくは当該健康診断に係る同

条第五項ただし書の規定による健康診断又

は第六十六条の二の規定による健康診断の

結果、特に健康の保持に努める必要がある

と認める労働者に対し、医師又は保健師に

よる保健指導を行うように努めなければな

らない。 

２  労働者は、前条の規定により通知され

た健康診断の結果及び前項の規定による保

健指導を利用して、 その健康の保持に努め

るものとする。 

 

労働者が、健康診断の結果の通知を受け

ただけで、その内容を理解して、適切な保健

行動を取ることを期待することは困難であ

る。そこで、安衛法第 66 条の 7 第 1 項で、

「事業者は、第 66条第 1項の規定による健

康診断若しくは当該健康診断に係る同条第

5 項ただし書の規定による健康診断又は第

66条の 2の規定による健康診断の結果、特

に健康の保持に努める必要があると認める

労働者に対し、医師又は保健師による保健

指導を行うように努めなければならない。」

としている。 

解釈例規では、保健指導の方法として、面

談による個別指導、文書による指導等の方

法があるとしている。事後措置指針では、そ

の内容として、保健指導として必要に応じ

日常生活面での指導、健康管理に関する情

報の提供、健康診断に基づく再検査又は精

密検査、治療のための受診の勧奨等を行う

ことを具体的な内容として挙げており、医

療機関への受診指導も保健指導に含まれる

45。また、「深夜業に従事する労働者につい

ては、昼間業務に従事する者とは異なる生

活様式を求められていることに配慮し、睡

眠指導や食生活指導等を一層重視した保健

指導を行うよう努めることが必要である」

としているように、安衛法に基づく保健指

導は、仕事内容および仕事による生活時間

への影響などを十分に意識する必要がある。 

 保健指導の対象に関しては、「特に健康の

保持に努める必要があると認める労働者に

対して」とあるがその定義は明確ではない。

保健師の選任に関する法的な規定は存在し

ないため、労働者当たりの産業保健スタッ

フの数は、事業場によって大きく異なって

いる。そのため、労働者全員に対して保健指

導を行う事業場もあれば、ほとんど実施さ

れていない事業場も存在する。事業場の実

情に応じて保健指導の対象を決めて、効果

的な保健指導を実施することが求められる。 

労働者が対象として想定される保健指導

には、安衛法に基づく保健指導のほか、主に

高齢者の医療の確保に関する法律（高齢者

医療確保法：昭和 57 年法律第 80 号）第二

十四条の規定に基づく特定保健指導がある。

高齢者医療確保法では、保険者は、労働安全

衛生法の健康診断の記録の提供を求めるこ

とができることになっている。 

高齢者医療確保法 第二十七条 
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労働者の労働時間に関する情報その他の産

業医が労働者の健康管理等を適切に行うた

めに必要な情報として厚生労働省令で定め

るものを提供しなければならない。 

５～６ 略 

 

安衛則第十四条の二  法第十三条第四項

の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げ

る情報とする。 

 一 法第六十六条の五第一項、第六十六

条の八第五項（略）又は第六十六条の十第六

項の規定により既に講じた措置又は講じよ

うとする措置の内容に関する情報（これら

の措置を講じない場合にあつては、その旨

及びその理由） 

 二 略 

 三 略 

２ 法第十三条第四項の規定による情報の

提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応

じ、当該各号に定めるところにより行うも

のとする。 

 一 前項第一号に掲げる情報 法第六十

六条の四、第六十六条の八第四項（略）又は

第六十六条の十第五項の規定による医師又

は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅

滞なく提供すること。 

 二 略 

 三 略 

 

Ⅷ 結果の通知および保健指導 

１． 健康診断結果の通知 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の六   

事業者は、第六十六条第一項から第四項

までの規定により行う健康診断を受けた労

働者に対し、厚生労働省令で定めるところ

により、当該健康診断の結果を通知しなけ

ればならない。 

健康診断を受けた労働者は、その結果に

基づき保健行動を取り、健康の保持増進に

努めることが求められる。そのためには、健

康診断の結果を労働者が速やかに知ること

が重要であり、そこで、安衛法第 66条の 6

で、その結果の通知義務を課し、さらには一

般健康診断については安衛則で遅滞なく通

知することを義務付けている。また、特殊健

康診断についても、各省令で通知が義務付

けられている。 

安衛則第五十一条の四   事業者は、法第六

十六条第四項又は第四十三条、第四十四条

若しくは第四十五条から第四十八条までの

健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、

当該健康診断の結果を通知しなければなら

ない。 

このような通知義務が健康診断を実施す

る以上当然のことと解せられるが、労働安

全衛生法令で義務付けられたのは、一般健

康診断については 1996（平成 8）年の改正

時であり、特殊健康診断については 2005（平

成 17）年であった。解釈例規では、通知の

方法は、総合判定結果だけでなく、各健康診

断の項目ごとの結果も通知する必要がある

ことが示されている。また、結果通知は、安

衛則第 51条の 4で遅滞なく行うことが求め

られているが、多くの健康診断が外部委託

されている現状を考えると、健康診断を委

託した医療機関がどの程度で結果報告を行

うかがポイントとなる 43。このことに関す

る具体的な取り決めはないが、全国労働衛

生団体連合会が労働衛生機関のサービス向

上を目的として実施している労働衛生サー

ビス機能評価機構のサーベイでは、２週間
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以内をめどとすることを求めており一つの

参考となる 44。 

健康診断結果の通知（安衛法第 66条の 6）

の違反は、安衛法第 120条で 50 万円以下の

罰金に処することが規定されている。 

 

２．保健指導 

 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の七   

事業者は、第六十六条第一項の規定によ

る健康診断若しくは当該健康診断に係る同

条第五項ただし書の規定による健康診断又

は第六十六条の二の規定による健康診断の

結果、特に健康の保持に努める必要がある

と認める労働者に対し、医師又は保健師に

よる保健指導を行うように努めなければな

らない。 

２  労働者は、前条の規定により通知され

た健康診断の結果及び前項の規定による保

健指導を利用して、 その健康の保持に努め

るものとする。 

 

労働者が、健康診断の結果の通知を受け

ただけで、その内容を理解して、適切な保健

行動を取ることを期待することは困難であ

る。そこで、安衛法第 66 条の 7 第 1 項で、

「事業者は、第 66 条第 1項の規定による健

康診断若しくは当該健康診断に係る同条第

5 項ただし書の規定による健康診断又は第

66条の 2の規定による健康診断の結果、特

に健康の保持に努める必要があると認める

労働者に対し、医師又は保健師による保健

指導を行うように努めなければならない。」

としている。 

解釈例規では、保健指導の方法として、面

談による個別指導、文書による指導等の方

法があるとしている。事後措置指針では、そ

の内容として、保健指導として必要に応じ

日常生活面での指導、健康管理に関する情

報の提供、健康診断に基づく再検査又は精

密検査、治療のための受診の勧奨等を行う

ことを具体的な内容として挙げており、医

療機関への受診指導も保健指導に含まれる

45。また、「深夜業に従事する労働者につい

ては、昼間業務に従事する者とは異なる生

活様式を求められていることに配慮し、睡

眠指導や食生活指導等を一層重視した保健

指導を行うよう努めることが必要である」

としているように、安衛法に基づく保健指

導は、仕事内容および仕事による生活時間

への影響などを十分に意識する必要がある。 

 保健指導の対象に関しては、「特に健康の

保持に努める必要があると認める労働者に

対して」とあるがその定義は明確ではない。

保健師の選任に関する法的な規定は存在し

ないため、労働者当たりの産業保健スタッ

フの数は、事業場によって大きく異なって

いる。そのため、労働者全員に対して保健指

導を行う事業場もあれば、ほとんど実施さ

れていない事業場も存在する。事業場の実

情に応じて保健指導の対象を決めて、効果

的な保健指導を実施することが求められる。 

労働者が対象として想定される保健指導

には、安衛法に基づく保健指導のほか、主に

高齢者の医療の確保に関する法律（高齢者

医療確保法：昭和 57 年法律第 80 号）第二

十四条の規定に基づく特定保健指導がある。

高齢者医療確保法では、保険者は、労働安全

衛生法の健康診断の記録の提供を求めるこ

とができることになっている。 

高齢者医療確保法 第二十七条 
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1 略 

2 保険者は、加入者を使用している事業者

等又は使用していた事業者等に対し、厚生

労働省令で定めるところにより、労働安全

衛生法その他の法令に基づき当該事業者等

が保存している当該加入者に係る健康診断

に関する記録の写しを提供するよう求める

ことができる。 

3 前二項の規定により、特定健康診査若し

くは特定保健指導に関する記録又は健康診

断に関する記録の写しの提供を求められた

他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令

で定めるところにより、当該記録の写しを

提供しなければならない。 

【課題】 

労働者については労働安全衛生法に基づ

く一般定期健康診断が優先され、重複して

健康診断が実施されることはないような対

応がなされているが、特定保健指導は健康

保険組合等の医療保険者またはその委託を

受けた機関が行っているため、対象者や実

施スケジュールが必ずしも企業と共有され

ているわけではない。そのため、同一の労働

者に重複して保健指導が行われたり、方向

性が異なる指導が行われたりする可能性が

ある。事後措置指針では、「労働安全衛生法

第 66条の 7第 1項の規定に基づく保健指導

を行う医師又は保健師にこれらの特定保健

指導の内容を伝えるよう働きかけることが

適当である」としているが、医師・保健師が、

特定保健指導の受診の事実を知らない中で、

情報を伝えるように促すことは容易ではな

く、この重複は一つの課題となる。昨今、健

康経営においては、医療保険者と事業者の

積極的な連携（いわゆるコラボヘルス）が推

奨されている 46。この連携においては、主に

個人情報保護などの障害が存在するが、両

者の対話を通じて、役割分担や連携方法を

明確にして、より多くの労働者に対する効

果的な保健指導の実施が望まれる。 

 

Ⅸ 健康診断結果報告 

【概要と趣旨】 

健康診断のうち、一般定期健康診断（安衛

則第 44四条）、特定業務従事者健康診断（安

衛則第 45 条）、常時 50 人以上の労働者を

使用する事業者は、遅滞なく、定期健康診断

結果報告書様式第 6 号を所轄労働基準監督

署長に提出しなければならないとされてい

る。また、特殊健康診断については、それぞ

れの省令で、事業場規模に関わらず、報告義

務が課せられ、その様式が定められている。 

安衛則第五十二条   常時五十人以上の労

働者を使用する事業者は、第四十四条、第四

十五条又は第四十八条の健康診断（定期の

ものに限る。）を行なつたときは、遅滞な

く、定期健康診断結果報告書様式第六号（表

面）（裏面）を所轄労働基準監督署長に提出

しなければならない。 

 

（例として、有機溶剤中毒予防規則の規定

を示す。） 

有機則第三十条の三  事業者は、第二十九

条第二項、第三項又は第五項の健康診断（定

期のものに限る。）を行つたときは、遅滞な

く、有機溶剤等健康診断結果報告書様式第

三号の二（表面）（裏面）を所轄労働基準監

督署長に提出しなければならない。 

それぞれについて、「所見のあった者の人

数」および「医師の指示人数」の記載欄があ

る。このうち、「医師の指示人数」について

は、健康診断の結果、要医療、要精密検査等
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医師による指示のあった者の数を記入する

こととされている。そして厚生労働省は、こ

の結果をもとに、有所見率等の統計を公表

している 47。 

「医師の指示人数」については、「健康診

断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関

する指針」で、「事業者は、労働安全衛生法

第 66条第 1項から第 4項までの規定に定め

るところにより、労働者に対し医師等によ

る健康診断を実施し、当該労働者ごとに診

断区分（異常なし、要観察、 要医療等の区

分をいう。以下同じ。）に関する医師等の判

定を受けるものとする。」とされており、こ

の判定までをもって健康診断の実施とみな

しており、その状況を確認するという意味

合いを持つと考えられる。 

【課題】 

「所見のあった者」とは、労働者の健康状

況を把握し、現に統計が公表されているこ

とから、本来であればその基準が示される

べきと考えられるが、各医師の判断が優先

されることになるため、この数値は現時点

では意味をなさないばかりか、基準がない

データの統計情報による混乱が生じている

可能性がある。一方、安衛法第 66条の 4で、

異常の所見があると診断された労働者につ

いては、厚生労働省令で定めるところによ

り、医師又は歯科医師の意見を聴かなけれ

ばならないとされ、事後措置指針では、就業

上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべ

き措置の内容等に係る意見を医師等から聴

く必要があり、当該労働者に係る就業区分

及びその内容に関する医師等の判断を区分

によって求めるものとするとされている。

しかし、この区分についての報告義務が存

在しないため、事後措置の実施状況が必ず

しも把握できていない。しばしば、労働基準

監督署が臨検を行う際、健康診断結果票へ

の就業区分の記載状況を確認している。健

康診断の適切な実施状況を把握することを

目的とするのであれば、医師の指示人数に

併せて、法令上の義務である医師の意見の

状況を記載させることも考えられる。 

 

Ⅹ 派遣労働者に対する適用 

【概要と趣旨】 

 労働者派遣事業においては、雇用関係が

ある派遣元が、事業者として派遣労働者の

労働安全衛生法上の責任を負うことが基本

であるが、 派遣先も派遣労働者を自らの指

揮命令の下において自社の機械設備と作業

方法に沿って生産活動に従事させているこ

とに伴い、安全と健康の確保の責任を分担

している。派遣先事業者への労働安全衛生

法の適用の特例を明確にしている。 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律 

（労働安全衛生法の適用に関する特例等） 

第四十五条 労働者がその事業における派

遣就業のために派遣されている派遣先の事

業に関しては、当該派遣先の事業を行う者

もまた当該派遣中の労働者を使用する事業

者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の

事業を行う者にもまた使用される労働者と

みなして、（中略）第六十六条の五第一項、

(中略)を適用する。（後略） 

２ 略 

３ 労働者がその事業における派遣就業の

ために派遣されている派遣先の事業に関し

ては、当該派遣先の事業を行う者を当該派

遣中の労働者を使用する事業者と、当該派

遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者
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1 略 

2 保険者は、加入者を使用している事業者

等又は使用していた事業者等に対し、厚生

労働省令で定めるところにより、労働安全

衛生法その他の法令に基づき当該事業者等

が保存している当該加入者に係る健康診断

に関する記録の写しを提供するよう求める

ことができる。 

3 前二項の規定により、特定健康診査若し

くは特定保健指導に関する記録又は健康診

断に関する記録の写しの提供を求められた

他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令

で定めるところにより、当該記録の写しを

提供しなければならない。 

【課題】 

労働者については労働安全衛生法に基づ

く一般定期健康診断が優先され、重複して

健康診断が実施されることはないような対

応がなされているが、特定保健指導は健康

保険組合等の医療保険者またはその委託を

受けた機関が行っているため、対象者や実

施スケジュールが必ずしも企業と共有され

ているわけではない。そのため、同一の労働

者に重複して保健指導が行われたり、方向

性が異なる指導が行われたりする可能性が

ある。事後措置指針では、「労働安全衛生法

第 66条の 7第 1項の規定に基づく保健指導

を行う医師又は保健師にこれらの特定保健

指導の内容を伝えるよう働きかけることが

適当である」としているが、医師・保健師が、

特定保健指導の受診の事実を知らない中で、

情報を伝えるように促すことは容易ではな

く、この重複は一つの課題となる。昨今、健

康経営においては、医療保険者と事業者の

積極的な連携（いわゆるコラボヘルス）が推

奨されている 46。この連携においては、主に

個人情報保護などの障害が存在するが、両

者の対話を通じて、役割分担や連携方法を

明確にして、より多くの労働者に対する効

果的な保健指導の実施が望まれる。 

 

Ⅸ 健康診断結果報告 

【概要と趣旨】 

健康診断のうち、一般定期健康診断（安衛

則第 44四条）、特定業務従事者健康診断（安

衛則第 45 条）、常時 50 人以上の労働者を

使用する事業者は、遅滞なく、定期健康診断

結果報告書様式第 6 号を所轄労働基準監督

署長に提出しなければならないとされてい

る。また、特殊健康診断については、それぞ

れの省令で、事業場規模に関わらず、報告義

務が課せられ、その様式が定められている。 

安衛則第五十二条   常時五十人以上の労

働者を使用する事業者は、第四十四条、第四

十五条又は第四十八条の健康診断（定期の

ものに限る。）を行なつたときは、遅滞な

く、定期健康診断結果報告書様式第六号（表

面）（裏面）を所轄労働基準監督署長に提出

しなければならない。 

 

（例として、有機溶剤中毒予防規則の規定

を示す。） 

有機則第三十条の三  事業者は、第二十九

条第二項、第三項又は第五項の健康診断（定

期のものに限る。）を行つたときは、遅滞な

く、有機溶剤等健康診断結果報告書様式第

三号の二（表面）（裏面）を所轄労働基準監

督署長に提出しなければならない。 

それぞれについて、「所見のあった者の人

数」および「医師の指示人数」の記載欄があ

る。このうち、「医師の指示人数」について

は、健康診断の結果、要医療、要精密検査等
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医師による指示のあった者の数を記入する

こととされている。そして厚生労働省は、こ

の結果をもとに、有所見率等の統計を公表

している 47。 

「医師の指示人数」については、「健康診

断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関

する指針」で、「事業者は、労働安全衛生法

第 66条第 1項から第 4項までの規定に定め

るところにより、労働者に対し医師等によ

る健康診断を実施し、当該労働者ごとに診

断区分（異常なし、要観察、 要医療等の区

分をいう。以下同じ。）に関する医師等の判

定を受けるものとする。」とされており、こ

の判定までをもって健康診断の実施とみな

しており、その状況を確認するという意味

合いを持つと考えられる。 

【課題】 

「所見のあった者」とは、労働者の健康状

況を把握し、現に統計が公表されているこ

とから、本来であればその基準が示される

べきと考えられるが、各医師の判断が優先

されることになるため、この数値は現時点

では意味をなさないばかりか、基準がない

データの統計情報による混乱が生じている

可能性がある。一方、安衛法第 66条の 4で、

異常の所見があると診断された労働者につ

いては、厚生労働省令で定めるところによ

り、医師又は歯科医師の意見を聴かなけれ

ばならないとされ、事後措置指針では、就業

上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべ

き措置の内容等に係る意見を医師等から聴

く必要があり、当該労働者に係る就業区分

及びその内容に関する医師等の判断を区分

によって求めるものとするとされている。

しかし、この区分についての報告義務が存

在しないため、事後措置の実施状況が必ず

しも把握できていない。しばしば、労働基準

監督署が臨検を行う際、健康診断結果票へ

の就業区分の記載状況を確認している。健

康診断の適切な実施状況を把握することを

目的とするのであれば、医師の指示人数に

併せて、法令上の義務である医師の意見の

状況を記載させることも考えられる。 

 

Ⅹ 派遣労働者に対する適用 

【概要と趣旨】 

 労働者派遣事業においては、雇用関係が

ある派遣元が、事業者として派遣労働者の

労働安全衛生法上の責任を負うことが基本

であるが、 派遣先も派遣労働者を自らの指

揮命令の下において自社の機械設備と作業

方法に沿って生産活動に従事させているこ

とに伴い、安全と健康の確保の責任を分担

している。派遣先事業者への労働安全衛生

法の適用の特例を明確にしている。 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律 

（労働安全衛生法の適用に関する特例等） 

第四十五条 労働者がその事業における派

遣就業のために派遣されている派遣先の事

業に関しては、当該派遣先の事業を行う者

もまた当該派遣中の労働者を使用する事業

者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の

事業を行う者にもまた使用される労働者と

みなして、（中略）第六十六条の五第一項、

(中略)を適用する。（後略） 

２ 略 

３ 労働者がその事業における派遣就業の

ために派遣されている派遣先の事業に関し

ては、当該派遣先の事業を行う者を当該派

遣中の労働者を使用する事業者と、当該派

遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者
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に使用される労働者とみなして、労働安全

衛生法（中略）第六十六条第二項前段及び後

段（派遣先の事業を行う者が同項後段の政

令で定める業務に従事させたことのある労

働者（派遣中の労働者を含む。）に係る部分

に限る。以下この条において同じ。）、第三

項、第四項（同法第六十六条第二項前段及び

後段並びに第三項の規定に係る部分に限

る。以下この条において同じ。）並びに第五

項（同法第六十六条第二項前段及び後段、第

三項並びに第四項の規定に係る部分に限

る。以下この条において同じ。）、第六十六

条の三（同法第六十六条第二項前段及び後

段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係

る部分に限る。以下この条において同じ。）、

第六十六条の四（中略）を適用する。（後略） 

【課題】 

労働者派遣法第 45条第 1項では、医師等

の意見に基づく就業上の措置（安衛法 66条

の 5）の責任を派遣元事業者と共有すること

になっている。前述の事後措置指針では、

「派遣労働者に対する健康診断に係る留意

事項」で、不利益な取扱いの禁止を示してい

るが、派遣元事業者は、派遣先事業者の求め

に応じて一定の業務を行うことができる労

働者を派遣しているという性質上、その求

め自体の履行に影響があるような制限をか

けることは困難であり、制限の内容によっ

ては派遣元事業者は派遣される労働者を入

れ替えることになる可能性が大きく、派遣

労働者の就業上の措置は容易ではない。 

また、第 3 項では、特殊健康診断を定め

る安衛法第 66条第 2項とその事後措置に関

しては、派遣先事業者の責任として位置付

けている。特殊健康診断は、有害環境に従事

する労働者の健康障害を早期に発見すると

ともに、ばく露の程度を把握して職場環境

や作業方法の改善に結び付けることが目的

であり、そのような作業環境や作業方法の

もとでの労働をさせている派遣先事業者が

責任を持つことは当然のことと考えられる 

 

Ｄ．考察 および Ｅ．結論 

 一般健康診断と特殊健康診断とで異なる

考察が求められる。いずれの場合にも、健康

診断は、どのような対象に、どのような項目

で実施するか、といった要素が重要となる。

また、健康診断は、その結果が活用されて初

めて意味を持つが、健診結果を労働者にフ

ィードバックし、合わせて産業保健専門職

が結果をもとに事業者および労働者に働き

かけ、そのうえで、必要な対応を図ることが

必要となる。一般健診および特殊健診とも、

法令で対象者と項目を明確に規定し、さら

に事後措置の流れを具体的に規定している。

そのことによって、健康診断および事後措

置が多くの事業場で確実に実施されること

に繋がっている。 
 しかし、健康診断の現行制度には、以下の

ようないくつかの課題も存在する。 
 一般健康診断に含まれる特定業務従

事者健診の位置づけが不明確なこと 
 一般健診によって評価される職務適

性が幅広く想定されているにもかか

わらず、労働時間が短いことなどで

パートタイマーが対象となっていな

いこと 
 健診項目が、特定健康診査が目的と

するような脳・心臓疾患の発症リス

クに関連する項目に限定される方向

にあること 
 一般健康診断の法定項目のうち、既

分担研究報告書（森 晃爾） 

 

往歴の聴取の内容に具体的な指針が

存在しないこと 
 想定される一般健康診断の項目の省

略手順が、多くの健診が外部委託さ

れている実態から考えて現実的では

ないこと 
 特殊健康診断において、「常時従事す

る労働者」の定義が不明確であり、過

剰な特殊健康診断が実施される可能

性があること 
 法令で特殊健康診断の対象となって

いる物質は、極めて限られた物質で

あるが、本来、リスクアセスメントの

結果必要がある場合には自主的に行

われるべき特殊健診がほとんど実施

されていないこと 
 特殊健康診断の健診項目について、

最新のエビデンスに基づく見直しに

長い時間を要すること 
 現状の目的から考えて、一般健康診

断も、労働時間内に実施することを

基本とすべきであること 
 事業者が健康診断を外部委託する際

に、その精度や質の管理状況に対し

て、意識が低いこと 
 保健指導の実施において、特定保健

指導の実施との連携が必ずしも図ら

れていないこと 
 産業医の選任義務のない事業場にお

いては、事業場の実態に則した医師

の意見が聴取できないこと 
 労働基準監督署への報告について、

基準が存在しないため、集計データ

に統計的な意味をもたないこと 
 派遣労働者に対する健康診断後の就

業措置が困難なこと 

 今後、より有効な健康診断制度に向けた

改善のために、継続的な議論が行われるべ

きである。その多くは、専門性の高い産業保

健専門職の助言にもとづき、必要に応じて

事業者が自主的に実施すれば対応できる課

題である。しかし、法令の詳細な規定が、そ

のような行動を抑制している可能性もある。

そのため、議論を行うに当たっては、確実な

実施と柔軟な対応を両立できるような仕組

みの構築が必要であると考えられた。 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

 なし 

2．学会発表 

  なし 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

  該当せず。 

2．実用新案登録 

  該当せず。 

3．その他 

  該当せず。 
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に使用される労働者とみなして、労働安全

衛生法（中略）第六十六条第二項前段及び後

段（派遣先の事業を行う者が同項後段の政

令で定める業務に従事させたことのある労

働者（派遣中の労働者を含む。）に係る部分

に限る。以下この条において同じ。）、第三

項、第四項（同法第六十六条第二項前段及び

後段並びに第三項の規定に係る部分に限

る。以下この条において同じ。）並びに第五

項（同法第六十六条第二項前段及び後段、第

三項並びに第四項の規定に係る部分に限

る。以下この条において同じ。）、第六十六

条の三（同法第六十六条第二項前段及び後

段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係

る部分に限る。以下この条において同じ。）、

第六十六条の四（中略）を適用する。（後略） 

【課題】 

労働者派遣法第 45条第 1項では、医師等

の意見に基づく就業上の措置（安衛法 66条

の 5）の責任を派遣元事業者と共有すること

になっている。前述の事後措置指針では、

「派遣労働者に対する健康診断に係る留意

事項」で、不利益な取扱いの禁止を示してい

るが、派遣元事業者は、派遣先事業者の求め

に応じて一定の業務を行うことができる労

働者を派遣しているという性質上、その求

め自体の履行に影響があるような制限をか

けることは困難であり、制限の内容によっ

ては派遣元事業者は派遣される労働者を入

れ替えることになる可能性が大きく、派遣

労働者の就業上の措置は容易ではない。 

また、第 3 項では、特殊健康診断を定め

る安衛法第 66条第 2項とその事後措置に関

しては、派遣先事業者の責任として位置付

けている。特殊健康診断は、有害環境に従事

する労働者の健康障害を早期に発見すると

ともに、ばく露の程度を把握して職場環境

や作業方法の改善に結び付けることが目的

であり、そのような作業環境や作業方法の

もとでの労働をさせている派遣先事業者が

責任を持つことは当然のことと考えられる 

 

Ｄ．考察 および Ｅ．結論 

 一般健康診断と特殊健康診断とで異なる

考察が求められる。いずれの場合にも、健康

診断は、どのような対象に、どのような項目

で実施するか、といった要素が重要となる。

また、健康診断は、その結果が活用されて初

めて意味を持つが、健診結果を労働者にフ

ィードバックし、合わせて産業保健専門職

が結果をもとに事業者および労働者に働き

かけ、そのうえで、必要な対応を図ることが

必要となる。一般健診および特殊健診とも、

法令で対象者と項目を明確に規定し、さら

に事後措置の流れを具体的に規定している。

そのことによって、健康診断および事後措

置が多くの事業場で確実に実施されること

に繋がっている。 
 しかし、健康診断の現行制度には、以下の

ようないくつかの課題も存在する。 
 一般健康診断に含まれる特定業務従

事者健診の位置づけが不明確なこと 
 一般健診によって評価される職務適

性が幅広く想定されているにもかか

わらず、労働時間が短いことなどで

パートタイマーが対象となっていな

いこと 
 健診項目が、特定健康診査が目的と

するような脳・心臓疾患の発症リス

クに関連する項目に限定される方向

にあること 
 一般健康診断の法定項目のうち、既
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往歴の聴取の内容に具体的な指針が

存在しないこと 
 想定される一般健康診断の項目の省

略手順が、多くの健診が外部委託さ

れている実態から考えて現実的では

ないこと 
 特殊健康診断において、「常時従事す

る労働者」の定義が不明確であり、過

剰な特殊健康診断が実施される可能

性があること 
 法令で特殊健康診断の対象となって

いる物質は、極めて限られた物質で

あるが、本来、リスクアセスメントの

結果必要がある場合には自主的に行

われるべき特殊健診がほとんど実施

されていないこと 
 特殊健康診断の健診項目について、

最新のエビデンスに基づく見直しに

長い時間を要すること 
 現状の目的から考えて、一般健康診

断も、労働時間内に実施することを

基本とすべきであること 
 事業者が健康診断を外部委託する際

に、その精度や質の管理状況に対し

て、意識が低いこと 
 保健指導の実施において、特定保健

指導の実施との連携が必ずしも図ら

れていないこと 
 産業医の選任義務のない事業場にお

いては、事業場の実態に則した医師

の意見が聴取できないこと 
 労働基準監督署への報告について、

基準が存在しないため、集計データ

に統計的な意味をもたないこと 
 派遣労働者に対する健康診断後の就

業措置が困難なこと 

 今後、より有効な健康診断制度に向けた

改善のために、継続的な議論が行われるべ

きである。その多くは、専門性の高い産業保

健専門職の助言にもとづき、必要に応じて

事業者が自主的に実施すれば対応できる課

題である。しかし、法令の詳細な規定が、そ

のような行動を抑制している可能性もある。

そのため、議論を行うに当たっては、確実な

実施と柔軟な対応を両立できるような仕組

みの構築が必要であると考えられた。 
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表１ 特定業務従事者健診の対象となる基準と許容濃度等との比較 

（伊藤直人らの論文 7を一部修正） 

 

 

図３ 一般的健康診断の項目の変遷 

対象 法令の基準
(1178号通達）

日本産業衛生学会
許容濃度等

備考

暑熱 WBGT
屋外：36.75（℃）
屋内：37.75（℃）

WBGT：26.5～32.5（℃）
作業強度により異なる

1178通達の基準である、乾球温度摂氏40℃、湿球温度摂氏
32.5℃、黒球寒暖計示摂氏温度50度とした場合のWBGTと
して算出
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亜硫酸 10(ppm) －
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-3
～10

-4
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 図４ 混合溶剤の液相と気相での混合比の違い 

 
 

 

図５ リスクアセスメント努力義務の概要 
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図６：健康診断と事後措置の流れ 

 
 

表２ 健康診断結果の保存期間 

有害要因 保存期間 

粉じん（じん肺法） 7年 

石綿（石綿則） 40年 

電離放射線（電離則） 30年 

特定化学物質のうち、特定管理物質（特化則） 30年 

その他（一般健康診断を含む） 5年 
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表３ 心身の状態の情報の分類と取扱いの原則 

心身の状態の情報の分類 左欄の分類に該当する心身の状態
の情報の例 

心身の状態の情報の取扱いの
原則 

①労働安全衛生法令に基
づき 事業者が直接取り扱
うこととされており、 労
働安全衛生法令に定める
義務を履行する ために、
事業者が必ず取り扱わな
ければならない心身の状
態の情報 

(a)健康診断の受診・未受診の情報 

(b)長時間労働者による面接指導の
申出 の有無 

(c)ストレスチェックの結果、 高ス
トレスと判定された者による面接
指導の申出の有無 

(d)健康診断の事後措置について 

医師 から聴取した意見 

(ｅ）長時間労働者に対する面接指
導の事後措置について医師から聴
取した意見 

(f)ストレスチェックの結果、 高ス
トレスと判定された者に対する面
接指導の 事後措置について医師か
ら聴取した意見 

全ての情報をその取扱いの 

目的の達成に必要な範囲を踏
まえて、事業者等が取り扱う
必要がある。ただし、それらに
付随する健康診断の結果等の
心身の状態の情報について
は、②の取扱いの原則に従っ
て取り扱う必要がある。 

②労働安全衛生法令に基
づき 事業者が労働者本人
の同意を得ずに収集する
ことが可能であるが、事業
場ごとの取扱規程により
事業者等の内部における
適正な取扱いを定めて運
用することが適当である
心身の状態の情報 

(a)健康診断の結果（法定の項目） 

(b)健康診断の再検査の結果（法定
の項目と同一のものに限る 。 

(c)長時間労働者に対する面接指導
の結果 

(d)ストレスチェックの結果、 高ス
トレスと判定された者に対する面
接指導の結果 

事業者等は、当該情報の取扱
いの目的の達成に必要な範囲 

を踏まえて、取り扱うことが 

適切である。そのため、事業場
の状況に応じて、情報を取り
扱う者を制限する・情報を加
工する等、事業者等の内部に
おける適切な取扱いを取扱規
程に定め、また、当該取扱いの
目的及び方法等について労働
者が十分に認識できるよう、
丁寧な説明を行う等の当該取
扱いに対する労働者の納得性
を高める措置を講じた上で、
取扱規程を運用する必要があ
る 。 

③労働安全衛生法令にお
いて事業者が直接取り扱

(a)健康診断の結果 法定外項目 

(b)保健指導の結果 

個人情報の保護に関する法律 

に基づく 適切な取扱いを確
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うこと について規定され
ていないため、あらかじめ
労働者本人の同意を得る
ことが必要であり、事業場
ごとの取扱規程により事
業者等の内部における適
正な取扱いを定めて運用
することが必要である心
身の状態の情報 

(c)健康診断の再検査の結果（法定
の項目と同一のものを除く 。） 

(d)健康診断の精密検査の結 

果 

(e)健康相談の結果 

(f)がん検診の結果 

(g)職場復帰のための面接指 

導の結果 

(h)治療と仕事の両立支援等のため
の医師の意見書 

(i)通院状況等疾病管理のための情
報 

保するため、事業場ごとの取
扱規程に則った対応を講じる
必要がある。 

 
 

表４ 就業措置の区分 

就業内容 
就業上の措置の内容 

区 分 内容 

通常勤務 通常の勤務でよいもの － 

就業制限 勤務に制限を加える必要のあ
るもの 

勤務による負荷を軽減するため、労働時
間の短縮、出張の制限、時間外労働の制
限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場
所の変更、深夜勤務の回数の減少、昼間
勤務への転換等の措置を講じる。 

要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間
勤務させない措置を講じる。 
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表５ 産業医が実施する就業措置の類型 37 

類 型 具体例 

類型１ 就業が疾病経過に影響を与
える場合の配慮 

 心不全のある労働者に対する過度な筋作業の禁止 
 重度の高血圧未治療者に対する深夜勤務の禁止 
 腰痛保持者の筋労働の制限 
 職場不適応によるメンタルヘルス不調が生じた労

働者の配置転換 

類型２ 事故・公衆災害リスクの予
防 

 糖尿病コントロールが不良の労働者の高所におけ
る暑熱作業の禁止 

 意識消失発作をきたす疾患を持つ労働者の運転作
業の禁止 

類型３ 健康管理（保健指導・受診勧
奨） 

 受診行動を促すために、高血圧を放置している労
働者に対する運転作業の禁止や残業の禁止 

類型４ 企業・職場への注意喚起  過重労働が頻発する職場で，高血圧の管理が不十
分な労働者に一律 45 時間以上の残業を禁止 

類型５ 適性判断  弱視のある労働者に対する VDT 作業の制限 
 発達障害により計算能力が低い労働者に対して、

高度な計算が求められる部署への配属を制限 
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働者に対する運転作業の禁止や残業の禁止 

類型４ 企業・職場への注意喚起  過重労働が頻発する職場で，高血圧の管理が不十
分な労働者に一律 45 時間以上の残業を禁止 

類型５ 適性判断  弱視のある労働者に対する VDT 作業の制限 
 発達障害により計算能力が低い労働者に対して、

高度な計算が求められる部署への配属を制限 
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表６ 特殊健診の判定区分と事後措置 

区 分 所 見 事後措置 

管理 A 
第一次健康診断の全ての検査項目に
異常が認められない場合 

措置不要 

管理 B 

１ 

第一次健康診断のある検査項目に異
常を認めるが、医師が第二次健康診
断を必要としないと判断した場合 

経過観察 

２ 

健康診断の結果、管理Ｃには該当し
ないが、当該因子によるかまたは当
該因子による疑いのある異常が認め
られる場合 

当該業務への就業制限 

管理 C 
第二次健康診断の結果、治療を要す
ると認められる場合 

就業禁止 

管理 R 

健康診断の結果、当該因子による疾
病または異常を認めないが、当該業
務に就業することにより増悪するお
それのある疾患にかかっている場合
または異常が認められる場合 

当該業務への就業制限、当該疾病お
よび異常に対する療養その他の措置 

管理 T 

健康診断の結果、当該因子以外の原
因による疾病にかかっている場合ま
たは異常が認められる場合（管理Ｒ
に属するものを除く） 

当該疾病に対する療養、その他の措
置 
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化化学学物物質質にによよるる健健康康障障害害防防止止対対策策のの現現状状とと課課題題 

  
分担研究者 森 晃爾  

産業医科大学・産業生態科学研究所・産業保健経営学研究室 
 

研究要旨 
産業界では、極めて多くの化学物質が使用されており、その中には有害性に関する情

報が十分なものから、ほとんど情報がないものまで存在する。それらの化学物質を取り

扱う労働者の健康障害を防ぐためには、法令による規制と事業者による自律的管理の双

方が重要である。 
化学物質による健康障害を防止するための労働衛生管理においては、化学物質の発散

から労働者の曝露を経て、健康障害が発生する過程に対して、作業環境管理、作業管

理、健康管理の３管理のアプローチが基本である。 
労働衛生管理の基本を前提に、法令上および行政上は、災害発生等の過去の経緯や有

害性の大きさによって、特別規則による規制物質やリスクアセスメントの義務付け対象

物質などに分類した対応が行われている。また、確実な化学物質管理を行うためには、

労働衛生管理体制の確立が必要であり、そのための規制が存在する。 
化学物質の健康障害防止戦略の基本はリスクアセスメントの実施と、その結果に基づ

くリスクコントロールであり、その中で有害性情報の収集、曝露評価、リスクの見積も

り、発散の抑制、個人用保護具の活用、特殊健康診断の実施などの取組みを確実に実施

する必要がある。そのためには、労働安全衛生マネジメントシステムの運用が有効であ

る。 
化学物質に対する特別規則としては、特定化学物質障害予防規則、鉛中毒予防規則、

四アルキル鉛中毒予防規則、有機溶剤中毒予防規則があり、それぞれで規制対象物質と

対象作業を明確にしたうえで、詳細な規制が行われている。 
 

研究協力者 
下田 隼 産業医科大学産業生態科学研究所 専門修練医 
松山和史 産業医科大学産業生態科学研究所 専門修練医 
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